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林業基本問題答申の概要

〆

横 瀬誠之

＝＝ー一幸“

林業基本問題の群議は，去る10月26日に開かれた

農林漁業基本問題調査会の第10回総会において総理大

臣に対する答申を決定して一段落を告げた。

「林業の基本問題と基本対策」と題したこの答申がま

とまるまでには，去年11月に発足した中央森林群議会

林業問題調査会において行なわれた予備的審識を加える

と，20数回におよぶ委員会が開かれ，林業の各分野胆わ

たり多くの問題をとりあげて審議されてきたが，般後に

まとまった答申の内容については委員の間で若干意見の

違いが残されている。その主な点ほ，構造政策のうちで

家族経営的林業の育成についての対策を重視して，大規

模林業経営のための対策が不十分であるとする意見，こ

れば反対的色彩の強い農山村人口の減少政策と林業就業

榊造の改善のための政筑を，より強力に推進する必要が

あるとする見解，等である。

これほど複雑多岐な答申であるから，筆者自身の認識

の不十分さのため誤った記述になるおそれが少なくない
が，以下答申の要点を簡単に紹介してみたい。

1．基本問題の理解

林業の基本問題の理解の仕方は，人によりまた観点の

遮いによって各種各様の差異が出るのが当然である。こ

の答申は調査会の設置目的によって，理解の仕方を強く

制約されたとする見方もできようが，ここでは二方向か

ら林業の基本問題の所在を取りあげている。その一つは

こんにち次第に顕著に現われてきている林産物需給関係

における相対的供給不足が，国民経済の好ましい成長，

発展を阻害するばかりでなく，長期的には林業組営自体

の安定と発展を危うくする可能性を内包することを埜礎

とし，他の一つは近年の林業所得の伸びが相当大巾であ

るにもかかわらず，それが必らずしも山村民の所得増大

と生活水準の向上に十分に寄与しておらず，さらにこれ

らの問題が，予想される高度の成長経済下においては，

山村民と農村や都市の住民との所得格差をますます拡大

するばかりでなく，山村内部における社会的，経済的緊

張を強めるおそれが大きいことに焦点をしぼって取り上

げられたものである。

これらの問題の取り上げ方については，多少不満の意

見があったが，問題の理解を若干敷術すれば，第一の問

題点は木材と薪炭の需給関係の中に重要性を認めたもの

である。

34年度の木材需要嫁1．6億石を越えて戦前の2倍以

上の規模になった。この需要増加は，わが国の経済が大

きく発展したことによってもたらされたのであるが，木

材需要が国民経済の発展にあずかる重要度とも考えられ

る木材の所得弾性値は，戦前は約0.9程度でほぼ国民所

得と同一テンポで木材需要も増加したのに対して，最近

は0.5を割っている。いわば木材の価値はほぼ半減した

のである。この原因の究明はしばらくおき，木材需要そ

のものについては，近年著しい概造的変化が承とめられ

る。特に顕著な変化はパルプ用材が全体の木材需要に占

める比率が戦前の4～5％に対して，最近は20％を越

えて蝋大したことである。これは紙の需要が，国民経済

の成長に密蒲して1を越す高い弾性値を有していること

が主因であるが，この影響で小径木や低品質材等の安定

的需要が開拓され，木材の径級格差の縮少がめざまし

く，すでに昨年は小径材と中径材が同じ樹種で同値にな

った市場が出現している。

パルプ用材需要の急増とは反対に，建築用材その他の

木材需要の増勢の鈍化も特徴的である。

年間建築着工坪数のうち木造建築の占める比率は10年

前は90％前後であったのが，昨今は70％以下に下っ

た。同時に木材消費の原単位も60％程度に下っている。

これは建築様式の変化によるところが少なくないが，木

材代替財の進出が激しいのもこの部門である。家具建具

はもちろんのこと包装材料の面でも木材代替財により木

材需要がしめ出されかねぬ情勢があることも否定できぬ

であろう。これらの反映で，製材用原木消費量はここ数

カ年間は1億石前後で横ばい傾向をたどっている。

このような木材の需要構造の変化や所得弾性値の低下

の原因としては，最近の技術進歩や所得水準の向上等の

影響も少なくないであろうが，木材価格の高騰が与えた

作用は軽視できないであろう。26年度を100とした木

材価格指数は，34年度には素材160，製材150になっ

ている。この間の卸売物価指数はほとんど100を維持し

ているから，木材の独歩高が強く読承とれるが，この材
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横瀬：林業基本問題答申の概要

価の高脇が木材消費産業の生産コストを高め，代替財の

進出を促して，木材の所得ﾘﾘ牲値の低下を促した点は，

少なくないと考えられる。木材価格の騰貴については必

らずしも抑制を要するとは断定できぬとの見解もあり，

事実これが林業所得の増大に貢献している点は，林業の

発展をねがう立場から好ましいことであるが，こんにち

木材の重要な需要部分であるパルプエ業が，輸入品より

もコストが高く，貿易自由化に苦悩している現実や，木

材代替財による需要代位の多くが，技術進歩や量産効果

等に与えられて非可逆的傾向にあること等のため，長期

的には林業の健全な経営を危うくするおそれがあり，ひ

いては国民経済の正常な成長を阻害する要目にもなりか

ねぬと判断されるところに，この影響の重大性が認めら

れるであろう。さらに木材価格の高騰が資源的制約ばか

りでなく森林所有者の本質的経営態度を強く反映してい

るように判断されることも無視できぬ点である。

木材価格の動向は，経済現象としてふれば需要増大に

対して供給が相対的に不足していることを表わすもので

ある。この供給不足は森林資源の生産力の減退が少なか

らず作用しているが,60億石を越す現有蓄積は当分の間

の需要充足に不足する筈はなく，蓄積減少傾向が，林業

生産の長期性や森林所有者の伐採性向と相まって供給抑

制の方向に作用したと考えるべきであろう。

供給不足の要因は林業生産の概造の中にも存在してい

るようである。わが国の森林所有鯛造についての新しい

統計は，本年2月に行なわれた林業センサスの結果をま

たねばならないが,､中間報告によって内地の所有関係を

承ると，260万の所有者のうち林業の保続的経営単位と

は考えられない5町歩以下の森林保有者数は，約92％，

239万人にのぼるが，それらの経営面積は37％強に止

まる。これと対照的に50町歩以上の階層ば，僅か0．3

％の経営者が17％の林野を保有して，所有織造の極端

な破行性が認められる。またこれらの所有者のうち艇家

の占める比率は，50町歩未満層は約94％であり，50

町歩以上の階層は大所有になるほど農家が少なくなって

くるが，なお60％以上の商い率を示し，農家と森林保

有関係の密接さがうかがわれる。

この関係から農家林業という言葉に異論がある委員も

あったが，小規模森林所有階層の森林経営は農業の副次

的，従属的経営部門としての地位しか認められず，不時

の資金需要や自家の営農用資材の生産が森林経営の主目

的になっている場合が多く，大所有でも資産として保有

する者が大多数を占めていると判断される。もちろんこ

のような森林所有を産象出した原因の一・半は，林業経営

の長期性やはっきりはしないが低収益性を打破しきれな

い観がある技術進歩の低さにあるが，いずれにしても森

林所有者の家計に密讃して林業が営なまれる場合が多

く，このため計画的伐採は行なわれず，木材供給の弾力

性を低下する要因になっているのである。さらに森林所

有椎造と経営態度との関係は，山村の余剰労働力の存在

とあいまって木材生産事業の資本装備の高度化を阻げ，

生産性向上を困難ならしめて木材価格の騰貴に拍車を加

えていることも看過できない問題点である。また少し観

念論になろうかと思うが，薪炭需要の存在に支えられて

天然更新による森林経営が成り立つこと，及び用材林で

も造林経費がほとんど投入されていない天然林が圧倒的

に多いため，木材価格の中で地代に相当する部分の比率

が高くなり，このために他からの林業経営資本の流入を

制約する可能性が強く推察されることも，理論的解明が

未熟で断定は出来ないが，林業経営近代化による木材供

給の円滑化のため十分検討を要する問題点であろう。

妓後に国有林の経営も供給増大の方向にそって十分寄

与していないように判断できる節がある。もとよりきわ

めて素朴な疑問であるが，わが国森林の面積では約3分

の1，蓄積では約2分の1を占める国有林が，全国で毎

年伐採される材積の約4分の1しか伐採していない現状

ほ理由はともあれ供給を増大する点ではその寄与の不十

分のそしりを免れ得ないであろう。

以上の阻害要因は，どの一つをとりあげても容易に是

正できることがらでほなく，また単なる量産では足りず

生産性向上を伴った解決策がとられねばならない。ここ

に次の構造問題とも関連して，供給増大の問題が基本問

題として理解されたと判断すべきであろう。

林業所得に関する垂木問題の理解は，既成の林業問題

意識とは別個の分野の問題であり，また所得の分配問題

を極度に重視する立場をとることについては，社会観や

経済磯購等に対する見解の相異によって強い反論も当然

起るべき性格をもっている。しかし調査会において絡別

強い反論もなしに，この問題が基本問題として理解され

たことば，林業関係者として重視しなければならない。

もちろん調査会に与えられた使命が農林漁業とその他産

業との所得格差の解消と生活水準の向上，安定化を主眼

としていることが大きく作用しているが，林業問題に先

立って調査会が決定した農業の基本対策が実施されれ

ば，1,500万人の農業労働人口が10年後には1,000万

～1,050万に減少し，かなりの生活水準を享受し得るい

わゆる自立農家も100万戸程度ほ出現するほか，農業の

協業化による所得向上も相当効果を表わすものと予測し

ているのに対して，可耕地も少なく営農条件も劣った山

林地域の農業の近代化は，平坦部に比し後退せざるを得
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横瀬：林業基本問題答申の概要

もってくる。林産物需給の見通しはこれまで数種のもの

が発表されているが，そのいずれについても指摘された

ことであるが，澗査会で審識されたこのたびの推計も，

多くの前提をおいた推計である。したがってこの実現性

は各自各様に判定されることであり，前提のとり方によ

り全く反対の結果になりかねず，特にこの推計ほ，一定

規模の国民経済の成長を想定し，そのもとでの現在霞で

の需要柵造と国民所得の成長その他の経済諸指標との要

因関係を将来に投影して，需要通を推計する方法によっ

たため，価格条件や需要椛造の大きな変化は予想されて

おらず，あくまで前提条件下における指標と理解すべき

ものである。この推計の前提条件のうち，国民所得の成

長率は，当初10年間が年率7%,次の10年間が5%,

その後20年間を4%とした系列（上限）と，当初10年

間が年率6％，以後30年間を年率4％とした系列（下

限）の2系列を想定した。股近の年率10%に近い国民

所得の成長実績や所得倍墹計画等との関連を考えれば，

上限の見通しが現実的推計に近いといえるであろう。こ

の成長率の系列ごとに，31年～33年の平均値を基準値

として，木材需要については主要部門ごとの需要戯を，

26年～33年の間の実織値より得た柵造式を極力応用し

て推計を行ない，次の20年間は一括して20年後にお

いて計算される木材の所得弾性値を用いて全体の需要を

算定する方法を採り，薪炭需要は近年の需要の減少傾向

線から減少率を求めて算定する方法を用いた。

第1表木材需要推計（単位:1000万石）

ないと考えねばならず，このためなんらかの所得増大施

策がとられぬ限り山村民が文字通りわが国経済の二重椛

造の底辺にとり残されざるを得ないのではなかろうか，

と考えられてこの問題の重大さが理解されたと考えるべ

きであろう。

と．ころで林業所得の動向は，26年を100として32年

には192に達し，国民総所得の191に匹敵し，農業の

126，第1次産業の138をほるかに上廻る好調さがうか

がわれ，この限りでは他産業との所得格差は存在してい

ない｡しかしこの間の林業生産量は約30％しか増加し

ていないから，木材価絡の高騰が所得増大の主動力であ

ったと象なければならない。そうだとすれば，今後も林

業所得が過去に致せた大巾な成長経過をたどるとば簡単

には期待できないであろう。しかしそれ以上に林翻得
の問題では，むしろその分配職造が重大である。経済企

画庁から発表された国民所得白書によれば，26年を

100とする個人業主所得は，全経済平均が32年には150

であるのに林業は226を記録して，森林所有者の経済的

地位の向上がうかがわれるが，同じ期間の勤務所得は全

経済の224に対して林業は168に止まっている。これら

の指数から，林業所得の分配が業主に多くて勤労者に少

なかったと判断できる。

また調査会の事務局で行なった試算によれば，計算の

前提に問題があるが，26年を基準とした林業所得の分配

構造の推移によれば，勤労所得は30年以降は150～160

の指数水準をたどっているが，立木価格から成る地代分

は400～450の高指数を示し，また累年度における櫛成

比ほ勤務旅尋が最近やや停滞傾向を示して35～45％を

占めるのに対し，地代部分は32％から65％へとほぼ

一貫してウエイトを増加して森林所有者の所得の伸びの

大きさがうかがわれる。山林所得と素材生産所得および

薪炭生産所得の3者のバランスにおいても山林所得ば当

初の47％から77％へと一貫して比重を増大し森林所

有の優位を示している。

資本主義経済下において所得分配購造の変更を考える

ことは容易ならぬ問題であるが，山村の零細規模農業を

支えて人口の流出を阻んできた薪炭生産の減退必至の見

通しも加えて，山村における大きな所得格差の一層の拡

大が予想されるのに対して，長期的な目標として林業の

溝造改善による山村民の所得向上を検討することは，問

題の重大さと対策の困難さからみても確かに林業の基本

問題の随一であるといっても過言ではなかろう。

2．林産物需給の見通し

前記基本問題の解決策が当然基本対策になるが，それ

には今後の林産物需給の見記しのいかんも重大な関係を
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横瀬：林業基本問題答申の概要

推計の結果は第1表の通りである。

この推計においてパルプ用材が初年度22％から20年

後には30％になり，反面一般用材が漸減傾向を強めな

がらも横這いを続けていること，需要の絶対量が10年

後に2．2侭～2.4億石，20年後には2．4億～2.8億

石，40年後には2．9億～3.7億石に増加することに注

目を要する。なお20年後の木材の所得弾性値は，最近

の値が0.46であるのに，上限で0.33,下限では0.24

に低下する見込である。

薪炭需要は第2表のごとく，いずれも漸減しているが

これは生活様式の変化や所得水準の向上等に伴って家庭

燃料の重点から薪炭が決定的に見難された結果であり，

格別の事情が起らぬ限りこの減少は国民経済の発展が急

速であればそれだけ激減するであろう。

第2表薪炭需要推計 以上の需要に対する供

②国有林の林道開設を約8％増加して31,000kmを

30年間に達成する。

（8）年間1～5万町歩の施肥を行なうほか，適地を選

んで早成樹種を積極的に導入し，植栽本数も極力増やし

て現在110万町歩の人工林を30年間に359万町歩に拡

大する。

（4）民有林からの供給増大に必要な林道開設は計画通

り実行され，造林も早成樹種造林が75万町歩程度行な

われるほか，林地施肥も20年の間には新植面積の30％

程度について実施され，人工造林地は約1,000万町歩に

倍増する。

⑤木材輸入は，主にソ連材を中心に1,000万石程度

増加する。

イ蝿以上のような前提のもとに行なった推計の結果
は，詳細を略すが，‐上限の需給関係においては，供給増

大を積極的に考慮する建前もあって，こんご30～35年

の間は計算上の不然合臓ほとんど起らぬが，下限の需給

対比にあっては，こんご10年間に早くも年間2,000万

石程度の針葉樹材の供給不足が予測されている。

細い資源の構成状況を表わす統計がきわめて不十分で

あり，また森林所有者の現実の動向等についての考慮を

加えない全くの資源計算であるから，上,下限のいずれ

の需給推計が,信頼性が高いか等は問題にも出来ないが，

少なくとも現在程度の施策を推進していたので催，需給

の不均衡は益禽増大することが判断できそうである。し

たがってこんごの林業政策においては生産増大が一義的

な目標になるというべきであろう。

3．生産対策

木材需要の増大に対応して，供給の職種的増加を図る

のが，今後の生産対策の埜木的方向であるから，この方

向に現在行なわれている各種の林業施縦を調整すること

が生産対策の内容になるであろう。この観点から答申に

おいては，上限の需給推計に基づいて木材の供給を年率

2.5％程度で増加し，反対に薪炭生産は計画的に縮減し

て，余力の出た薪炭材を用材として利用することを主体

として，未開発林の積極的開発，利用と伐期を越えて温

存されている森林蓄積の利用を促し，さらに長期の林業

生産基盤拡大のための人工造林地の拡大に着目して所要

の法制措置の整備と国の財政投融資の効率的運用の必要

が強調されている。かなり具体的に述べている諸対策の

中で，特に重大な提言と承られるものに，森林計画制度

に関連して述べている個別経営計画がある。森林所有に

承られる財産保持的所有態度や艇難に従属した森林経営

態度の改善策として，この経営計画の編成と実行を制度

化しようとするもので，その提案の意図は理解できる

《
一

給見込は，林業行政のい

かんにより大きく変るこ

とが予想されるが，一応

需要と切り離して造林や

林道開設その他の生産潮

強施策がほぼ現状程度で
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積極的な生産対策を採つ
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の供給見通しを行なった。

下限の推計の前提は次の通りである。

（1）国有林からの供給は33年度来実行している国有

林の生産力増強計画によって行なわれる。

（2）民有林からの供給は，林道開設は国民所得の成長

（当初10年間年率6％，次の30年間年率4％）と同

率で増大し，非柿助林道は補助林道とバランスして伸び

るものとし，5年で区切った各期ごとの既開発林の普通

林のⅥ令級以上の森林蓄積と新たに開発される森林の計

画伐採量及び保安林の成長量相当量の合計が各期の伐採

可能量になるものとした。

輸入は実勢から年間2,000万石程度の水準を維持し，

林地残廃材や製材屑材等の集約利用も現在程度の率で連

年向上し，パルプ用材を主体に広葉樹や小径材の利用も

大巾に増加するものと予想した。

上限の供給見通しは，供給の目標を上限の推定需要の

充足におき，それを実現するのに必要な下記の生産対紫

が完全に実施されることを条件として推定したものであ

る。

（1）国有林の質的繼成の改善のテンポが律する改良期

を10年短縮して平均30年とする。

9
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横瀬：林業基本問題答申の概要

主義にまどわされず，一貫した政策の企画，推進に努力

すべきであろう。

4．構造対策

生産対策に比べて榊造対策は問題が多く，また異論も

あるところで，委員の少数憩見も多くはこの点について

の見解の違いによって提起されている。答申に述べられ

ている椎造改善施縦は，林業の生産性向上と木材生産の

増大の二つの要件を経営及び技術の両面から実現できる

林業の担い手を創り出すことと，山村における所得の分

配の改善の必要に応えるための小規模林業経営者と林業

労働者の立場を改善することの2点を中心として組立て

られている。

この観点から職造対策は，就業樵造の改善と合理的な

経営瀧造の育成，及び国有林と公有林の経営，管理につ

いての提案の2部に分けて榊造対策の方向づけがなされ・

ている。前者の対錐としては，農山村からの過剰人口の

流出を背緊として予想される林業労働力の減少を基調と

して考えた場合に，林業経営の合瑠上を促進して生産の

増大と生産性の向'二を実現するためにほ，国有林や公有

林を含めた大規模経営にあっては，技術進歩と経営機雛

の改善をすすめ，他方労働力に余裕がある農家を主体と

した家族経営林業の経営規摸の合理上に努力することに

よる生産の増大と所得の向上を，期待しているのであ

る。

合理的家族経営の形成に供する林地は，国有林と公有

林の中にある地元利用地と部落有林とが主体で，一部粗

放利用の状態に放瞳される私有林も土地資源の高度利用

の見地も加えて対象に加えることも考えられている。

さらに家族経営はあくまでも俊業の小農経営と同様に

経済的合理性の面が不十分であるため，農業の協業組識

の発達と関連して，林業の協業組識の新制度の研究も提

起されている。、

林業労働者の向うべき方向として，組織化と労働およ

び賃金管理の合理化を進めて，労働条件の改善と妥当な

賃金水準の確保を強調しているが，これも当然の見解で

はあるが反論の出る提案であろう。

これらの対簾のいずれを取りあげても賛否両論があり

うるであろうが，答申の中で家族経営的林業に:ついて多

くの紙数を費した理由は，もちろん山村民の所得向上へ

の期待も大きいが，大規模林業経営の構造問題は，所得

に関する限り格別問題がなく，むしろ労働力の減少傾向

に対応して高賃金の労働力を雇傭しながら，計画的施業

を逆行できるような経営の計画化と技術の発展，および

行政措置の効率的適用が主たる対策になるのに対して，

家族経営的林業は，経営規模の拡大の点で全く新しい措

が，予算措置や税制を通じてどこまでこれが実行される

かの判断は簡単にはつけがたく，場合によっては森林法

で規定している民有林の営林の監督助長の埜本的理念の

大修正にもなりかねず，行政としての具体化はかなり困

難を伴うように判断される。

造林についてば鱗造政策との関連を老噸して，大規模

森林経営と自家労働力による小規模造林とで助成制度の

適用を区別して，経済的合理性に立脚した改正を要望し

ているほか，分収造林や官行造林の現行制度の運用に関

して地代の引下げと造林地の対象を公有林や部落有林か

ら大規模私有林に置きかえる必要があることを指摘して

いることは注目すべきである。これは主として後述する

家族経営林業の育成による山村民の所得向上を窓図する

観点から提起されているのである。

林道については格別目新しい提案はなく，林道開設と

利用区域における森林伐採との結びつきが林道開設を鈍

らせる現状にかんが象，建設費の負担方法を改正して，

原則として政府資金によって幹線林道を開設し，使用料

によって負担金の臓還を提案している点が主なものであ

る。

林業技術の試験研究では，重点として育林技術の高度

化，なかんずく林地肥培や早成樹種の導入および育種等

の問題の研究の積極化の必要が述べられているが，さら

に育林過程の労働生産性の向_上を実現する技術進歩も重

点研究項目でなければならない。林業経営の近代化はこ

れらの技術開発に強く依存しているといっても過言でな

く，若しこれが実現されなければ林業の産業としての前

途は傭い見通ししかもち得ないであろう。

国有林の経営についても強くその是正を要求している

が，基本的な経営方針として答申は，奥地林の積極的開

発，利用をすすめ，他方比較的地位，地利の良い林地の

合理的経営に努力することを要求している。このため現

行経営計画における改良期の短縮，伐期令の引下げ等を

検討するほか現行特別会計制度の運営の弾力性の強化と

経営組織，機織の合理上を提唱していること等が注目さ

れる。

終りに具体的な提案でばないが，木材需給の円滑化と

価格安定のための施策として，木材の流通及び市場条件

の整備，強化をはかるたあ市場の育成や協同組織の強化

等の施筬の実施の必要が述べられていることを看過して

はならない。この部門は従来から林野庁と通産省との接

触点としての行政の不徹底さをしばしば指摘されていた

ように林業行政面では涯混してばいないが，力の不足が

痛感されていた分野である。従ってこの提案がどこまで

実行出来るか推定できぬうらみがあるが，行政のセクト

一
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置，を考究する必要があることが股大の理由である。

いずれにしても合理的家族経営林業の成立の見通しが

この対策の是非を判定する指針になるであろうが，答申

の中で採られた見解は，毎年の造林面積の半以上が小規

模森林所有者の造林であることや，小径木利用の拡大に

伴う伐期の短縮やあるいは早成樹種の導入や林地肥培の

進歩等，林業経営の新しい分野が小規模経営の最大の短

所である収穫の中断を短縮する方向に向って大きく前進

してきたこと，さらには木材価絡の制勝等の諸条件も加

わって，経営林野面積の拡大が可能であれば，家族労働

力に埜礎をおいた林業経営が，少なくとも里山地帯にお

いては十分成立するであろうと判断しているのである。

しかし山村の住民の全員を無差別にこの育成の対象と

していないことに注意しなければならない。過去におけ

る経験は，農業経営がある程度の規模を備えて家計の安

定が維持できる者の林業経営が向上して，零細農は折角

の林地を当面の必要に迫られて手放す場合が多いことを

教えている。山村における擬家のどの程度の水準以上の

者を対象にするのが適当か,さらに研究が必要であるが，

答申によれば，合理的家族経営育成は，農林業をあわせ

て艇業でいう自立が可能な規模の造林地を保有させるこ

とを骨子として，平均して1戸当造林地を10町歩以上

少なくとも5町歩以上を保有できるようにし，また林業

を専業として家族労働力を投入する自立林家の場合は，

少なくとも20町歩以上の造林地を保有できるような施

策を柵じる必要があると述べている。

具体的な行政措置となった場合に考えねばならぬ問題

であるが，答申に現われた限りではこのような家族経営

の育成のための林地の移動にあたっての林木の処置には

全く触れていないため，判断できないが，事実問題とし

て，新たに与えられる林地は，一般に裸地の状態の場合

が多いと考えねばならない。そうであれば造林収入が実

,現できるまでの間は，立木担保金融による支えはあって
も，長期間の出菱に耐える経済力が具わっていることが

かなりの重要な要件になると考えねばならず，このこと

からも誰れ彼れの区別なく経営面積拡大の対象になし得

ないことが判断されるであろう。

従って椛造政策としては，それだけでも十分なのかも

しれないが，答申では育成の対象にならぬ零細農業経営

や製炭者については，林業労働者として専業化するか，

または都市への流出を促すかのいずれかの方向を選ばね

ばならないであろうと述べているが，第2次，第3次産

業の成長による労働需要の増加に大きく期待して，この

ような結論が出されたと考えるべきであろう。

公有林のあり方についての答申の内容は，直轄経営地

の管理経営の強化と，地元利用地の家族経営育成を目的

とする個別分割を中心として組詮立てられている。明治

以来の林政は，町村有林の韮本財産としての役割だけに

満目し終始一貫直営林の拡大を指向していたことからゑ

て，地元利用地の売払いに対しては強い反対が起るであ

ろうが，この提案は名目的公有林がかなりの面積現存し

ている現実に基づいて行なわれたもので，もとより法的

強制等は予想していないが，国有林との関連においても

慎重に検討すべき問題点である。

部落有林は入会権の整理で苦しんだ経験にかんがみ，

答申においても基本的には全体の私有林化をねがいつつ

可能な場合の個人分割の推進を提起した形をとり，別途

瀞産と果樹作の発展を考慮して，艇業と林業とが調整さ

れた事業を集中的に実施して，生産基雛を確立し，それ

ぞれの特性に合致した農林業の発展を促すことも考えら

れている。

妓後に国有林のあり方について述べているが，その大

綱朧，民間に委ねていては高度利用が困難である奥地林

や国土保全上重要な林地を国有林として管理経営するこ

との意義を重視して，林業生産と森林の公益性の両立を

図るとともに，経済林の相当部分を合理的に経営して，

木材価格の安定と木材の需給の調整に対して国有林の積

極的介入の必要を強調している。篭た前述の家族経営林

業の育成のため，第3種林地のほか国有林の分布が特に

集中し農業経営の規模砿大を制約している地方では，部

落周辺の第2種林をも原則として個人に分割売払うこと

を希望している。

この提案を実施するまでには，なお幾多の問題点を解

決しなければならず，簡単には結蒲がつけられないであ

ろうが，別途農林省から今次通常国会に提案を予定され

ている農業基本法の中で，榊造改善計画の実施に必要な

国有林を，国土保全と国有林経悩のために必要な場合を

途いて積極的に利用させることを規定しようとしている

のにかんが歌，林野行政の中でこれらに対応する方針を

特にいそいで決定する必要が起るものと考えられる。

また国有林の管理経営の合理化を目的として，国有

林公社の制度の検討が提案されているが，これまた，前

記の問題とともに，当面の林業行政上の問題として，林

蹄庁の態度決定を迫られるものと推察される。

以上でこのたびの答申の主な内容にふれてみたが，般

後に基本対策を裏付ける林業技術の進歩向上に多大の期

待が寄せられていることを強調したい。技術に対する期

待が大きいということは，一面では，この対策の根拠の

不安定さを物語るものであろう。しかし，われわれが，

対策の中で期待しているような労働の生産性向上と土地

の生産性向上を実現できるような技術を開発して，それ

を個盈の林業の担いて手に適応して普及することに失敗

するということば，林業が産業として存立することを否

定することに通じるものではなかろうか。林業技術者の

使命はまさに重大というべきであろう。

事務局員として首尾一鼓せぬ記述を連ねた観があるが

埜本問題の検討を通じて林政の飛躍的強化が実現される

ことを念願してこの小文を終る。
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林業機械化

技術センター

×××××

福田省一

（1）機械化のあゆみ

林業に機械を導入した歴史は古い。大正の初め木曾の

小川線（今の上松営林署赤沢事業所）に森林鉄道が布設

され，蒸気機関車によって運材が行なわれ，また集材作

業がやはり蒸気擬関による集材機によって行なわれたの

に始童る。その動機は国鉄中央線の貫通と当時の指導者

の熱意にあったもので，組識的に全国的に実施したもの

でほない。この当時の作業の跡は現在赤沢の事業所を中

心に2,000haのヒノキの造林地を残し一時は不成績造

林地としてその原因について論争の種となっていたが，

数年前から良好な成長を示すようになってきている。

当時使用された機械類は燈近まで保存されてあったが

大型のものであるからその置場に困却して売払ってしま

ったとのことである。昔からのものを系統的に並べて，

鉄道博物館のように林業博物館を作って沼田の機械技術

センターの参考館にしたらよかったがと残念に思う。

木曾の小川線を初めとして，その後国鉄の拡充に刺戟

され，青森，秋田，高知その他各地に森林鉄道が設けら

れ，昔ながらの管流，筏流しが，貨車輸送に切り替えら

れてきたのである。国鉄の増設ばかりでなく，発電用瀧

漉ダムの建設も木材の流送を転向させる大きい原因とな

ったことは特筆しなければならないことである。

森林鉄道と集材機の二つは，大正から昭和20年頃に

かけて林業の機械化の中心をなしたものであり，かつこ

れ以外にはなかったといってよい。一時北海道御料林に

おいてトラクターによる木材運搬が試承られたことがあ

るが，永続きばしなかった。森林鉄道､集材機は,蒸気機

関からガソリンエンジンに変り，戦時中は一時木炭，薪

を代燃としたこともあったが一時的現象といってよい。

トラックによる輸送は，この当時からあったが，終戦当

時の物資輸送に端を発し，木材運搬に主として使用され

るようになったのは，むしろ林道が整備されてからのこ

とであって戦後のことである。

大平洋戦争の終結によって林業の機鯛上を促進する第

2期の要因が色灸と出てきた。まず第1に労力の不足と

労務用物資の不足である。戦災復興用としての木材の蝋
－

筆者・林野庁業務課

産，家庭用燃料としての木炭の瑚産を計画通りに運成す

るには労力と物費の澗達がすこぶる困難であったので，

林野庁においては林業の経営合瑠上の一環として職械化

の積極的推進を計り始めたのである。一方，軍需産業か

ら転向しようとしていたメーカーの協力があったこと，

作業員のうちに，軍隊にいて機械操作に経験のある者が

混在したことなども推進にあずかって力があったといえ

るかもしれないが，機械の普及，作業員の訓練，メーカ

ーのアフターサービス等でそれぞれなみな詮な･らない苦

労があったことは,当事者以外あまりよくわかっていな
いようである。昭和20年から30年頃に至る10年間

は集材機，運材機関車および貨車の改良普及に重点がお

かれ蔵込機,運材専用1､ラック，チ柔ソソーについても

研究が行なわれ試作品が現われるようになってきた。

昭和29年5月及び9月の2回にわたって北海道を襲

った旋風と台風は8,000万石に近い莫大な被害木を生じ

損失額200憶門にのぼり国有林は約8割を占めていた。

被害木の大部分はエゾマツ，トドマツであり，早期に処

理しなければ虫害，火災等を生ずるおそれがあるため，

従来の冬山中心の生産から夏山生産に重点をおくことに

した。従って林道網の拡充と従来の機鯛上が大きくとり

あげられ機械化の第3期はこの辺から始まる。

作業の機概化を図るためにはただ単に機械を送り込ん

だだけではだめであって，これを操作する熟練工が必要

である。そこで内地各営林署から希望者を募集し，1年

淵在，2年滞在，3年滞在の3種に分け約500名集った

うちから，集材機の運転手だけは天城営林署で実地訓練

を行なった上で転任させたのである。このほか一般労務

者は青森，秋田，前橋の3局から募集のうえ墹援した。

作業機械ではどんなものが入ったかといえば，チェン

ソー，トラクター，集材機，トレラートラック，稜込

機，大型ボギー車等であり，従来の人力，馬力の象に依

存する北海道の作業を改革する契機となったばかりでな

く，国有林全般に対する機械化および合幽上を推進する

一つの転機ともなったのである。

現在では，伐木は総てチェソソー，木馬は絶滅して集

材機に変ったという事業所は珍らしくない。8時間労働

で作業強度も普通になってきたので，月2回の定休日を

もてあまし返上したいという例もきくことがある。国有

林だけで取得した機械類の1脚入額は，約百憶円，その恢

却残は約50憶円となっている。林力増強計画の一環とし

て今後の機械導入は現在の倍近く伸びる可能性がある。

林業の機鯛上は今まで述べたように，国有林では国鉄

の伸展，ダムの建設によって，河川，降雪等自然力と人

力による作業から潮時機械力を利用する作業に移行じ，

戦時中の軍需材墹産，戦後の復典資材増産の必要から計

画的機械化がとられ始め，北海道の風倒木処理計画によ

－7－
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ってさらに大きく伸展したのである。

民有林では事業規模が零細なために資本投下も困難で

あって，索道以外には機械化の承るべきものはなかった

が，最近ではチェンソー，小型集材機，簡易積込機等伐

出用機械の外，地栫用ブッシュクリーナーなども相当使

用されるようになってきたが，価格が安く取扱いが容易
で性能の良いものであったら，民有林に導入されるであ

ろう。

②現状における問題点

国有林における機械化推進上の問題点は色々 あるが，

第一に従来の機械化は製品事業に重点がおかれ，他事業

間との関連についての考臘に欠ける点があったことであ

る。機械の汎用性を高め事業全体を通じて活用し，その

稼動率をあげることを検討する必要がある。第二は同一

事業についてゑた場合工程別に破行性があることであ

る。例えば製品事業においては木寄せの部分の機械化が

弱点となっており，造林事業では地栫の機械化が一部行

なわれ始めたに過ぎない。造林事業については，特に従

来の手作業を機械化するという考え方から脱却して，

機械造林作業はいかにあるべきかという観点から考え直

す必要があるように思う。第三は機械作業の要員と指導

者の養成の問題である。機械及び機械作業の管理を適正

に行ない能率を向上するためには，作業員及び指導者の

資質向上を図らねばならないことは論ずるまでもない。
各局でそれぞれ訓練を行なってきてはいるが，徒弟式教

育から計画的教育に完全に脱却しているとはいえない。

特に指導者の教育については，一元的にその対策を確立

する必要がある。特に民有林関係においてはこの点が弱

体であって，国有林にその協力を求める要望が強い。農

業においては内原に国立の機械教育センターがあり，補

助対策も林業よりは進んでいる。第四は機械についての

研究機織の強化の問題である。林業試験場に作業科があ

り研究を行なってはいるが，現在の研究員と予算では，

林業機械についての諸問題をすべて解決するだけの余裕

はない。国有林においては各現場で必要のあるつど，自

らまたは大学等に依頼して調査研究を行ない，その数も

少なからずあるが，その成果を広く活用しているかどう

かということになると問題力§ある。応用研究，企業合理

化試験等試験に対する補助政策も色盈あるが，これらの

成果を総合的にとりまとめ活用すること，またいかなる

研究テーマを選ぶかを決定するための組織をつくること

は，研究機関の拡充と共に重要な問題点である。第5は

特に民有林についてであるが，民有林の機械化を促進す

るための助成策が艇業に比べて遅れていることである。

農業では農業機械化促進法，艇業資金助成法等があって

磯械の取得，貸与，作業指蕊訓練について，補助，融

資の措置がとられている。林業では新農村建設－すでに

終ったが一による補助金，森林法に基づくSPによる指

導以外承るべきものはない。民有林における機械化を促

進するには零細な山林所有者の経営の共同化と伐木業者

の協業化が進むような補助融資の助成策が必要である。

（3）今後の農山村人口と機械化

日本の農家戸数550万戸と農家人口3千万人は共に明

治以来たいした変化をしていず，艇家でふえた人口は，

両親の座をついだ者を除いては二，三男を中心として流

出し，その数は約40万人となっている。農薬就業人口

は約1,400万人であるが，その内容をふると青壮年の賛

労働者としての離農化傾向が強くなって，老人，婦人の

占める割合が高くなってきている。現在の挫家戸数を維

持してゆくためには，毎年百戸当り3．3人の男子補流人

口が必要であるが，学校を卒業して農業に従副狩る者は

1.6人に過ぎず，残る1．7人はすでに他産業に通勤形熊

で従事しており，農業にもどる者は0.3人で残る1.7人

すなわち補充人口の43％はまだ埋められていない。農

業のあととりが農業を離れる傾向ば地域的には東より西

に強く，階層別には上層程その率が高くなっている。農

業基本問題調査会が，零細農の離艇を根本方針の一つと

して，経営視模の拡大により，その所得の増加を図るこ

とに目的をおいているが，すでに農山村の内部において

地すべり的移動が起っている。近い将来，造林事業，伐

採事業等に作業員を求めようとしても，それが難しくな

ることが予想される。他の産業に比べて象て較差のない

賃金を受取り，しかも重筋作業から解放された，安定し

た雇賄条件による機械化作業ができるところにの承林業

が行なわれるということになりかねない。いずれにして

も機蜘上の必然性はこの点からもうかがわれる。

（4）林業機械化に対する総合施策

国有林と民有林を通じ，民有林の場合は特に農業との

関連を考慮に入れて林業の機械化を総合的に推進する方

策について昭和34年の7月から林野庁の中で準備を進

めてきたのであるが，約1カ年を饗して昭和35年6月

に至り「林業機械化推進要領」が制定され，長官通達を

もって各営林局長，都道府県知事あてに出された。この

要領の制定された理由，あるいは背景といったことにつ

いてば前述した事項の中から読とっていただきたい。こ

の要領の目的は一言でいえば，林業の機鯛上を推進する

ためこれに関する行政，指導，及び研究の体制を確立し

林業経営の合瑠上に資することである。この目的を速成

ずるための方法として，次の2点をとりあげた。

1．林業に関する試験研究機関，事業実行機関，及び
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会 員の皆様へお願い

本会は昭和36年に創立40周年を迎えますので，記念事業を実施するため，別項の趣意爵の通り，その資金

を募集中であり章す。何卒下記により会員の皆様から応分の浄財を御寄付下さるようお願い申上げます。

なお，この資金募集は一般会員100万円，その他の協賛1,200万門を目標とするものでありまして，会員外か

らの協擬を得ることにつきましては別途それぞれ各磯関を通じて御依頼中でありますが，会員の皆様の絶大なる

御支援をお願い致します。

社団法人日本林業技術協会

40周年記念事業椛進委員会

委員長松川恭佐

副委員長石谷懲男

記

1．会員からの募集額

1口を100門とし，1人1口以上適当にお願いします。

2．寄付金の取扱い及び払込象

（1）支部所属の会員は本会の各支部に諸いて取扱って頂きます。

（2）支部に属しない会員は直接下記宛御送金願います。（会費と混同しないよう御留意願います｡）

送金先日本林業技術協会内40周年記念事業推進委員会娠替東京12486番）

3．募集期間

昭和35年11月1日より

昭和36年2月末日まで

一
一

｡

Q

一一へ－～～

（4）記念出版

前項の先縦十数氏の「伝記集」及び第二の国民であ

る中・小学生に，日本林業の実態をPRする目的を

以って「私達の森林」を再版刊行する。

2．所要経費見込額

（1）林業技術セソヅー建設

敷地雌入650万円建築費600万円

施設・調度等50万円計1,300万円

（2）記念造林

新植費100万円補植費15万円

手入斐35万円計150万円

（3）記念碑建立5万円

記念出版の経磯は事業変でまかなう。

3．賓金募集計画

（1）募集目標

1,300万円とし，うち一般会員から100万円，その

他からの協従を1,200万円とする。

（2）募集期間昭和35年11月1日～昭和36年2月末日

一

40周年記念事業資金募集要綱

1．記念事業の主なもの

（1）林業技術センターの建設

文献資料を蒐集，整備し，広く一般に紹介すると共

に照会，相談に応ずる･建物不燃性建造1階建坪

約60坪。敷地130坪。内部購造図書室（18坪）

資料室（18坪）整理室・閲覧室（12坪）その他（12

坪）

（2）記念造林

東京営林局管内平塚営林署湯河原国有林に，約20ヘ

クタールの部分林を設定し（申請中)，各種有用樹

種を造林し模範林とする。

（3）記念碑の建立

正しい林業技術を基盤として，国有林の経営，民有

林の行政について尽力し，今日の林業の基礎を築い

た先毅の功紙を永久に讃え，後進の奮起をうながす

ため，館内の庭石に一文を刻んで記念碑とする。



4．記念事業推進委員会の設置

本事業を推進するために委員会を設置する。

委員会の名称日林協40周年記念事業推進委員会

委員会の榊成

顔間林野庁長官，林業試験場長，野原・柴田

両国会議員，三浦・横川両元林野庁長官

委員長松川理事長

副委員長石谷順問

委員林野庁各部長・課長・諜艮補佐，林業試

験場各部長・科長，林業講習所長，各営

林局長・各部長・各課長，各林業試験場

支場長，各林木育種場長，各営林署長，

各都道府県林務部長・課長，各都道府県

林業試験場長，学術会議各会員，各大学

林学科主任教授，業界各団体代表，民間

林業技術者代表，本会理聯・朧聯

紳事本会専務理事，常務理事以一上

『
一ヘヘー戸一一一一一八へへ
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趣 意書

日本林業技術協会の前身である典林会は大正10年に自然発生的に誕生いたしました。以来40年，林業技術

の振興と技術者の向上を目的として，各種の事業を行なって参ったのであり蚕す。すなわち戦前の興林会時代に

おき室しては，雑誌「興林こだま」並びに興林会叢書を発刊し，各種の研究会，講演会等を積極的に開催，叉林

業政策に関する建議等を提出してわが国林業の推進に貢献しました。戦後日本林業技術協会と改称，「典林こだ
ま」も「林業技術」と改題し，林業技術叢書，林業普及シリーズ，林業解説シリーズその他本会から発行して技

術者の好伴侶となった図書は，今日までには数え切れないほどであります。昭和26年に迎えました本会の創

立30周年には，その記念事業として計画した林業百科事典は，日本林業における各部門の権威者の総かかりに

よって築いた金字塔でありまして，近く完成することは，本会賎大の誇りとするところであります。その他の記

念事業として森林記念館の建築，記念造林，懸賞諭文，林業技術賞表彰，林業技術コンテスト等いずれも所期通
り完遂を見るに至りました。

一方昭和28年からは，測量指導部を設けて森林航空写其測量に関する事業を行ない，国有林，民有林におけ

る該辨業の推進に絶大なる協力をしておりますと共に，各種受托事業，あるいは林業相談等，一般の林業経営者

のためにも尽しているのであります。このように本会の各種事業の業績は，日本林業推進の上に有形無形の寄与

をしているのであります。

戦争によって荒廃したわが国森林の復興もようやくなり，林業経営の方式が経済的効果を重視する方向に転換

した今日，科学技術の限りない進展と共に林業技術も，すべての面においてさらに一段と躍進を遂げなければな

らないときに当っているものと思われます。すなわちわれわれ技術者に課せられた責務は極めて重かつ大と言わ

なければなりません。

そこで日本林業技術協会は昭和36年に創立40周年を迎えるに当りまして，記念造林，記念出版，記念碑の

建立，等幾多の記念すべき事業を計画しておりますが，さらにその一つとして林業技術センターの建設を企図い

たしました。林業は，そのもつ特異性によりまして，研究の方向は多岐に分れ，技術の振興にば広範な実験の悩

報を必要とすることは論を待たないところでありますが，生悩わが国にはそれを蒐集整理して利用しうるような

施設が皆無であることが林業の急速な発展を阻害する大きな原因でありまして，その実現は林業界挙げての多年

にわたる大きな要望でありました。本会は記念すべき創立40周年に当り，この要望を充足するため林業技術セ

ンターを建設して，林業進展の礎を築こうとするものであります。

すなわち林業技術センターは，日本及び海外の林業技術に関する文献資料をあたうる限り多鐙に蒐集し，整術

し，それを広く一般に開放すると共に情報の要約を紹介し，また林業技術に関する照会や相談に応ずるという機

能をもって，林業技術前進の大きな足がかりとなる施設にしようとするのであります。

このような大きな意義をもった本会創立40周年記念事業の実施につきましては，巨額の資金を必要とするの

でありますが，その基金は本会を員並びに林業技術の振典に御理解のある皆様方の絶大なる御協賛を仰がなけれ

ば，到底実現し得ないところであります。

時下何かと御多端の中を誠に御迷惑とは存じ上げますが，何卒御焚同下さいまして，御支援を賜わりますよう
御懇願申上げる次第であります。

社団法人日本林業技術協会40周年記念事業推進委員会

委員長松川恭佐

副委員長石谷憲男
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福田：林業機械化技術センター

指導普及機関の有機的連鎖を強化し，林業の機械化を促

進するため，林野庁に「林業機械化協議会」を設ける。

2．林業用機械器具及び機鯛上作業に関する現地実用

試験及び林業用機械器具に関する技術者の指導を行なう

ため，沼田営林署管内に林業機鯛上技術センターを設け

る。以上の2項目が柱となるものであるが，これについ

ては若干補足説明をする。

（5）林業機械化協議会

協議会で協議する勤額は，林業の機砿化の推進方策，

林野庁，林業試験場を初めとする試験研究体制の整備砿

充，及びセンターの運営に関する基本的方針である。

協議会の委員は林野庁の3部長，林政，福利厚生，経

理，業務，監査，研究普及の各課長，林業試験場長，林

業講習所長，前橋営林局長，および林野庁長官の委蝿す

る学識経験者とし（現在は，加藤誠平氏，小山悌氏），

業務部長を委員長とした。

協議会の審議を補助するためと，庶務を盤理するため

協議会を事務局を置くこととし，事務局長に研究普及課

長をあて，委員長の指名する林野庁（含付属機関）およ

び前橋営林局の職員を事務局員とした。

協議会には必要に応じ，専門部会を設けることができ

るものとし，専門部会の会長は，委員長が指名する者を

あてることにした。

現在，専門部会は，試験研究部会（会長加藤誠平氏）

と研修部会（会長福利厚生課長）および普及部会（会長

藤本和平氏）の3部会があり，本年中に，試験研究のあ

り方，研修のあり方，普及のあり方について具体縦をた

て協議会に提出する予定である。

協議会で決定した惑項は，委員長から長官に報告し，

長官の指示によりそれぞれ担当部局で問題を処理するこ

とにしてある。

専門部会で決定した事項で，重要な事項は協識会に上

程するが，簡易な問題は協議会に事後報告するものと

し，いずれにするかの判断は委員長が決定する。専門部

会で決定した簡易な事項の処理は協議会決定事項の処理

に準ずることとした。

林業機械に関する民間団体として林業機械化協会があ

るが，林業機械化協会は，林業の機賊化促進および林業

機械工業の振興に関する具体的方策の立案および建議な

らびにその実現に必要な事業を行なうことを目的の一つ

としているので，機械化協会の部会活励が，林野庁の機

祇化協議会に反映することが望ましい。

（6）林業機械化技術指導施設（センター）

林業磯凋上技術センダーは，林業機械および機械作業

に関する実用化試験，技術者の養成を主目的とするが次

の事業を行なうこととした。

1．試験研究対象地域の設定

2．研修用教室，研修者の宿泊施設，ならびに機械整

備室の設置

3．試験研修用機材として主要林業機械と性能検定用

器具機械の導入

以上三つの事業に要約されるが，センターの庶務は沼

田営林署機械課に話いて処理することとし，機械課には

調査，試験，指導の3係が設けられた。センターで行

なう試験調査及び指導についての連絡調整は協議会の事

務局で行なうものとした。またセンターは民有林の機械

化要員の指導にこれを利用することができることとし，

これについては別に「民有林関係林業機械化研修要領」

を定めたのである。国有林において行なう機械技術の

幹部研修は実技に関する事項はセンターで行ない，試作

機械の現地試験は原則としてセンターで行なうこととし

林野庁は年度当初にその要領を前橋営林局に通知し，前

橋営林局はこれに基づいて実施上の細部事項を定めるこ

とにした。各営林局には，営林局機鯛上運営局を設け

ることとなったが，前橋営林局だけは，特に機械監査官

をおき，運営委員会の運営及びセンターの事務を専門的

に取扱うことにし，営林局機械化運営会との連絡調整に

ついては業務課が当ることとした。

民有林関係の林業技術者の研修ば，指導的技術者の研

修と技能的技術者の研修の二つに分け，前者については

沼田のセンターで行ない，後者については都道府県の林

業試験場及び林業指導所を利用することとした。都道府

県の試験場は，技術普及センターとしての性格を持たせ

るよう指導方針を打ち出していることを付記しておく。

営林局署で行なう林業機械化に関する研修には，要望

に応じて，民有林関係の技能的技術者を参加させるよう

協力するものとし，また，営林局署は，余裕のある限

り，都道府県およびその出先機関の行なう民有林関係の

林業磯械技術者の研修に協力するように指示した。

林業専門技術員（機械）および民有林の指導的技術者

の研修は，研究普及課の企画に基づき主として，センタ

ーで行なうこととし，都道府県は，この研修の成果を利

用して，林業改良指導員，森林組合技術員，一般林業木

材業者等の技能的技術者の研修を企画し，それに基づい

て，県の林業試験場または林業指導所で研修を実施する

ことを原則としたのである。

指導的技術者の研修は，当分の間，機械工学，物理，

概造力学，および金属材料のような基礎的なものは必要

股少限度に止め，技能的技術者の指導に直接必要な，林

業機械の櫛造，性能，設計，検定，作設，内燃機関，作

壷
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福田：林業機械化技術セン玖一

業基準，功程および管理等を主とし，さらに機械の修

理，整備，運転操作等技能的なものを主として実施する

ことにした。

技能的技術者の研修は特に理論よりは，現地での実

習，体験に重点をおいて実施することにしたのである。

以上述べたことは，林業機械化技術センターに関連す

る事項で，本年6月，国有林に関しては，業務部長名を

もって各営林局に指示され，民有林に関しては，民有林

関係機械化研修要領として長官名をもって各知事に指示

されたものの内容である。

（7）むすび

国土全体の7割を占める林野が，国土利用の上に占め

る位置とその使命の霞要さはいまさらいうまでもないこ

とである。特に国有林は，全林野の3割の面積を占め蓄

積の半分を持ちながら，制限林は，民有林11％に比べ

て27％という高い比率を占めているたあもあろうが，

開発進展は民有林70％に対比して45％の低さであり，

人工林も民有林30％に比べ16％に過ぎない状態にな

っている。

国土保全という公共的使命を達成しながら，奥地林の

開発と人工造林の拡大をはかり，国民経済に寄与するた

めには育種事業の強化等による早期育成林業の確立，木

材利用の合瑠上など林業技術上の重要な問題が多くある

が，なかでも林業機桝上の占める位置は，生産費低減，

将来の労働力確保の意味から最も高く評価されなければ

ならない。そのたあには，官民一体となり，林業内部の

各部門の協力はもちろん，農業その他産業との関連を強

化しながら，機蜘上の進展を図らなければ，推進協議会

技術センターの企画も単なるデスクプランとして，他の

多くの試承に承られるように，早晩消え去るおそれがあ

るから，特に「協力」を強調しておきたい。

（附）林業機械化推進要領

第1目的

この要領は林業の機蜘上を推進するため，これに関す

る行政，指導および研究の体制を確立し，林業経営の合

理化に資することを目的とする。

第2措置

（1）林業に関する試験研究機関，事業実行機関，およ

び指導普及機関の有機的連けいを強化し，林業の機械化

を促進するため，林野庁に林業機械化協議会（以下「協

議会」という）をおく。

②林業用機械器具，および機械化作業に関する現地

実用化試験および林業用機械器具に関する技術者の指導

を行なうため沼田営林署内に林業機械化指導施設（以下

「センター」という）をおく。

第3林業擬械化協議会

（1）協議会は林業機械化の促進を図るため，林業機械

化推進方策，林野庁，林業試験場を初めとする試験研究

体制の整備拡充およびセン参一の運営に関する基本的方

針を審議する。

②協議会は林野庁林政部長，指導部長，林務部長，

林政課長，福利厚生課長，経理課長，業務課長，研究普

及課長，林業試験場長，林業講習所長，前橋営林局長お

よび林野庁長官の委嘱する学識経験者をその委員とし，

業務部長を委員長とする。

③㈹協議会の審議を補助するため，協鍛会に事務局
をおく

（ﾛ)事務局長に林野庁研究普及課長をあて，委員長

の指名する林野庁（附属機関を含む）および前橋営
林局の職員を事務局員とする。

性）協議会は必要に応じて専門部会を設けることがで

きる。専門部会の会長は委員長が指名する者をあてるも

のとする

第4林業機械化技術指導施設（センター）

（1）センターにおいては次の事業を行なう。

《)試験研修対象地域の設定

（ﾛ)研修用教室ならびに機械碓伽室の設椴
しり試験研修用機械として主要林業機械

と，性能検定用器具機械の導入

（2）センターに関する庶務は，沼田営林署機械課にお

いて処理する。

（3）センターにおける試験調査および指導に関する連

絡調整健協議会事務局において行なう。

側センターは民有林関係の林業技術者の指導にこれ

を利用することができる。

（5）民有林の機械化要員の研修については別に定める

「民有林関係林業機械化研修要卸による。

輔注）

1．試験対象地域は，沼田営林署管内，根利経営区内

に設け，ここにおける試験事業については，経常業務と

切り離し，損益計算から除外する予定となっている。

2．国有林における研修計画の一部として，各局から

1名ずつえらび，1ヶ年の長期研修をセンターで行なう

こととし，すでに実行中である。

3．民有林における研修計画は，各県のS.P.を2

回に分けて実施し，県以外の分としては，全木連，紙パ

ルプ連合会，全森林連等から希望があり，本年度から実

施する予定である。

4．センターの見学希望が相当あるが，前橘営林局機

械化運営委員会事務局（局作業課におく）が窓口となっ

ているが，推進協議会事務局（林野庁研究普及課）に申

し込んでもさしつかえはない。

5．センターの組識を他の地区に拡充することについ

ては目下具体的な計画はないが，今後検討の必要ほある
と考えている。

6．試作機械ばかりでなく，新に導入しようとする機

械類については原則的にセンターにおいて実験の結論を

出すことに，協議会において決定した。

7．協議会の専門部会の委員は，林野庁職員のほか大

学，試験場，民間の技術を広く集めるようにしている。

へ

一

《
Ｐ

＄

ー

－10－



ノキ・ケヤキ・クワ・ホオ・クス・カエデ・ムクノキ・

ツケ・ツバキ等の国産材のものがある。鞘をまく桜の皮

の加工もすでに古墳時代にあった。このように木材が古

くから性質を知られそれぞれの用途に特長を生かして工

夫された時代がある。また一見，全く関係のないような

工業発展によるものの一例として刀のおよぼす影響があ

る。飛鳥時代の木仏像は全部クスノキの一木作りであ

る。玉虫の厨子も主体はヒノキで，彫ものをした所はク

スノキである。8世紀奈良時代になると仏像にもヒノキ

が使われるようになる。その原因は刃物の技術の進歩で

鋭利さが木肌の美しさや柔さを生かしえたためといわれ

ている。そして9世紀にはセンダン・ハリギリ・ケヤ

キ‘サクラ・カエデ・カツラ等の像も生れる。この刃物

については大化改新での武器生産制度が，大宝律令で近

磯の刀鍜治217戸の設置となり市販品に銘をきらせた。

刀工天国が出た頃である｡､当時は万人が小刀を懐中にし

ていたので関心も大きかったろう。「慶雲元年常陸の国

司采女朝臣卜，佐備大麿に命じ若松浜の鉄砂をとって剣

を作らしむ，はなはだ鋭利にして鉄砂鍜治ここに始ま

る｡」ついで名工伯耆安綱がでる。鋭利さのたあに醍醐

帝の延喜5年に5寸以上の刀は衛府の官人以外に用いる

ことを禁止されるまでになっている。

さてこのように，日常の生活と木材の利用は数多くの

角度から，生活と林業，生計と家業，経済と林業という

ように，どんどん関係分野が広まり林業にも広い視野を

必要としてくる。林業関係の人盈は経営管理，企業機械

化，能率化，補助金をいかにしてもらうかとか色々と考

えなければならないことも多いが，今回は産業時代にお

ける必須常織の経済のこと，特に資本や経営のために必

要となる各種の費金の借入のことに限定して概略を紹介

する。

特に補助金は現金で一度だけもらうものと思っている

人は，近代的な高等技術で大きい金額を融通できてなお

補助金を金利引下に用い，結果として有利に借入できる

補助政策，すなわち国の金融政策が慣行されていること

を考え，頭を切りかえないと以下の話には興味がもてな

いだろう。そして逆に借りに行っても予算がなくて仲を

順溌がこず借りにくいという声は，有利なものは補助金

同様に競争が多いということも知っておく必要があろ

う。

まず樹苗養成をぷてみよう。苗木を作るにはまず実っ

た種子をとってよく乾かし．…。さて種子のこと，まき

つけ技術，簡畑設計，柿損防止の高等専門知識を学校や

局署で習っても，仕事を始める段になって民間人は五里

霧中になることが一つある。全く教えてくれない資金の

ことである。採取人夫質，土地購入費，施設費，薬代は

どうなっているかである。種子代から山出苗を作るまで

林業金融について

近代的林業経営の

資金繰りのうち，

特に資金の借入に

曹ついて

山崎誠夫一

はしがき

企業が経営されるためには資金の調達ということを切

りはなす訳にはいかない。自己資本は株式や国の出資に

よっても，社俊や借入金による他人資本が併行して必要

なことはいうまでもない。これらの金繰りの管理は，技

術の革新や経営方法と密接な関係をもっている。経営者

が企業について何か行動するときには，その行動をな

ぜ，いま行なわねばならないかという理由を考えてから

行動するだろう。その行動とは，どんな方法でやるかと

いうことと，それは引合うかということを検討してから

動き始めるのが術道である。私がここに申しあげる以下

のことは，この「引き合う」ことに関連した分野を，与

えられた色灸の制度を利用応用して引き合うように援助

するという面から紹介するものである。いうなれば近代

経営の資金管理の一部で最も現実的な分野である。すな

わち，一面から象れぼ経営学者と銀行員と借入者と行政

者とが歩鍬よって交叉する一点，だれもが自己の責任分

野でないといってきた分野を，林業の発展のために林業

者自らが分析検討して象ること。また一面から象れば最

も大切な金のことでありながら，他人にいうのは恥しい

とか下品なことであると自ら検討もせずに苦しんできた

分野。さらに一面から承れば，当然常識の範礁だから云

う必要はないとされたため，全く知らない人が多くなっ

てしまった教育普及の不足。以上のようなことが原因し

て，金融は現今の林政でも最も遅れている分野であると

いうことができる。しかも技術者はこのようなことを知

る必要がないといわれて来たし，また自らもそう思って

満足してきた。経営に参画しない技術分野にとどまるべ

きであるという論もあるかもしれないが，資金繰りの伴

わない経営も技術もありえない時代でばなかろうかと私

は考える。

以下のことをむずかしく考えないで雑知識として頭に

入れていただければ，必ず必要となり役立つことを私は

信じて疑わない。

正倉院に保存されている木器のうち，カヤ・スギ・上

‐
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山崎：林業金融にっいて

の施設の資金は農林漁業金融公庫から80％が出る。年

盈の経費は農林中央金庫から森林組合を通して借りる。

市中の苗木業者の経蛮は森林組合から転貸（またがし）

をしてもらう。以上が政府の援助である。補助金ではな

いが，もともと市中銀行なら15％程度の金利であるも

のを5％にしているので,100万円の施設なら金利は年

に10万円，5年期間で50万円の補助金交付に相当さ

せる仕組である。

くわしいことは苗畑主任がいるのと同様，それを職務

とする組合や県庁の金融担当官がいるのでバトンを渡せ

ばよい。機械の原理は店主まかせで，楽しむか，もうけ

るか，損するかで（チンコに興ずる人盈が，自己のこと

になると決まっていることを知ろうともせず，一足飛び

に玄人のように，損をしないでたくさんもうけようと機

械の裏から重力の原理まで知りたがり，複雑だ，むずか

しい，とつつきにくい，林学の範囑でないとかなぜ負け

おし象を云わねばならないのか私には判らぬが，反面効

能醤をいわずに化学記号で薬をすすめるようなもので，

金融制度の知識普及の宣伝が全くへたであったことは，

指導者が官吏仕事であれば無理もないと思われる。

しかし公務員サービスにも慣れ，いちばん効目のある方

法として本年からぼつぼつとこの分野の質問が就職試験

にも登場しはじめたので，既住の択伐論に劣らず若い層

から騒しくなる日も近かろう。

ついで簡単に総まくりをしてゆくと，苗木の販売購買

では，造林者が苗木を買っても代金は造林補助金か融資

の金が手に入るまでは支払えないことが多い。業者は買

ってもらっても金が入らず生活にも困るだろうし，造林

者は売ってもらってもすぐに支払う金がない｡そこで金

が天下の廻りものとなって短期間借入れられる。これが

販購売蛮金（巡娠資金）である。だれでも森林組合を通

じるときは組合の共同販購事業として農林中金が融通す

る。苗木業者が自力で借りるときは組合なら商工中金へ

ゆけるが，信用が十分でなく現実には借りられないので

対策を考慮中。個人なら金利には援助がないが市中銀行

へゆく。小額なら農協とか国民金融公庫へも走り込め

る。造林には，奨励のための補助金や官行造林もある

が，農林公庫から補助金で足りない人に6.5％の金利で

補助残融資，補助をもらえなかった人には4.5％で非補

助融資が年間15億円程度の予算で貸されている。期間

は植えた木が間伐できる頃までは金利だけ支払う据置期

間20年，補助金をもらえば15年，元金は以降に伐採

収入で返せばよい。以上で補助金と同じものとも見られ

ることがおわかりだろう。

保育には，補植・下刈・除伐・枝打等の経淡も同じ条

件で貸出されるように制度はあるが，公庫の予算上は造

林のそえものとして植栽予算に含めて一括掲上されてい

る。近時は新植よりもむしろ保育資金が要望され始め

た。伐採調整賓金は，森林法で伐採が規制される利用伐

期令～適伐までのもので伐採不許可になったものには，

袖臘的な意味合もあり年間1世帯で30万門以下が25年

以内の期間貸される。予算は20総門程度で約1.5万人

が借りる。この資金はまことに愈識のある金融であるが

規定上は使途の制限がなく金利も年4％であるので，法

的には借りた金を6％で貯金しても，株を買っても，結

納金，葬式代，その他生計費に使っても逮反ではない6

このため村の有力者がまず優先して借り入れ，ヌートリ

アや保全経済会で重きあげられたり，国民の血税や貯金

を使うにはあまりにひどいという例もかつてあった金融

である。30万円を4％で借りて6％で貯金した人は年

6千円，20年で12万円もうけたことになる。心して使

用すべきであろう。

立木販売，林業界が混乱しようが衰退しようが自分だ

けは安い材を仕入れたい，高く売りたい，一人でもうけ

たいという人が多かったが，現金でほっぺたをたたくに

せよ代金後払いにせよ，商売となると他人の金を利用し

て利鞘と手腕でもうける時代に入り，林業関係ではいち

ばん多くの金（千億円をこえる）がこの分野を流れる。

さらにいえば現実的な木材流通や価格安定の一方策とも

関連して，林政でいちばんむずかしく震た金融でいちば

ん手ごたえのある論題がここにある。立木販売と附入の

分野にほ，木材と金を中心に生きようとしてもがく者，

笑の止まらぬ者脱落しつつある者がいちばん多くしわよ

せされて集まっているので，理論や数字の計算だけでは

どうにもならないようである。昨今の動向は社会福祉的

にも，安定した利潤と産業確立のため買手売手の組織単

位の取引が政策の中心となり始めた。

林産加工，私自身が反論と実証を若干あげうることも

承知のうえ現況をドライに表現すれば，我が国の林業ほ

ど原料生産の分野ばかりに力を入れて買い手の立場とそ

の利用産業の振興に目を向けなかった国は少ないだろ

う。また国内でも全く特異の産業である。これは他産業

と遮って林業知識者の大部分が県や国の公務員に集中

し，林業のメッカ国有林でも原料を買う苦労もなく加工

も独立採算で行なわないことも原因し，察の始皇帝が別

世界をきらって不老不死の薬を求めた如く林政も技術も

山の中ばかりに花が咲き，市街の買う身のことは別世界

になってしまったのかも知れない。国有林もどうせ特別

会計なら，ついでのことに事業部会計制で直営製材も原

料を買って加工して承れば，原料生産，機械合理化，版
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山崎：林業金融について

かしいこと，かしこいことの二様がある。口で息するの

を喘といい，鼻で息するのを息という。しかし利息の息

はこれでなく，もとは效の下に子を書いたシ霊クという

字で子供のふえること。利が上について貸金預金に対し

礼として支払う金のことだが，さかしくもうけてふえる

者と，かしこくもうけてふえる者の二様があるようで，

借入者は十人十色，お礼をいう人と値ぎつたり悪口をい

いながら返す人がいる。いずれにせよ利息嫁安らかに大

きくふえるので，時代小説でも金に関するほとんどが元

金よりも利息のもつれで面白くなっている。そもそも銀

行が貸出す元金は，預金者がその銀行を信用してあず

け，銀行は預金利子を払い，その金を信用できる人に貸

す。ここで事務徴も銀行員の給料も借入者の支払う利息

に含まれるので，預金の利子より借入の利子が高いのは

いうまでもない。しかし農林公庫などにば政策による特

別の目的や使途のために，国が輔助）出資して金利を

薄めるので安くなる。

もっと安くして多く貸せないか

昭和26年以降，農林省の政策に基づく農林公庫への

出資は無利子で約1,000億円，国の資金運用部（郵便貯

金の運用）から金利6.5％で約1,000億円，合計して

2,000億が3.5％程度に薄護る。これを貸出すための経

饗手数料が約2％，よってコストは5.5％となる。すな

わち2,000億円が5.5%を中心点としたテンピンになっ

ており，現在は林業への貸出（造林4.5％林道6.5％伐

調4％）の残金200億円が平均4.5％を示している。こ

れに見合って水産や開拓や畜産などが平均6.5％の所に

200臓なければならないことになる。さらにこのテンビ

ンに年共500億円以上の新貸出が加わるが，林業が低利

になり多額になる程，見合いの他産業は金利の高いもの

が多くならねばならない。まして林業は伐調資金や下刈

の金まで10年～30年の長期ものであるので，他業種

で高い金利のものをたくさん何回も借りてくれなければ

公庫もつぶれることになる。こういう仕組であるので，

林野庁はなんでもよいから安く多く金をとって来いとい

う要望結果は，要望者自身が借りている畜産や農業や共

同利用施設への融資を高く小額にしてしまう結果になる

このためからも国有林の余剰金が毎年まさに補助金とし

て公庫に無利子で閃資され，林業の振興のため1人の借

入者ごとに最長30年間の利子を補助しているといえる。

税金を少なくし，くれるものは多くせよとなると誰れか

がどこかで損をしている。このために，公庫資金を県政

や村政でさらに補助する制度があちこちに作られてい

る。林業では成長を果実といったり，40年ぐらいの複利

で造林澱をネズミ算用し，40年目の差引がいくらである

売段階いずれに経済事業としての真実の隙路があるか，

その対策の必要性と方法も判るだろう。ともあれ木材が

一山いくらで売られても，買入側ば廻し廻して製材，床

板，成型木炭，削片板，辮膿板，バーケット，パルプ，

ばては加水分解して食料にする木糖工業など，適材適所

の加工場に入ってゆく。それでもいずれの工場も経淡の

大部分は木材価格と借りた金の金利である。ここらあた

りに目を開くことから新しい林業の世界が生まれるだろ

う。

金融条件

質屋に始まり頼母子講や無尽のような相互共済制度で

も，全体的に貧しくなると掛金の不払や質流れが続出し

手取り早く金を得るため富くじや賭博が盛んになる。こ

れと逆に商売を大きく利潤を大きくするための大口資金

の貸付を商売にする機関が生まれ，謝礼のテラ銭もかわ

って金利息の時代となる。今でもあまりもたついている

と銀行から平重役がのりこんできて，社長も技術もがっ

ちり押えられ経済行為のロボットになりかねない。しか

し近頃は事業部制が導入され始め，各事業ごとの経済性

を注視するようになってきた。このとき直接の外交大使

は技術専務か部課長だが，金の借り方も知らないでは腕

の見せ所もない。世はまさに金利を100円につき1日何

銭のものを1厘でも1毛でも安くあげうること，すなわ

ち，経営利潤に結びつけうる時代である。

加えていうなら利潤の大小は追求するしないにかかわ

らず経営｣二放漫にされるべきものではない。国有林は利

潤を追求してないという人もいる。しかしその時でも，

真の経営は利潤を追求できる確固たる基礎の_上にたち，

しかしてそれを追求しないでいることであろう。当初か

ら利潤のことを全く考えずに経営ができるとしたら，そ

れは利潤を追求しないのではなく放漫というべきではな

かろうか。さて知っておくべき金融条件のことである

が，皆さんが他人に金を貸すときの心理と全く同じ原理

である。まして金貸しが商売，金借りも商売でお互挺生

きている社会なら，それぞれ守らなければならない色盈

の原則的な条件がいくつかでてくる。

使途，限られた量のうちから金を貸すとき有効適切に

使ってもらいたいのは国でも個人でも銀行でも同じであ

る。特に国の金融は補助金と同じ見方に立ち，市中の銀

行に比べて貸出資金と使途が厳密に結びついているのが

普通である。借入者が造林資金を林道に使用しても，補

助金と全く同じく流用違反で返さねばならない。前述し

たように国の援助からは現金の補助金と変らないからで

ある。

利息，利はするどいという意味で，利口という字もさ
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山崎：林業金融について

し，これもにせ状にて取出し候よしこの類は処なにて多

く・・・。これなら文書偽造と詐欺の常習である。「それ

は間違いでしょう」とか，たぶんとか'そう思うという

程度ではこの社会は通用しない。ボーナスから返すとい

うとき，ボーナスは確実に出るだろうが，本人が返すか

延ばすかば当人の自由意志である。それを必ず期限に返

せるという証明のためには，古今，借入者と同等以上に

たしかな人を何名か保証人にたて，お義理でなしに本気

になって受けあってもらう。多くの人糞の貯金や国の税

金は，これ程までに守られなければならないし貴重なも

のである。保証にはゑんなで保証のもと金を積承，それ

の10倍前後の貸出までを保証する基金制度や，年2％

～3％の料金で保証してくれる協会祖織，保険をかけて

おいてこげついた時に銀行に補償したり，借入者に代っ

て一時銀行が支払う代位返済などの方法が色をある。保

証が弱いときなどには担保を入れる。昔の人質に始まっ

て家屋敷・土地・証券，貯金など色をある。林業でもこ

れ以上担保に入れるものがないなどとふてくされずに考

えて承ることが必要。災害保険制度や適切な管理組織が

あれば，林業には森林や木材を担保にすることもできる

という大きい武器が，いまだ金融未開拓のまま放置され

てきている。ただし林業は全くもうかりませんといって

しまえば，経済対象でなく金融の対象にはなりにくい。

アメリカでも，林業は全くもうからないと補助金要求の

宣伝がききすぎて，銀行員も恐れて近づかないそうであ

る。しかし二兎を追って一兎は得ているのであまり欲を

出しすぎないよう注意がいる。

以上が金融のおもな知識でありまた社会常識である。
ただしすべてであるとはいわない。このほかにも，まだ

讃だ知識として身につけておいて損しないことがたくさ

んある。

しかし林業技術を主柱にするという自己本来の商売を

忘れて，資金の借り方にあまり深入りする必要もない。

銀行と手形の関係は，1609年アムステルダム銀行に始

まるということが銀行員の常識なら，「1775年のアメリ

カ独立戦争では総司令官はワシントン，科学者フランク

リンは駐和大使，軍資金はフランクリンがアムステルダ

ム銀行から借り入れに成功し，もたつきながらも1776年

めでたく独立宣言となり蓑した」程度のことは金を借り

る側の雑知識である。銀行員がアメリカ独立の意義に共

鳴して革命に貸したいといったものではなく，資金の必

要性と貸してもよいという気持を，フランクリンかその

部下が日参努力して説いたことであろう。

逆の例に国情が異るが，あまっている金は貸すべきだ

貸ねば強引に借りるというのがある。極端な例だが，

ので1年平均4.5％もうかることになるので金利は毎年

4.5％ずつ支払えるとか，いくら損する計算になると

か，逆算して損得を示し，計算ではこうなると振りまわ

す技術者特有のくせがついているが，技術者が計数でや

るならなぜもつともうかる林業を作れないかという問題

の方が大きい。いうなれば技術向上も機械化も経営管理

も組識化も，そして森林法でさえ，林業のためには好霞

しいが個盈の経営者から承れば遠い理想すぎてピッタリ

こないようである。まして産業振興初期の林業金融が今

後個為の経営者のためになる金融に転進するためには，

林政のあり方そのものの問題ともなろう。

返済，金にうら承は数をござると，シェークスピアの

ヴェニスの商人の苦肉の策に始まって，レオナルド･ダ・

ピンチも当時の新興成金に手当を値ぎられたり，払わな

かったりで，彼の手記の中には不払をなげき，ひいて生

活の苦しいことが綴られてあるそうだ。給料日やボーナ

ス日の返済が信用できる場合や，大した額でないときは

一定期日に返してもらうがよい（定期倣迩。返しにく

いときは月賦などのように分割して返してもらうのが年

賦償還や半年賦償還である。元金の返済までの期間が長

いときは，忘れられても困るし，また借りた人も感謝の

意味で1年とか半年ごとには菓子箱か鋤礼金（利息）を

届けるのがよい。これが銀行なら，金利だけ支払う時期

すなわち据置期間である。林道完成までとか工場が稼動

して収入の始まる時期までとかが普通である。市中の銀

行ではそこまでかまってくれない場合も多い。鵬林公庫

は長い期間待ってくれるが特に林業において著しい。苗

木が木になるまで20年間元金の支払を待っている。こ

れも借入者の要望が実現したものだが，まだまだ伸ばせ

という人もある。しかし10万円の場合，年金利は4．5

千円，20年間で9万円。40年間待てば18万円が銀行

のもうけ，これを少しずつ元金を返済してゆけば金利は

低額になるので総返済額は少なくてすむ。理屈なしの計

算だけだから慎重に考えるべきである。まして何回も東

京まで交渉にくれば金利の安い分は汽車賃でふっとんで

いる計算になる。

保証借入の保証とは返済をひき受ける．受けあうこ

とである。「太鼓判をおす」とか「絶対大丈夫」という

程度の言葉は現今でば簡単に使われており，云う方もあ

まり重大に考えての上ではない。しかしである。他人の

欠点を肴にするなと頬山陽には叱られそうだが，学門的

事例として若い頃の彼をとりあげる。山陽を世話した菅

茶山の手紙に，一，前年久太郎（山陽の本名）芸州公府

のにせ手形をいたし候ことあらわれ…･あたまをそりて

坊主にし．･･･，一，備前某という豪家へ金を借りに造わ

《
。

p

｡

1

一
二

－14－



一

。

8

虐■

山崎：林業金融について

1905年から8年までのある日となっているが，コーカ

サス総督官邸前の広場で。サック兵に護衛されたテイブ

リスのコーカサス貯金局の公金500ルーブルが，革命の

軍資金として爆猟とピストルで奪われた。主犯はコーバ

という男。のちのスターリンだと，ものの木にかいてあ

る。

こんな雑知識がなんになるかと思われるだろうが，以

上をわかりにくい文章で何盈原諭とすれば恐らく数冊の

書繍になるだろう。また以上のようなやくざな分野では

論文にもならないし学問の範嶬にも入れないだろう。し

かし，いずれ金融論題の中心になる重要項目である。そ

の時は，よりむずかしく，よりわかりにくく，試験問題

に好適な経営経済学間にもなりかねないので，今のうち

にもうけるとか損するとか技術者と科学者がいちばんけ

がらわしいものと思っている分野の話を媛初にしておこ

うと思い，理論なしに書いてみた。

重ねていえば，経営における資金の調達において，借

入に必要な知識は求めるが，私達は銀行員になるのでは

ない。また金融にふり蓑わされる技術にはとどまりたく

ない。木材科学・林業技術者・林業関係者が進む方向

は，林業の発展のために，それを利用しうるとき適確に

利用しうる方法と空気を日頃から知っておくと共に，そ

ういう知識と見方をもった後続者を作ってゆくことであ

る。最後に，先般，歴代長官の命によって林業金融入門

なる藩を公開した。例のごとく関係のない公務員の我田

引水の木として書柵をかざっていることと思う。しか

し，たとえ読んでもその内容が何のことやら判らぬとい

って嘆いてもらっては困る。これが公開される前から，

林業金融を考えるチャンスのあった林業技術者は数多く

はいなかったといえるからである。そしてその次には近

代的な経営の資金ぐりの面からの分析が個灸の局署や会

社や個人の自ら行なう仕事として横たわっていることを

再認識され，一人でも多くの人がこの分野への関心をも

かねそなえるようお願いする。それがなくては林業の近

代経営は絶対に行なえないからである。

「林業技術」投稿規定
◎本誌には誰でも投稿できる。

◎投稿原稿は未発表のものであること。

◎投稿原稿は1回について，写真または図表を含承印刷でき上り3ページ（400字詰原稿用紙換算17枚）

以内とすること。それ以上になると掲戦できないことが多い。

◎原稿は原稿用紙を用い横書きとすること。

、用語はなるべく当用漢字を用い，新かな使いとすること。数字はアラビア数字を用いること。

◎樹種名ならびに外来語はカタカナで書くこと。

、図はケントまたばトレーシングペーパーに墨譜し色臓使用しないこと。（図版は縮少して印刷することが

多いから図の中の注記数字，符号等は余り小さくない方が望ましい）

◎写真は必要な最少限度にとどめ，かつ鮮明唯印画に限る（なるべく手札型）

◎原稿には筆者の住所氏名および職名（または勤務先）を明記のこと。ただし随筆'感想，意見’要望等に

関する原稿についてはペンネームもさしつかえない。その場合も欄外に住所氏名明記のこと。

◎封筒の表紙に「原稿」と朱書すること。

、原稿ほ原則として返還しない。

◎原稿の取捨，削除，掲載の時期等は編集部に一任のこと。

◎掲戦の原稿にほ薄謝を贈呈する。

－15－
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機運になったことは，まことに結櫛なことである。

由来北海道の野鼠被害史をたどってゑると，古い時代

には野鼠の大被害のあったときは，民間側が造林意欲を

喪失したと騒ぐので，行政当局はあわてふためいて，鼠

害問題に力を入れるが，それから2～3年たって被害が

軽微になると次第に関心が薄れ，尻切れトンボとなりが

ちで，再び大被害があると再び騒ぎを繰返す傾向が承ら

れた。したがって，その場当りの緊急対簾はできても恒

久対策などはほとんどできていない。そして平年では野

鼠被害防除のことは，大学や林業試験場に任されたよう

な格好に見えるのである。

筆者は今回の大被害を契機として，北海道の拡大造林

を完遂するには風害問題をどう取扱うべきかについて，

感想を述べ御参考に供しようと思う。

2．既住の野鼠被害

北海道の開拓文献に現われた鼠害の歴史をたどって承

ると，明治17年ごろ札幌，日高地方の開墾地に発生し

たのがはじまりであろうか。その後明治19年渡島国芽

部郡，山越郡に，明治26年日高，新十津川に，同34年

天塩，上川，中川郡に，同36～37年天塩，胆振に，同

40年には十勝地方に大発生した記録はあるが，鼠の種

類の記載が明確でなく，主として開墾地の農作物被害

で，多分ドブネズミ，アカネズミ，ヒメネズミなどの被

害が主ではなかったかと思われるが，健つきりしない。

現在造林木に加害するエゾヤチネズミの被害と，はっ

きりわかるような記録は明治37年の春，同42年の秋，

大正3年春の野鼠大発生により北海道炭鉱汽船会社の雨

竜林のカラマツ90町歩が全滅し，当時同社の顧問本多

静六先生が同社の責任を問われたという面白い記事が北

海道山林史に記されてある。

その後明治44年，大正元年，大正2年と北海道庁関

係の国有林や鉄道防雪林のカラマツ，スギ，キリ，ポプ

ラ，ヨーロッパトウヒ，アカマツ，ヤチダモ，ニセアカ

シヤなどが被害をこうむった。このころは北海道造林の

初期であるため造林地の被害が少なく，大正3年から大

正8年までの被害が572町歩という記録がある程度に過

ぎない。大正の終りに近づくと国有林，道有林の造林面

積が次第に増加し，鼠害も次第に顕著になってきた。そ

のころは天然林の鼠害など問題にしておらず，新植地の

被害のみ注目されていた時代であった。

大正14年ごろ札幌営林区署所属の円山苗畑構内に野

鼠チブス菌の培養所があったことは，筆者の記憶に新た

なものがある。このころ北大では木下営次郎先生が野鼠

の森林保護学的研究を行なわれていた。

昭和時代に入ると全道各支庁に林務主任が配置せら

れ，民有林や町有林の指導経営に当ったので，造林面積

は急激に上昇していったが，それに伴なって野鼠被害も

一北海道の

一拡大造林と

－鼠害の問題

井上元則

1．まえがき

昭和34年の秋から冬にかけて，北海道の造林地は第1

～2表のように，いまだかってない鼠害をこうむった。

総被害面讃110,92811a,被害総本数58,605,974本，そ

の被害見込額はおよそ10億円である。

今回の被害は植栽後1～5年までのいわゆる第1令級

のものだけでなく第2令級あるいばもっと大きいカラマ

ツ，スギ，トドマツ，ヤチダモ，その他が食害された。

いちばん大きな被害をこうむった民有林関係者の中に

は，今後のカラマツ造林意欲を喪失してしまった者もお

るし，国有林関係者の中には拡大造林におげる植栽樹

極，面積，個所などの変更を唱えた向もあった。こんな

具合であるから，北海道林業経営協議会においてもこの

問題を取上げて緊急対策と恒久対策を樹立しようとする

《
一

＄

第1表昭和34年度所管別野鼠被害状況

所管別|需被篇|総被害本数｜備 考 ■

函館営林局

札幌〃

旭川〃

北見〃

帯広〃

国有林計

道有林

東大淡習林

鉄道局

民有林

合計

本
“
鎚
劉
罰
叩
汚
鋸
鍾
距

ha

13,508

2，789

2，652

2，264

493

21，716

11，221

125

2,111

75,755

110,928
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５
５
２
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４
９
５
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６
２
２
９
９
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８
５
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９
３
５
８
０
９
９
６
０

５
５
４
９
０
６
６
７
４
今
６

１
９
１
９
Ｊ
３
７

２
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６
１
２
１
１
３
２
１
８

１

４
今
｛
、

一

他大学演習林未報告

青函,札幌,旭川,釧路

’

第2表被害本数と被害見込額調

生－塵|埜登本数｜被害見込額(門）
昭和30

81

82

33

34

14,102,220

24,273,600

6,696,000

9,355,100

58,605,974

180,041,445

281,434,300

78，366，500

113,180,700

1,000,000,000噸算）

筆者・林業試験場北海道支揚保謹部長農簿
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井上：北海道の拡大造林と鼠害の問題

激増して，造林奨励上の一大障害となっている。

昭和3年から昭和9年までの国有林鼠害については相

沢保|*士のくわしい記録があるが，御料林，民有林，

町有林その他の風害についての統計は見当らないのが残
念である。

国有林だけの統計によると，昭和6年に野鼠の大発生

があり，昭和12年に再び大被害があった。昭和12年
の大被害は北海道識会の問題となり，林務当局はこれが

対雛に腐心した。この年の被害が動機で，当時の林業試

験場長兼道庁造林課長石原供三博士が中心となり，全通

関係官公署が協力の下に，北海道野鼠被害調査報告が出

版の機運となった。これは全道官民有林の被害統計書で

あって，その第1回報告を筆者が編集した。その後肝余

曲折を経たが，今日もなお続いており，昭和35年3月

に昭和33年度分第21回が道庁から出版されている。

このような野鼠被害調査報告が20年以上も継続出版さ

れたことは世界でも珍らしいことで，野鼠被害の統計識

第3表昭和13～33年度全道の野鼠被害

としては世界に誇こるに足る資料である。これほど北海

道の野鼠被害は世界でも珍らしいケースなのである。

ところで，昭和13年以降の鼠害を，野鼠被害調査報告

からひろって見ると，第3表の通りで，昭和時代の野鼠

被害のピークは昭和6年，12年，17～18年，23～24

年，30～31年，34年に現われている。これまで北海道

の野鼠大被害は大体7年前後を周期に現れる傾向が見ら
れたが，昭和34年度の大被害は番狂わせであった。し

かも，その被害は空前のものであって，私共のいまだ経

験したことのない激甚なものであった。

その原因はいろいろ考えられるが，33年来の高温な気

象条件により，秋期繁殖が遅延され12月にも縦娠個体

が見られたこと，かつ越冬生存率が例年の10％前後を

ほるかに上廻り50％以上の高率を示したこと，さらに

昨春の繁殖が例年より1カ月も早く開始されたことが影

郷し，鼠族特有の増殖力により急激な個体群の増大を象

たものである。

3．野鼠防除の変遷

大正の終りごろ北海道の造林地被害が次第に顕著とな

るにおよんで大食的に取り上げられたのはL6FFLER氏

風チブス菌であった。これは本州のハタネズミj"α'""s

糀伽鋤e"iMILNE-EDw皿Dsに用いて有効という報告が沢

山あったので，エゾヤチネズミにも効果があるであろう

と思って道庁（当時内務省所管国有林）が取り上げて応

用実験をしたのであるが，エゾヤチネズミには抵抗性が

強く本菌では駆除不可能なことが,昭和4～5年ごろわ

かってきた。また本菌は家畜および人類の衛生上有害な

こともわかって戦後は使用を禁止されている。

昭和2年ごろから今日まで用いられた殺鼠剤の種類を

あげると硝酸ストリキニーネ，亜砒酸，猫イラズ，炭酸

バリューム，ニコロリン，鼠敵，安全滅鼠，ツエリオーー，

一

調査造林地被害造林地調査

年度

被害率

件数|面積
％’％

数’
J

件 面積|件数
一一

hal
面積|件数|面＄
hal%

(5,661）

6，02574

3，780154

5，278105

5，21295

23，7622714

28,9464621

17，20":j,，”7，18

10,4342020

7，3243317

4，0932617

3，0232611

4,7061713

20，0112219

15,4171715

董謹|i:i:
29，4841919

51，4382425

28,11011412

36，3461514

'6｡7481201､4

｡

12

1380，357

1424,481

1517,574

1621，091

1729，978

1825,807

1912，042

209，855

2110,685

228，5”

239，804

247,147

2515,688

2651,017

2753,651

2875，447

2965，276

30195,601

311116,756

32128，364

33]46'0211

145.4"’

158，004

96，753

97，259

105，295

159，887

186，416

80，696

87,821

52,648,

.42,0661
29，983

27,431

36,656

107,742i

104，756

鰯’
158,783

205,463

225,366

265,814

1",2151

2，272

1,287

1，751

1，999

8，0931
11,607

2,211

2，139

2,147

2，816

2，594

1，825

2，674

11,237

8，950

11，324

12,715

18，206

27，340

17，884

22，346

秤

二～

L畔‘野”瀞＝聾、．
K'裡

唾

I

、

〃
＝

唾
p砧

可

1

’8，258
１
１

注昭和12年度は国有林の承の被害（この年全道に激害あり）
激2,44211a,"1,312ha,"1,907ha,計5,661ha(激
30％以上．中10～30彫，微10％以下）

帥

第1図エゾヤチネズミの被害信州カラマツ
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井上：北海道の拡大造林と鼠害の問題
一

想は昭和14年ごろすでにあった。そのころ戦時中で要

員が不足し，今日のように全道各地に調査区を設け，パ

チンコや金網トラップで1ha当りの野鼠棲息数を推計

するようなことはできなかった。しかし各現場の人が観

察によって多寡を報告し合っただけでも，可成り確から

しい予察ができたことは，第2～5回野鼠被害調査報告

に記しておいた。

こうみてくると，戦前も戦後も別段野鼠防除に目新し

いことは一つもなく，ちっとも進歩していないように見

えるが，実はかなり研究が進んでいるのである。

第1にあげられるのは野鼠発生予察の的確な把握であ

る。戦後の研究者たちは，新しい生態学の観点に立って

目的個所に棲息する鼠の個体数をほぼ的確に推計するこ

とを覚えた。また拡大造林の旗印の下に野鼠に弱いカラ

マツを大造林し，官民有林共にいちじるしく，造林資本

を投じている。これが一朝にしてブイになるようでは，

目的の完遂ができないので，お互に野鼠被害予察に協力

するようになったことは一大進歩である。

したがって昭和34年度の野鼠大被害は昭和34年8

月に予想が樹立され，「昭和34年度の北海道における

野鼠異常発生とその対策」なる刷子を北海道野鼠防除緊

急対策協議会で印刷し，当局に配付された事実によって

証明できよう。このように昭和34年度の野鼠大被害は

春のうちにあらかじめわかったので，宮民有林の関係者

が相協力したおかげで，第1表程度の被害で食い止めえ

たものであって，放任しておいたら現在の造林地の大半

を失ったであろう。

また野鼠は主としてU字形の沢に多く繁殖し，秋おそ

くなると次第に中腹以上に分散すること，造林地の中で

繁殖するものより，その周辺天然林で繁殖するものの方

が多いこと，したがって造林地だけ駆除していたのでは

昇耒，青酸加里，ヤソトール,亜砒酸石灰,ネオメッソ，

フラトール，燐化亜鉛，硫酸タリュームなどである。

なおツエリオーという殺鼠剤は昭和4，5年ごろ一度

ドイツから輸入されたもので，その原薬は今日の硫酸タ

リュームと同じものである。

殺鼠剤でいちばん困ったのは，昭和12年から23年

ごろ主でであった。このころは戦時統制で薬品類の入手

が困難であったことと，毒餌の基剤が食糧統制にひっか

かって殺鼠剤をつくるのに難儀をした時代で，僅かに炭

酸バリューム剤によって防除していた。戦後はネオメッ

ソ，フラトール，燐化亜鉛などの入手が容易で強力な殺

鼠剤ができるようになった。

一方生態的防除法としてば造林地の全刈火入地栫，下

刈手入（林地の滴掃）などは，昭和の初めから防除の指

導理念のうちに加えられたが，今日でも同じことであ
る。昭和17～18年ごろの大被害に鑑承防鼠瀧は根室原野

地帯の造林地でば欠くべからざる防除法の一つであるこ

とを，筆者，小野久孝，合田昌義氏等によって実験的に

解明された。このideaは今日でも根釧,-1-勝原野地帯

では実行されている。急侭馳ではこの代用として造林地

の周囲にタコツポを堀って駆除しているところもある。

以上述べたことは，いずれも単独で実施するよりは，

それぞれ組合わせて実施すると,いっそう効果が上る。
どうも昔から野鼠防除といえば優秀な毒団子をやり，あ

とは昼寝していれば駆除できるような浅薄な考えの向き

がないでもないのは遺憾である。われわれが病気になっ

たとき湿布，うがい，飲薬，注射，栄義，その他いろい

ろ試承て治療するのと同じで、大発生が予想されるとき

は前述の各種防除法を適当に組合わせ，しかも優秀な薬

剤を適期に数回散布することがいちばんよいのである。

野鼠発生を予察し，毒剤を有効に使用しようとする着

《
一
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第3図エゾヤチネズミの被害アカエゾマツ第2図エゾヤチネズミの被害トドマツ
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井一上：北海道の拡大造林と鼠害の問題

防除できないので，必ず造林地の周辺をも駆除しなけれ

ばならないこと，防鼠溝を実施できない傾斜地やプッシ

ュの多いところではタコツポや餌場(Baitstation)法に

よって造林地内進入を防止すること，あるいは毒餌散布

適期,回数,趣などその他いろいろ進歩改良されている。

それに加えて昨年の大発生時にヘリコプターによる毒

餌の散布を試承たことは日本の鼠害防除史に特筆されて

よい。殺鼠剤の場合は殺虫剤のように散布中上昇気流に

乗って空中にdriftしてしまう欠点がなく，まき幅と散

らばりが適当であれば，これほど便利なものはない。昭

和34年10～11月に全日本空輸が，初めて北海道に実

施した結果は非常に効果があったという現地報告ばかり

である。

しかしヘリコプターで里山に近い小面積の民有造林地

に毒剤を空中散布すると，家畜や小家禽が食うおそれも

あるので，やはり奥地の大森林所有者である国有林，道

有林や，大民有林にしか実施できないであろう。

Ⅳ今後の野鼠防除対策

今後の野鼠防除対策としては緊急対策と恒久対策が考

えられる。今後北海道林業経営協議会では，どのように

方向づけられるかわからないが，次のような問題点があ

ると思う。

（1）拡大造林に伴う保護讃の問題

北海道は第3表に示すように野鼠の被害は毎年大なり

小なりあるので，これが保謹費の裏付は令級別に当然必

要となる。

もともと，針葉樹天然更新の場合，野鼠被害はきわめ

て少ないのであるが，皆伐や風害跡地は野鼠の棲息に適

する場所なので，拡大造林が推進される以上，その安全

を確保する意味において，保護費と保護要員は当然必要

となるのである。

（2）耐鼠性樹種の造林組合わせ

例えば毎年微被害の継続するようなところでは，カラ

マツ，スギ，トウヒ，ポプラの造林は危険であるから比

較的耐鼠性のある樹種を選ぶとか,U字形の沢地にはカ

ラマツよりは，比較的耐鼠性のある樹種を選ぶ，中腹以

上をカラマツにするとか，造林樹種や造林予定地の選定

を考慮する必要がある。

昭和34年度の野鼠大発生時には1ha当りの野鼠個

体数は50～200匹位まで記録されており，トドマツ，グ

イマツ，ストローブマツでさえ被害をこうむっている

が，野鼠個体数20匹以下ではこれらの樹種には滅多に

被害が起らないから，できるだけ耐鼠性樹種を植えてお

き，大発生時には徹底的に防除する。

（8）天然林の小面積皆伐林は避けること

小面積の皆伐跡地に造林すると鼠害にかかりやすいの

で，1団地大面積の造林実行が望ましい。これは周囲の

天然林で繁殖している野鼠が，造林地内に進入して加害

しやすいからである。

（4）全刈舵払造林，下刈手入回数などの造林操作と保

謹操作との関連性

（5）防鼠溝（タコツボ法を含む)，餌場(Baitstation)

などの問題

（6）殺鼠剤の選び方，散布蛍，散布回数，散布適期の
問題

（7）殺鼠剤の人力散布と航空散布の関連

（8）殺鼠剤と天敵保護の問題

⑨鳥類保護や環境衛生との関連

⑲野鼠発生予察の強化策

⑪官民有林共同防除態勢の強化とP.R.

側試験研究態勢の強化策

⑬防除要員確保と訓練の問題

その他細い点を挙げればいろいろあろう。

v結び

以上北海道造林の推進に伴う野鼠被害と防除の変選に

ついて述べたが，野鼠被害は昭和35年度も大発生にな

る公算が強く，北海道野鼠被害防除緊急対策協議会では

「昭和35年度の発生予想とその対策」を，本年7月印

刷して当局に提出しているので，本稿では再録しなかっ

たが，この冬ふたたび鼠害をこうむることは，北海道の

拡大造林遂行上の一大脅威である。

このように北海道の造林は野鼠被害と縮命的な関係を

もっており，北海道の造林事業の続く限り，野鼠との斗

争は未来も永遠に続くであろうことは，ちょうどヨー戸

シバでば，家風の撲滅運動が展開されて数百年になる

が，今日でも完全駆除ができないで，各国防除の研究を

重ねているのとその規を一にしている。

北海道の野鼠について承ると，昭和の初めから今日ま

での大被害ピークは5，6回あったが，昭和34年度の

大被害と比べると遙かに小さかった。昭和34年度のよ

うな大被害は滅多に起らないと思われるので，1回くら

いの鼠害にこりて造林意欲を喪失しないで,今年嫁残っ
た植栽木を守り抜くように努力すべきであると思う。

野鼠個体数が予察の結果1ha当り50～200匹にも達す
るようなところでは，平常被害のときのような守り方で

は防ぎきれないのである。大被害の予想が発表になった

ら各森林所有者は秋までの間，絶えず自己所有林内外の

野鼠個体数を洲べ，密度が高まってきたなら111a当り

700~1000粒程度の殺鼠剤散布を数回繰返して行なうこ
とが肝要である。もちろん造林地の下刈手入，防鼠溝そ

の他に注意を払い，官民一体となって総力を結集し，共

同防除の万全を期したいものである。

それにつけても北海道の拡大造林を推進するには保謹

磯と保護要員の確保は焦眉の急であると思うのである。
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のであったが’14日以降の降水量は556.9mmという

記録的豪雨を伴う珍らしい雨台風であった。さらに水害

の被害が大きかったのは，この台風の接近までに温暖前

線に伴うかなりの雨量があったことと，16日から17日

にかけての12時間に344mm,股大時雨量77mmの

逃続的集中豪雨があったこと等である。

この外地質地形等が災害に対して弱い自然環境にある

ことがあげられる。本島中南部は第3紀の泥灰岩,砂岩，

さんご石灰岩等がほぼ相半ばして分布し，地形は比較的

平坦な丘陵性台地であるが，泥灰岩の地帯特に東海岸の

一帯は地すべり崖を形成し，各所に大小の地すべり地が

承られる。一面河川勾配が緩なために氾濫を起し易く，

河床を狭めた無計画な土地利用と相まって豪雨時の股大

洪水流量の疎通が全く不可能な状況にある。これに反し

北部の地区はやや急峻な山岳地形である。地質は主とし

て古生層の粘板岩，砂岩であるが，東部太平洋岸にそっ

て第4紀の国頭礫層が分布する。侵蝕の輪廻から承ると

全体的に幼年期の地形であるが，中央部に標高400～500

mの牛首岳，与那職岳等を結ぶ背梁山脈が縦走し，これ

から多数の支脈がわかれて海岸に迫っておりその先端は

100m内外の海岸段丘を形成している。従って中央山脈

から東西両海岸に向って数多くの小水系が流れ出ている

が,その流程はいずれも短かく大体10km内外である。

従って上流部の河床勾配は急であり，特に災害等の際，

土砂石礫の流送がはなはだしいが，股下流部は反対にき

わめて緩であって，しかも蛇行河川が多く，このために

土砂の堆積とか氾濫を起し易い。この川にそって僅かに

平野がひらけ水田化されているけれども洪水時には常に

水没をまぬかれないような低地が多い。

沖繩は災害に対して以上のようにきわめて不利な自然

潔境にあるが，これらの外に災害の度合をより大きくし

たのは多分に人為的な要素が働いているためである。む

しろこのような悪条件に考慮が払われて，現在までに色

点な形で災害の対餓がとられておるべき筈であるのに，

全くそのような配慮は見られない。すなわちその一つは

きわめて無理な土地利用がなされているために，崩壊を

誘発するとか河川の氾濫を起している。特に計画的な河

川改修ほほとんど行なわれておらず，従来においてもむ

しろ常習的に氾濫を繰返した模様である。河川の氾濫に

対する防災施設は僅に，恐らく耕地の所有者が造成した

と思われる,宝来竹の水害防備林が点在するに過ぎな

い。たまたま最近築設された河川堤防があっても，ほと

んど取るに足らない規模のものである。

南部の災害は主として那覇市内を流れる安里川，ガー

ポ川等の氾濫によるものである。この川の下流部を狭ん

で戦後いち早く那覇市の新興街ができ，現在市場を中心

として小さい商店が密集しており，河川改修，河道の拡

沖繩の災害と治山対策

田中正夫

まえがき

沖繩本島は1959年10月台風シャーロツトに見舞わ

れたが，この台風は琉球気象台始まって以来の降水記録

を示した豪雨を伴い，沖繩本島としては未曾有の災害を

受けた。私の用務はこの災害対策として治山葛喋をいか

に実施するか，その計画と実施についての技術援助にあ

った。現在沖繩がおかれている社会的，経済的条件はな

かなか容易でないものがあるので，これらを考慮しなが

ら対策をたてなければならないが，その計画をどのよう

にたてまたどの程度に事業を行なうかは，なお今後十分

検討しなければならない問題である。ここでは災害の概

況と原因，山地荒廃の状況およびその対策等を主として

沖繩の自然的，社会的藻境に触れながら論点をとりまと

めて承たいと思う。

1．災害の概要とその原因

沖繩の災害はこれを大別すると，本島南部特に那覇市

を中心とする河川の氾濫による浸水の被雲中部および

南部泥灰岩地帯の地すべりによる被害，および北部地区

山地の崩壊に起因する流出土砂の被害に区分することが

できるが，これらは本島全域にわたった稀有のもので各

所に惨潅たる被害をもたらした。特に北部地区の災害は

往年の南紀水害の規模を縮小したような観を呈する激甚

さである。すなわち死者46人，家屋の流失半壊1,455

戸，浸水5,569戸，田畑の流失埋没等106ha,道路の

破壊77ケ所，堤防欠壊12,430m,山地崩の主なもの

144ケ所(77ha)におよび，この外農作物特に甘蕪の倒

伏による減収，水稲の減収等その損害額は莫大な数字に

上り総被害額は約50億円と推定される。

この災害の直接的な最大の原因となったものはいうま

でもなく異常な気象状況である。沖繩は台風銀座といわ

れるだけあって夏から秋にかけて数多くの台風が襲来

し，琉球海域を通過するものは年平均10個に達するが，

この台風シャー戸ツトはまれに承る暴威をふるった。こ

の台風は那覇の東方海上を最も接近して北上した10月

16日夕刻から翌17日未明にかけて，中心気圧950mb,

最大風速50m/Sec,暴風半径250kmという規模のも

～

●
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一
一

筆者・商知営林局治山課長
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田中：沖繩の災害と治山対策

張等が全く不可能な状態で，この改修問題は那覇市政の

癌となっている。

北部の災害は崩壊による土砂害であるが，治山の予防

堰堤とか中流部の砂防施設等が多少でも施設されていた

ならば，被害の程度はきわめて少なかったであろうと思

われる。それは災害を受けた渓流で若干でも両岸が狭ぱ

まり，その上流部にやや平坦な広がりをもっている所で

は崩壊土砂が大量に堆積していて，そのために下流の耕

地が被害をまぬかれたような例が少なくない。

北部5ケ村は総面積の79％が山林および原野である

が，特に災害の激しかった国頭村では村面積の90％を

占めている。従ってそれらの林相の状態が治水上におよ

ぼす影響は決して少なくないが，この5ケ村に諸いてば

公有林が最も広い面積を占めているにかかわらず，林相

はきわめて不良で，蓄積も僅かにha当り70～170石程

度に過ぎず官有林の300石に比し著しく少ない。治水面

からはこの公有林に大きい問題があり，早急に整備する

と共に今後十分な管理がなされなければならない。

現在の公有林はその使用収益について事実上部落の権

利が強く，各字の分収契約に基づく部分林的な性格をも

っていて，造林とか保護も字が担当し，また林産物は無

償かまたは非常に低廉に払下げるというふうに，部落有

林的な存在である。その起源は遠く藩政時代からのもの

で，現在に至っても部落の共有林的な観念が強く，特に

戦後は住宅の復旧に大量の木材を要したことと，世相の

混乱と相まって縦伐がさかんに行なわれ，ますます林相

の低下を来した模様である。

さらに災害の原因の一つの問題は道路開設の工法が不

適切なことである。山地を横断するような国道とか開発

道路の開設に当って，土留とか路側石垣が全く実施され

ていないことである。もちろん予算の関係もあってのこ

とと思われるが施工方法は全くアメリカ式で，ブルトー

ザーによってただ道路を作ったに過ぎず，全く切盛のバ

ランスが考慮されていない。また排土はそのまま谷間へ

押し捨てられている。石積が施行されていないために一

寸した雨でも切取法面が崩れるが，崩落した土砂はまた

ブルで谷に捨てるといった調子である。もちろんこの排

土の流出防止の施設があれば問題はないが，そのような

施設がないので下流の荊馳がかなりの被害をうけており

東村の有銘川および国頭村の佐手川にそう横断道路等は

その代表的な事例である。

2．山地の荒廃状況

災害の中心地として最も激甚をきわめたものは，北部

西海岸一帯で，主な水系は源河川，北地川，与那川，佐

手川等である。この外東部海岸地帯に若干の崩壊地が点

在し，さらに南部中部の泥灰岩地帯に地すべり鎧よび地

すべり性崩壊があるが，これらのうち復旧の対象となる

ものは山腹崩壊地136ケ所，その面積67.6ha,治山堰

堤，床固めを必要とする荒廃渓流本数ほ38本，延長

16km,渓間荒廃面積22.3",合計荒廃地面積は89.9ha

である。北部5ケ村の林野100ha当りの荒廃面積は最

高0.59ha,最低0.11haで平均0.23haとなってい

る。内地における先年の狩野川災害とか昨年の富士川災

害等に比べればはるかに荒廃率は低いが，極部的ながら

古生層の代表的な大規模の崩壊と，これに伴う土石流出

の惨害は目をおおわしめるものがある。

これらの崩壊の特徴についてその主要なものを拾って

ゑると次の通りである。

(1)崩壊地は丘陵性台地の末端部斜面に非常に多く発生

している。この斜面が比較的急峻であること，および

台地から供給される侵透水の湧出がみられること等が

その直接的な原因と思われる。そしてこれらの個所は

台地が耕地とか部落とか河川に接する部分に多く，崩

壊はそのまま耕地や部落に対する被害となり，河川渓

流等に崩落したものは土砂流出の大きな素因となっ

た。反面1，2の例外を除き奥地の水源地帯には大規

模の崩壊がきわめて少ない。

(2)古生層特有の大規模な崩壊が多い。崩壊ケ所数は北

部地区126カ所，その面積は57.1haで1カ所平均

0.46haであるが，特に喜如嘉川，与那川，佐手川等

においてば1カ所2～3haの大崩壊がゑられる。従

ってこれらが生産した土砂量はぼう大な量に達するも

のと推定され，少なくとも150万nfを下らないもの

と思われる。

(3)崩壊の発生ケ所は台地斜面の頂上部から中腹部にか

けて多く，山脚部に発生したものは道路の切取および

岸欠潰に基づくもの以外にない。また斜面形ば平衡斜

面または下降斜面である。

(4)崩壊の形態は地下湧水に起因する板状または貝殻状

の深層崩壊が多い。一般に30.内外の急斜面であるた

め崩落土砂が崩壊斜面に堆積しているものは少ない。

しかし崩壊頭付近になお多くの亀裂があって，豪雨の

際拡大崩壊の危険性のあるものが少なくない。

(5)河川はいずれもおびただしい流出土砂で河床が著し

く高められているが，その土砂ほ災害によって一挙に

流出したもので，過去の災害による堆積物の撹乱によ

ったものではない。

(6)河川の流程が短く流量が比較的少ないため崩壊の発

生地点付近，および勾配の変移点付近までになお多量

の土砂石礫が堆積しており，特に与那川，佐手川の中
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流部には生産土量の大半が堆積したままで，きわめて危

険な状態にある。

次に崩壊について常に問題となる，崩壊と地質，およ

び崩壊と森林の関連について沖繩の災害を通じて観察す

ると，異常な気象条件に支配されたために，やはり地質

的条件が崩壊発生の大きな要素になったと認められる崩

壊が少なくない。北部の大部分は前述の通り古生厨であ

るが，この地質は一般にそれを#鍼する砂岩頁岩等が，

比較的風化に対する抵抗力が強いのと，一面風化土層が

浅いために崩壊の頻度が低い。反面異常な豪雨に際会す

ると表土層の深い急斜面では地下水型の大崩壊を起し易

く，また地殻が変動を受けしゆう曲とか，断層等の弱帯

を生じている所では，大規模の崩壊を発生し易い。北部

の崩壊はその規模，形態等からみると崩壊を誘発した因

子のうち豪雨の因子が余りにも強く，亡のために崩壊に

対して比較的強い抵抗力を持っている他の因子が完全に

消されてしまった感じである。

しかしながら崩壊という現象はその規模，状態，種

類，原因等がまちまちであって，一概に断定することが

できないことはもちろんである。すでに述べたように比

較的海岸線に近い海岸段丘に非常に崩壊が多いが，この

地帯の大部分がソテツ，萱等の原野であること，比較的

奥地の森林地帯に崩壊が少ないことの両者を比較したと

き，地質的条件以外に森林の有無が崩壊発生に影榔を持

っているように思われるし，さらに地形地質的に条件を

同じくする海岸線付近においても階段畑，原野等に小崩

壊が多数発生しているにかかわらず，例え林相が不良で

あっても一応立木にこの型の崩壊が少ないこと等にも同

様のことが考えられる。これらは崩壊現象を起す限界の

僅かな環境の差が，林地であるかないかによって左右さ

れたものと判断してよいかと思う。このような点に森林

の有無とか林相の良否が崩壊の発生頻度を左右するすな

わち森林の崩壊に対する防止効果の一断面がふられる。

3．災害と沖繩の環境

災害対策に関連して沖繩の環境と災害がおよぼした影

響等について若干触れておきたい。

前述のように被害総額は約50億円と推定され，この

額をそのまま要復旧費としても内地の府県な承に考えれ

ば，そう驚くに当らないかも知れない。また被害を受け

た人家数や制馳面積等も内地のどこかで年を発生する災

害に比べればそれ程大きい災害ではない。ただこれを財

政とか民生等沖繩が鐙かれている環境に結びつけて承る

と，災害の与えた影響ほ容易でないものがある。

沖繩は東京都より少し広く2,388km翅であり，人口は

83万人である。これらの規模はまず内地の小さい府県

なぶであるが，人口密度は非常に多く347人で世界一の

人口密度をもっているオランダの231人を上廻るもので

ある。また耕地1km2当りの人口密度は2,002人で，

内地の1,629人を遙かに上廻り，いかに沖繩が狭い土地

に多くの人口を抱えているか想像できる。沖繩南部は比

較的平坦で準平原的な地形であるために，水利に乏し

く，また地質が隆起さんご礁が多いので水田がきわめて

少なく，ほとんど畑地である。また中北部の河川ぞいに

ひらけている農地も面積的には微盈たるもので，これら

を合わぜても農家一戸当りの耕作面積はもともと非常に

少なく，獅iでさえ0.5ha,戦後においては0.3ha平均

となっており，その収入も平均7万余円で零細農家がま

すます零細化しつつある。農地が減少した大きい理由は

軍用基地に接収されたためである。現在アメリカが占有

している軍用地は18,000haで，沖繩全面積の12%に

当るがこの軍用地の57％は元の農地で比較的豊穣な殻

倉地帯であった所が多い。以上のような農地の事情にあ

る沖繩で例え，いかに僅かな農地であっても，災害によ

ってこれを失ない，または耕作不能となることは誠に大

きい損失であり，一部の地区においては農家経済に深刻

な影響をおよぼしている。北部地区災害地では政府の復

旧工事が進捗しないまま自からの手で整地し，ようやく

挿苗を済ませた地区もあったけれども，これらは流出土

砂による河床が上昇したまま行なわれているので再び災

害が繰り返されるものと思われる。

琉球政府の1958年度予算は2,700万ドル（97億

門)，その68％が税収入，アメリカ民政府補助金が

3.6％，残余は税外収入となっており税収入は重要な財

源であるが，所得の絶対額が非常に低いために総額が比

較的少ない。

この支出面では小府県程度の財政規模でありながら，

政府機関として裁判所，税関等の国家事務をも同時に処

理しなければならないために，予算の50%以上が事務

人件没的な内容のものに費消されていて，土木費とか産

業経済費等は僅かに24％にすぎない。従って基本的な

産業の振興とか建設的な土木事業はほとんど行なわれて

いない。今回の災害によって農地や家屋に大きな被害が

あっても，以上のよう財政事情から救援の手はほとんど

さしのべられていない現況である。

1958年度の予算では台風エマ，フエイの災害復旧費

として約200万ドルの予算を計上しているが，同様の財

政規模でもってシャーロット台風の災害復旧を図るとし

ても，8ないし10年を要するであろう。とに角このよ

うに貧弱な国の財政と貧困な農家の経済からするならば

災害の復旧は誠に大きい負担といわなければならない。

《
三

Q

唖

《
一
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4．災害対策

災害の状況から緊急的なものと恒久的に実施しなけ-れ

ばならないものとあるが，緊急対策として南部特に那覇

市内の河川について応急的に改修を行なうこと，北部に

ついては上流部に堆積した土砂の流出を防止するため要

所を女に治山および砂防堰堤を築設すること，多量の土

砂を流出している崩壊地の復旧を図ること，さらに破壊

した河川堤防や護岸を早急に復旧すること等である。

恒久対策は全域にわたる計画的な河川改修，砂防およ

び治山事業を実施すること，洪水調節のための堰堤を築

設すること，さらに重要河川水源地帯の保安林を整備す

ること等が必要である。

このうち特に治山に関連のある施策について色煮考え

られるが今後の事業を計画的に進めていく前提として，

実施機織と陣容の整備を図らねばならない。現在港湾道

路を除く土木的事業は経済局開拓課がこれを担当し，い

わば農業土木の一連の事業として堤防，護岸，防災堰堤

等が行なわれており，治山事業もそれらに包括するとい

う考え方のようである。治山事業はもとより森林のもつ

保全の面と生産の面を活用して災害防止の手段とするも

のであり，森林の経営計画とマッチして保全対策として

の考慮が払われねばならない。従って保安林を含む林業

行政との密接な連繋を保ちながら総合的に成果を挙げる

ことが必要であるので，やはり林務系統で担当すべきで

あるように思う。一面治山の技術は林業技術の中でも特

殊の技術に属するが，現在の沖繩では戦後にこれらの事

業が行なわれていないために，残念ながら熟練技術者が

おらない。内地から技術者を派遣するか，琉球政府職員

の内地留学等によって早急に技術者の陣容を整備するこ

とが必要である。

復旧事業の成否は一つに予算にかかっているが，本年

度の緊急治山治水対策費として7万ドル（2,520万円）

が計上された模様である。琉球政府としては窮迫した財

政の中で捻出した貴重な予算であるかも知れないが，こ

の程度の予算をもってしては到底応急対策としてもほと

んど意味がない。少なくとも日本に領土権のある沖繩で

ある何らかの方法によって，日本から災害に対し僅かで

も経済援助をするならば，それが直接統治権を持つアメ

リカに，災害に対する特別援助をさせる呼び水的政策に

なるかも知れない。

災害対策についてもう一つの問題点は，災害復旧にど

の程度の投資をなすべきかということである。災害の調

査に当って驚いたのは局部的でも被害の激甚さであっ

た。従って災害の状態の柔からするならば，復旧のため

に相当多額の経費を投入しなければならない。ところが

計画に当って最も当惑したことは，投資に対し果してこ

れに見合う効果があるのだろうかということであった。

というのは保全の対象となる耕地面積等が少ないため

に，埋没したり流失した耕地を再び生産化し，また今後

の災害の予防措置を識ずるとすれば,,耕地の単位面積当

りの経費がきわめて多額に上り，余りにも高価な代償と

なることが予想されるからである。もとより狭少な面積

の耕地であるだけに土地の人点にとっては何物にもかえ

難い貴重な資産であるかも知れないが，打算的に考えれ

ば耕地を放棄すべきではないかとさえ思われるものが少

なくない。これらば一概に断定できないけれども少なく

とも投資に対する効果を考慮し，その拡大を図るという

態度が特に必要であると思われる。

以上のような難かしい諸問題があるが最低限度の復旧

計画として概算したものは，山腹崩壊地面積56ha,経

費392千ドル，渓間工事の総体積26,380m3経費401千

ドル，合計793千ドル（約2億8千万円）である。これ

らのうち特に緊急を要すると思われるものは，約50万

ドル（約1億8千万円）とみられる。

恒久対策の一つとして保安林強化の問題がある。現在

沖繩の保安林の重点は汐害防備林と防風林に置かれてお
り，治山治水上から必要な重要水系の水源かん養保安林

はきわめて微々たるものである。特に北部地区ではこの

種保安林の設定と林相の整備を早急に図らなければなら
ない。この地区の公有林はすでに述べた通り，きわめて

林相が不良であり低位生産林であるが，災害を受けたた
めにいつそう地元住民が生活の手段として山に依存する

度合が大きくなっている。現在管理が不十分で盗伐があ
とを絶たない状況であるが，この盗伐も地元住民の生活
の問題であるとして，無為無策に見送っている点がない

でもない。今回の災害は公有林の現行の慣行を根本的に

改革して軌道に乗せる最もよい機会であり，一段と強力
な施策が誰ぜられるべきである。その手段として保安林

制度の活用が是非考究されなければならないだろう。
むすび

現在沖繩がおかれている環境，それは一言にしていえ

ばかつて我友が身をもって体験した終戦直後の混乱時代
に似ているように思う。も､らろんアメリカの軍政下にあ

って，また直接には琉球政府によって十分に秩序が保た

れており，少なくとも表面的には混乱という言葉はあて
はまらない。しかしながら内容的には政治の難かしさを

始めとして，沖繩が基地であるために生れる幾多の難問

題を抱えており，それが現実に住民の生活に惨承出てい

るように思う。

苦しい生活と不安定な経済，特に農村地帯の，文化か

らかけ離れたみすぼらしい生活，そしてそれを支えるた

めのきびしい労働などに，今回の災害はこれらにさらに

拍車をかける結果となった。

大戦末期に世界戦史上稀に染る激戦地として，内地の
身替りになった沖繩である。災害や飢鰹にあえぐ沖繩に
対し日本から何らかの救済措置を講じたいものである。
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よこれを本絡的にテストするという気運になった時に起

ったのがこの事故であります。

すなわちその前年度に北海道の支笏湖を中心とした風

害の調査にこの空中写真を利用した技術を発揮してやっ

て行こうという考え方の上にたって，新しい試承として

林業技術協会の測堂指導部がこれを実施する形になりす

でに7月ごろは内容は全部きまって実施時機をねらって

いたのですが，青木航空も奄美大島の定期航空とかいろ

んな問題で飛行機の運行計画上，支障があって延び延び

になっていた。ちょうど台風時期になって台風が通過し

た直後に一挙に今までの遅れを取り返えすというねらい

で，出発したというのがこの事件の発端であり蓑す。承

は26日の朝6時にラジオのスイッチを入れたところが

臨時ニュースで遭難のことを耳にしたわけです。

すぐさま当時の部長であった石谷さんに連絡したとこ

ろが，すぐ確めて報告をしろというようなことで，私は

すぐ．羽田の航空局に電話をかけて確認した。この時昨日

から捜査の態勢をぽつぽつはじめてるという話をききま

して，すぐ・石谷さんに連絡すると同時に，当時の仰木課

長に連絡した。それから奥原部長にも連絡したところ林

野関係では佐野さんと堀江君が乗ってる，すぐなんとか

しなければならないということで，まず情報を的確につ

かむことに焦臘していたのが日曜日の行動だと思います

が，その後すぐ遭難対策本部を設け，本部要員が決って

本格的捜査態勢に入ったのです。

松川それでは仰木さん一つ。

捜索開始

仰木私，ちょうど蕊本計画の指示会議に金沢に霞い

る途中だったのですがたしか長岡を過ぎた頃，鉄道事故

でしばらく田舎の駅にストップさせられたので，ホーム

を歩いてたところ，ラジオが耳に入ってきてなにか飛行

機事故があった様子を報じていた，しかしまさか堀江君

たちがのってるものとは思いませんので，金沢に着いて

会厳をやっていると，会場に堀君から実は青木航空の飛

行機が遭難し，それに佐野君と堀江君その他関係会社の
人力譲ってる，早速帰ってこいということだったので

す。会談が終るとすぐ帰ってまいりまして，急拠今いわ

れたように対策本部を作って捜索にのりだそうというこ

とで，地上捜査とあわせて上空からの飛行機による調査

も開始したわけです。その間各方面からのいろいろな情

報に，ある時は非常に喜びもし，また，ガッカリしたこ

とも何回あったか知れません。その間捜査本部の方灸は

まつたく不眠不休といいますか，この事務所（日林協2

階和室）に詰めきりで捜査にあたったわけです。この調

査は当時，航空事故がはじまって以来の大規模の調査で

あると航空局でも実際おどろいており蓑したし，地上捜
索も何しろ我々 は営林局，署という組織をもっておりま

森林航測機

遭難事件を

省みて
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松川本日ほお忙しいところご参集下さいまして有難

とうございました。昭和29年に青木航空の森林撮影機

が遭難しまして林野庁研究普及課の，佐野郁郎氏，本会

の堀江友義氏，青木航空KKの市川忠一氏，同じく春日

秀康氏，アジア航空測量KKの丸山今朝箪氏と井上行雄

氏の6名の方が犠牲になられ，ちょうどそれから7年目

にあたる去る9月23日に，遡難現場の追悼碑の前で，

関係者遺族の方凌にお集りいただいて7回忌の法要を

営なぷました次第でございます。この折に当り，関係者

にお集り願って当時を偲ぶ座談会を開き，今後の森林航

測の一つの発展のきっかけを作っていただいたらどうだ

ろうかというのが堀さんの主張なんです｡それで結榊な
ことだからというので早速ご案内申しあげたような次第

でございます。

お忙がしいところ北条さんなど遠方から，現地の法要

にもおいでいただき，また今日の座談会にもご出席~ドさ

り誠に恐縮でございます。お礼申し上げます。

なお今日は石谷さんもお招きしているのですが，ご都

合でおゑえになられませんのが非常に残念で御座いま

す。ご挨拶はこの位にいたしまして，早速座談に入りた

いと思います。堀さんからどうぞ。

事件の発端

堀当時ここにおいでの仰木さんが林野庁計画認長で

私が空中写真関係をいろいろ企画指導するという職位に

ありましたが，ちょうど講和条約が発効いたしまして26

年以降空中写真を森林調査並びに測鐙に国有林内部およ

び民有林に積極的にとりいれて，その鯖度を高めて行く

経費も安くいくというようなことをはっきり体系づけよ

うということで進んできて，大体案がまとまっていよい
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じゃないかと感じられる，力強い捜査対簾，あるいは実

際の行動，しかも日本全国にわたり林野の組識網を十分

活動させる，これは金に換算したら非常に大きなものじ

ゃなかろうかということを私はその当時感じ童した。私

といたしましても捜変に対して何がしかの資金を捻出し

てこれに挙出すべき義務がございましたけれども，まっ

たく私の方からそういう発言すらできないくらいに親切

にして下さったことは，私，今日なお感謝の念に満ちて

おります。

地上捜索

松川当時現地の若松営林署長でおられた北条さん，

現地の方の状況はどんな具合でございましたでしょう

か。

北条土朧日だったと思うのですけれども，私，管内

の中野村の福良というところに用事があって泊ってお

り，26日帰ってまいりまして，その晩の12時ごろか翌

日の朝か覚えて霞せんが，林野庁から電話で「青木航空

の飛行機力鎚難したけれどもどうも若松の近所のよう

だ，だからよくその付近を探すように」と，しかも「会

津付近の各営林署を動員して捜査計画をたてて一刻も早

く調査を開始するよう」という指示がありましたので，

署員を集め，同時に各営林署に連絡して林野からの指示

を説明して協力をもとめたのが，朝の2時か3時ごろだ

ったと思います。それで営林署の方はすぐ担当官をきめ

て林野庁並びに各営林署との連絡をするように指示しま

した。ただ25日の夜の若松近在に飛行機が飛んできて，

若松市の上空を2，3回しかも低空で照明灯をつけて旋

回したその当時の磯子を2，3人知ってた人がおりまし

てその状況をきいたのでありますが，いずれにしても妓

後にまわり終って照明をつけたまま巡難現場の大内部落

の方に飛んでつたということば，確かなようでした。そ

の後大内村から坂下の方へ行ったという話ですが，坂下

へ行って坂下の方でみたという人があまりなかったとい

うこと，それから会津田島町の方で姿をみたとかという

人は相当いたのですが，相当高度が高かったということ

でした。はじめ営林署自体として担当区主任なり，各営

林署から楕報を聞いたのは大体そんな程度で，その都度

連絡したのです。一番早く暑の方へお見えになったのは

たしか丸山さんたちだと思いますが，大事件だけに心細

い気がしていたところ非常に心強く思いました。それか

らどんどん林野庁の方から特別捜査の方がおみえにな

り，第一歩として飛行機の方からの連結に従って捜索を

することになりました。捜査に当り一番心配だったのは

どなたのお話をきいても「今度の操縦士はベテランで途

中でおつこったり死んだりするような人じゃない，水の

すもので，その点は考え方によっては非常に恵まれてい

ました。外部の人もはじめの間は我々のところに集って

くる情報，あるいは調査の状況等を本気にはしておらな

かったようでありますが，だんだんとその情報の正確さ

というものが営林局署の組織網によってやってるという

ことがわかってきたようであります。しかしそれらの網

の目を通してゑた地上の捜査，航空事故がはじまって以

来といわれた大規模な空中捜査をもってしても，なかな

か成果があがらなかったのであります。10月6日だった

と思うのですけれども，われわれ関係者が航空局にまか

りでました時に航空局の方ではもう大体主要地点は全部

航空調査をやってしまって，これ以上は経費がかかって

ちょっとやりきれないのだ，したがって航空調査はこの

辺で終りにしようというような申し出があったので，わ

れわれもやむなく今後肱地上捜査一点ばりでいこう。な

おできるならば木の葉の落ちたころ再度航空調査をお願

いしようということで帰ってきたわけであります。地上

捜査の方はこれまでもやっておりましたけれども，なお

関係の営林局長あるいは県の部課長等に情報を集めても

らい継続することになり菫した。

松川それでは富田さん，当時大変な犠牲を払われた

わけですが，会社のそういう情報をうけられてからの模

様を一つ。

富田ちょうど私の方の会社が出来たのが昭和29年

の2月26日です。それで事故が起ったのが9月25日，

会社ができたがなんにも仕事はなくて，ただ外国からの

機材の入荷してくるのを待っていた。そこへこの事故に

あった最初のカメラが入ってきた8月ごろからテストを

はじめて，福島方面で電源開発の予定地あたりをテスト

して，それから北海道の方に出かけたんですが天候の関

係で駄目で帰ってきて，再編成して出なおそうとした，

こういう時に事故が起ったのです。われわれの会社とし

てはまつたく致命的な打撃をこうむったのです。

25日は関西方面に旅行するつもりで早朝から荷物の整

理をしていたところ，会社から電話があったので，とる

ものもとりあえず田村町の本社に出かけて，いろんな備

報を収集したがなんにもわからない。とりあえずこちら

の日林協の方で承なさんいろいろ対策をおたてのようだ

からそちらに合流してというような気持でこちらに，お

邪魔いたしました。そして皆さんのご指導をうけつつ私

も発見までの2週間，家に帰らないという決心をして着

のみ着のままで厄介になって捜査の一員にお加えをねが

った。その時に感じましたことは非常に皆さんが計画的

で情熱のある捜査方針をたてられていることで，これは

やっぱり一つの林野の格別の精神がここへこもってるん
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上でも山の木の上でも不時着して逃げだすくらいの技術

はもってるから」といわれ，一日も早く探さないと食糧

の問題，気象の問題が出て乗紐員の方が苦しまれるんじ

ゃないかということでした。そんな風でしたので探し歩

いている間中，なにか前の方の木の間からでてこられる

ような感じがしてならなかったわけです。

富田堀さんや中曾根さんが飛行機で上からみて翼ら

しきものがあるというので写真をいただいて鬼怒川から

私と丸山さん，青木航空の人と一緒に川俣温泉へ行って

いろいろ様子を聞いてみたところ，「あれは飛行機に違

いない，長年ここに住んでるがああいう岩はない」とい

うものですから丸山さんと一緒にいよいよ本格的に救難

の態勢をとろうというので駐在さんにその旨を話して

「明朝来るからよろしく頼む」ということにし，また医

者のところへ行って明朝の救済方を頼承，私と丸山さん

が鬼怒川に帰ってきたのが夜の9時か10時でした。そ

こで早速おもゆと，ズープを作ってもらう。死んでると

は思わない。とにかくそれをもっていこうというのであ

くる日4時か5時頃起きて，まずお医者を叩き起してジ

ープにのせ，駐在さんものせ，川俣温泉にきた。ところ

が富田は年寄りだから山登りできん，下で待ってろとい

うのでやむをえず下で待ってましたが，一同が帰ってき

たのが夕方で，あれは岩だったというのでがっかりして

動けなくなってしまい，僕だけ一人川俣に泊りました。

丸山君は報告があるから帰るというのですが私はへたば

ってしまって．．・・・・

中曾根その時に飛行機で行ったんだ，岩だというの
で帰ってきた。

中村遠くから承るとたしかに尾翼らしかった。

松川横瀬さんは。

横瀬私は途中から捜査に加つたものでずが，家にお

り菫したら3日目か4日目の晩の9時ごろ電報ですぐこ

いというので開衿シャツのまま飛び出してきたのです。

すぐ若松の方へ応援にいきました。どうもいろいろニュ

ースを聞いて象ると飛行機が三通りぐらい飛んでるんで

す。そのうちくさいのは新潟の方から湯槍曾に飛んでた

もの，別に櫓枝岐を通ったのは時間がずれてるのでそう

じゃない。もう一つ田島の方にぬけてったのがある，ど

うもそれが一ばんくさいと思ったのです。田島に私がつ

いた翌日山口営林署の管内が一番落ちてる可能性がある

から，そちらの方のニュースを確認せよというので山口

へぬけようと思ったら車がないわけです。ちょうど山口

署のポ戸ジープが田島の方に修理にきてました，どうも

ブレーキが悪いですがなんとか行きましょうといって乗

せてくれましたが，案の定ブレーキが悪くて道の曲り角

をゆっくりゆっくり曲って，ようやく8時過ぎ山口へ着

きましたが，途中闇の中で6人の人の幻影が一つ一つ近

寄ってくるのです。これはあまり考えすぎたからなんで

しょうが，落ちてなくなられたんじゃないかと思ったこ

とを覚えてます。それから桧枝岐付近を一巡しましたが

どうもそれは違うらしいのです。今度は田代山にそれら

しきものがある，お前会津の方からのぼれといわれたん

ですが，開衿シャツ－枚しかなく'て蕊れでは大変なこと

になったとあわてて引返してきましたら，田代山の麓で

十条製紙の連中が夜中に搬出作業をやっておりましてこ

れも夜中に爆音を聞いたというのですが，違うんだろう

とは思いましたが登る覚悟はしておりましたらくわしい

ことは存じませんが鬼怒川の方で発見したという。それ

で私はそのまま東京へ帰ってき藍した。あとから考えま

すと現地へ飛びこんでいくと，どれもこれもほじめのう

ちは本当らしいものです。

空中捜索

松川中村さんにも空中偵察を論願いしましたが，は

じめからでしたかね。

中村はじめの方はやりましたが途中から下りまし

たね。岩の時までやりました。

私がのることになって一番心配しましたのは木星号の

事故の様子を古新聞を引っ張りだしてよく読承ました

ら，ほとんど粉砕されております。木の中へ落ちたよう

な状態でなければ非常に小さな破片になってるだろうか

ら上から承た場合に非常に判別しにくいわけです。

今，この位置で飛行機が見えたとすれば姿が残ってれ

ばこのくらい，破片になってればこのくらいだろうかと

一生懸命考えておったのです。ちょうどあの頃倣まだ山

の高いところには雪渓が残っておりまして只見川の西側

に走っております。木のない岩山が多いのですが銀山

平，あのあたりの雪渓がこわれ，岩はだにころがったや

つが，ちょうど飛行機のジュラルミンのはねが粉砕して

散らばった形になってる，そういうものにずい分迷わさ

れました。いちばんばじめ，空・地連絡のやり方を一応

練習しようじやないかと，田島，山口，若松あたりに通

信筒を落す連絡箇所の発見と通信筒を落す練習をやった

のです。その時飛んだのが遭難現場にいちばん近いわけ

です。その時現地の近くに捜索網をはりませんでしたの

は，大体今まで遭難以後2，3日たってその頃までに情

報が入ってこない，飛行機がみつからないということは

相当奥地に落ちてるんではないかと思ったからで，上か

ら承まして谷間，谷間に人家の屋根がゑえ，あちら，こ

ちらに相当炭焼の煙が見える，地上捜査の網でよもやあ

のあたりに捜しもれがあるとは思わなかった。若松・田
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島に向って真直ぐ南下:していきました時にちょうど距離

で2里ぐらいのところを飛んでるわけです。その時に山

の上をとんでる時ほど真剣な捜索をやってなかったこと

が今だに頭に浮んで良心をとがめ，相済まなかったと思

っております。

松川そうでしたね，実際そういうお話がありまし

た，若松を低空で前照灯をつけて2，3ベんまわった，

あの話を聞いていちばん先に見当をつけたのは結能峠あ

たりです。

北条あの時に大内部落で1，2回まわった，それか

ら坂下の方向に向ったというのです。低空飛行でいって

わからなくなった。

中曾根尾瀬沼の方もとびました。通信筒落してお前

は遡難者か，遭難者じゃないか巡難者じゃなければ早く

山の中に入れ（笑）

松原受とるまでまってた。

中曾根近くをまわっていたら山の中に入っていきま

した。

発 見

北条見つかった時は苗畑の見まわりに朝8時半に自

励車にのって出かけ，苗畑をまわりはじめたところに営

林署から飛行機が見つかったという脳話があったので

す。とにかく一時でも早く行かなければならないという

ことを考え，すぐ連絡して現場へ駈けつけたのですが，

現場へ着いた時はまだ警察の方一人と，部落の方が二人

しかいませんでした。

富田発見されたというので，今市へ行ったところ

「篇田君大変だよ，遺族が今日の10時に上野を発つら

しい，これをどういう具合にするか，もう一つどうも消

防隊の渡辺登という人が捜査の途中谷にわけ入って死ん

だらしい」と仰木さんにいわれ返事のしようもない有様

でしたが，とにかく現地へいって判断するよりしようが

ないからというので現地にいき寮した。水上へ一行がつ

いたのは1時ごろだと思います。まず飯も食わないで遺

族をどうするかという会議です。とりあえず遺族たちは

明日の朝7時頃に会津若松に驚くから若松でおろそうじ

ゃないか，現地に来てもらったら混乱するばかりだ，と

いうことで我灸は山へ登って遺体を確認して，もしも運

べるものであれば会津若松まで逝体を運んでそこで最後

の別れをさせてダビにふすようにしょうじやないかとい

うことになった。あくる朝6時頃から山へ登って遺体に

接したが，その時にはもう腐敗しておりました。これじ

ゃとても下まで運べない，ここでダピにするより仕方が

ない。とすれば遺族の承認を得なければならない。「富

田君ついてこい」というので仰木さんのお伴をして2人

で山を下って会津若松に行った。その途中で「富田君お

前どう遺族に説明するか」といわれた時はもう返事が出

来版かつたのです。十分間く・らいだまってた，「仰木さ

んもうしょうがないじゃないですか本当のこといいまし

ょうや．･･･運べんと」，会津若松にもってこられない，

向うでダピにふすよりしょうがない，女，子供はとても

行かれない，見せたくないですから男だけ運ぶ，とにか

くぶつかって彼らと話して決めようじゃないかと2人で

腹をきめて行ったのです。何とかいう宿屋，そこへ仰木

さんと私が着いたら新聞記者が待ってるわけです。2人

で頼んでとにかく待ってくれ，あとで発表するからと，

とりあえず遺族の方の話し合いをつけなければならんと

しばらく待ってもらって，仰木さんが辿族全体の前で話

したわけです。みんな泣いてる。結局「じゃあおまかせ

します」ということになって，遭難者1人に男1名とい

うことになって,青木さんの方の市川さんのお姉さんが，

これは男勝りだから男並みと認めて，これでゑんな1名

づつとその他関係者を仰木さんと私とでお伴して山へい

き対面をしたわけです。

丸山ダピの模様の話がありましたが，当時の金沢署長

が戦地でダピにふした経験があるというので，あの人の

指示によってああいうところですからあの辺に落ち‘てる

枝葉をたくさん積象重ね，薪なんかも入れて火をつけた

んですが，まったく黒煙天をつくというかっこうでし

た。ただ心配だったのはその次の朝，目がさめるとぽつ

ぽつ雨が降ってたんで完全にやけたのかどうかというこ

と，ところが行って象ますと完全にやけていましたので

安心しました。

松川とにかく一どきに六体もですから大変だったで

しょうね。

堀巡体の検視にたちあって納棺する，火葬の準備を

する，会津若松の営林署の方凌は実に手ぎわよくやって

下さり，私ども実際感心いたしました。

北条警察署長がきまして，医者はちかいうち来るか

ら検視さえすめば渡しますといわれました。発見してし

まったからというので，一安心してしまったのですが，

さてどうするか，どういうふうにしたらいいか，ちょっ

とわからなかったのです。それが川田という人がこれも

軍隊でそういう経験がある，「大丈夫だから心配しなさ

んな」というようなことで無事にす染ました。

原因は？

中曾根私の推定ですが会津若松の上空をぐるぐ患廻

つたのは位置の確認をやったんだろうと思うのです。郡

山か会津若松とどつちかに着くと思う，それで探照灯つ

けてく・るく･るまわった郡山なら，まっすぐ南にくれば字

－27－



座談会森林航測機遭難事件を省ゑて

都宮，宇都宮はホームグランドですから夜でも降りられ

る，あれだけの腕をもってればできます。それを間違っ

て下ってきて前に高い山があって引っ返してきてぶつか

った。

松原郡山と若松と間違えた。

中村メモとってるが，「郡山の灯が象える」「その前

に三沢入らず」「松島････」その次に「郡山の灯が象え

る．．．.」おそらくそうだと思います。ADFがしいてな

いのです。普通セスナぐらいの飛行機でもNHKなら東

京が入る，すると自分の飛行機がどの方向にきてるかわ

かる。すぐ自分の位置が確認できるがそれが出来ない，

ですから無線機が童ず故障したのが原因じゃないか。

堀きかなかった，それが致命的打撃です。市川さん

がベテランですからそういうものにたよらないで至中飛

んでいた，いざ使おうとした時に故障だった，それで位

置の確認が出来なかった，それが事故のもとですね。

当時をふりかえって

松川田ノ本君ほ北海道で待ってたわけだね。

田ノ本私は支笏湖の森林調査をする準備で先に行っ

てたわけです。25日9時に着くというので迎えに出て

おったのですが，いつこう着かないのです。どうしたこ

とかと思って’0時半までまっても，飛行機が30分遅

れれば考えなければならないのが，着かないのです。航

空局に電話をかけて羽田を発った時間と6人乗ってくるの
を確認している。9時半には着かなければならないわけ

だ，’0時まで待ってそれから航空局の人と相談したら，

'0時にばじめて全国の飛行場と連絡して情報入れたんで

すが，なかなか航空要員お粗末なんです。答えをしなけ

りやならんから何かいうというような調子で全然信用出

来ないのです。何時ごろきたけれどもおりずに引き返し

たらしいという。三沢のがいちばん正確らしい位で時間

は忘れましたが浜松付近から今この付近通ったとか，て

んで信用出来ませんですよ。’1時堂で心配しいしい待っ

ておったんですが待っておっても着かないし全国どこへ

もおりてないのです。それではじめて東京に事故らしい

から早急に手配するように電話を入れましたが。

松川それは永久に待ってもこない。航空局で情報を

調べた時に他の飛行機は絶対飛んでません，日本も米軍
も飛んでませんといいましたが…．

松原実際は飛んでたんですね。

中村飛んでたに違いないのです．只見から柚枝岐，

川俣温泉，西大橋の線を11時45分頃飛んだのがある

との憎報を得て現地に行って音を聞いた人に会って，ど

ちらに飛んだか何故’’時45分だと思いますかという

ことまで確認しました。その頃はガソリンはとつくにき

れてるはずだけれども自動車と違いましてガソリンがな

くなるまで飛ばした人はだれもないものですから，飛行

機関係の人は本当に5時間なら5時間でガソリンがきれ

るかどうか責任もてない，それで航空局で他に飛んでお

りませんといえば我変の飛行機しかない，ところが11時

45分に一直線に飛んでるんですから絶対に他の飛行機だ

と思ってたんです。

松川しかしこの東京にいて夜，昼なしの情報をきき

ますね，じっとしているのもなかなか忍耐がいるぜ，僕

も一時こっそり東雲の飛行場へ行ってビーチクラフトに

乗ってやろうと思ったら，ちゃんと電話がきて乗機拒否

さ･いやんなっちゃった。（笑)。

仰木いやきっとこれは乗りにいったんだろうと思っ

て。（笑)。

富田それはわかります。じっとしているのが一ばん

つらいです。

松川2週間一歩も出ない。これにはまいった，早く
みつかってくれればいいと思って。

丸山現地にいて情報入れてすぐさく．りに入るという

のはよほどらくです。

松川ただどうしようもなくて，状況判断してメモし
ているがわからないのだ。

今後の森材航測に望む

松川遭難の状況をいろいろお話いただき，誠にあり

がとうございました，一つこの機会にしめくくりとして

現在の森林航測の状況，また今後あるべき婆などについ

て一つとらわれないご意見をちょうど官庁の方もおられ

ますし，民間の方もおられますのでお話合いいただけた

ら本当に追悼の意味をなすのじゃないかと思います。一
つよろしく。

富田私からいわしていただきます。私実は意地を張
って毎年山へ行っておりますが，人間が一つの理想に向

って進んで行くためには常に一つの発ぶんがいると思

う。ところが現在の日本の状態をゑまするに有利な方面
には向い霞すが，なかなか立派なことに挺身していこう
という人は少ないのです。これがあらゆる事業を横道に

そらしているんだろうと思うのです。そのために少なく
ともこの6人の尊い犠牲というものによってわれわれが

曲りつつある心をまつすぐにしてそして進んでこの仕事

を正常にもって行きたいということ以外にないのです。
そもそも私どもがこの仕事を作りました時はいわゆる本

当の日本の航空測量の技術というものを向上さすという

ことと同時に技術者の更生福利，これも十分満足さぜた

い。そして投資された資本に対しては適正な配当をし

て，そして事業的にもあるいはまだ労組の関係において

《
宮
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本来の使命を達成するようにここでばつきり筋を通して
もらう。測量指導部朧具体的線でいえば切りはなすべき
じゃないか。さらに経営方面の調査をやる特長のある会
社をこの際作ったらどうか。いずれにしても技術の普及
を中心にするセソター的なものの組織と企業的な組織と
を切り離してそれぞれの道に徹して行くことが必要だと
思うのです。石谷や，仰木さん，枇瀬さんに関係者の方
といろいろ意見をまじえていただきなんとかこの測量指
導部をさらに発展的な行き方にもっていくにはいかにす
べきか，という意見をもってるわけです。

松川日林協の方でなにかご意見ないですか。

中曾根堀君の意見のようでしょうな。
松川普及セソダーといったものと分けて事業部とい
ったものを会社にするか，なににするかはっきり打ち出
して，それも今ある会社の中にわりこんでいくのではな
いものをですね。

富田だからこうしたらいいですよ。国際もパスコも
アジアも統合しようといえば多少の磨擦はある，統合し
ようと思うのに自分が重役になろうと思ったら出来な
い，統合したらどいちゃう，そこでおたくの方から統合
がはじまってくれば出来る。

橘谷なかなかむずかしいですよ。同じような会社を
作るのなら意味ないです。

松川意味ないよ，マイナスだ。
富田それは今これだけたく山あるところに新しく作
ったら笑いものになるだけですよ。それを統合して作ら
なければ。

橘谷それは理想的ですよ。

堀理想がなければ伸びません。

松川一つそういう点で大きな方向を夢にえがいて実

現するしないは別として，とにかくやろうということに

なれば石谷さんとも相談して，官庁，準民間団体こうい
うものが一諸になって研究機関でももちたいものです。
富田堂だとやっていいと思います。日本の航空測量

の将来について常に論議していいと思います。

堀私はおどろいたんですが，この前2日間研修会を
やったのですが，受講者のほとんどが空中写真の使い方
を全然知らないといってもよい。

橋谷営林署では金庫に入ってるんじゃないですか。
中村写真の活用が足りないですね。
堀だから特定の人間が代っちゃうとそこでストップ
する。この際組織的に研修やっていかなければいけな
い。

松川それじゃ大変長時間になりましたのでここでう
ち切りたいと思います。結局結論としては，航空事業の

主体性をたてる研究機関をもとうと，それで結能峠の大
機牲をつぐなわせてもらおうと，こういうことですね。
どうもありがとうございました。

も理想的環境を作りたいというのが念願でございまし

た。日本の航空測量着世界的な水準に到達せしめる方向

に向っていかなければいかん，そのために関係者はこの

考え方に迩進していくべきです。今年度の予算で日本の

国土の基本地図を作成するという10カ月計画が発足し
たのですが，これに対して日本の航測の育ての親である

林野庁や，童た日林協がもう少し指導的立場にたって積
極的に働きかけて行くべきだと思います。、

松川いやどうもありがとうございました。横瀬さ

ん，個人的騎考えで結構ですからどうぞ。

横瀬私は実はいつも航空写真から2，3歩離れてい
るものですから直接の数字，指導方針はあまり自分で議

論したことないのですが，新規撮影が国有林，民有林あ
わせて7千町歩あります。最近県なんかに行ってみます

と，長崎県などはほとんど全部航空写真とり終れるくら
い進んでる，去年いった鳥取県はもう2，3年で全県，

岡山も大体8割ぐらい終ってるということで，森林調査
の象ならず新しい航空写真ほ各種の計画的総合開発の埜

礎になると思います。今後こういう調査をのばして仕事
の面に活用していくように努力しなければいけないと思
います。技術的内容は堀さんが専門家でよくご存じと思
いますが，さ来年から民有林関係から森林計画制度が改
るわけですが，そうなりますと安い経費で能率の良い仕
事をやるため，もつと航空写真を活用することを今以上
に考えていかなければならないと思います。

堀私は林野庁で，あるいは現地に出て営林局の作業
の部門から航測というものを眺めてみた場合，国有林経
営の内部的な面からこれをもう少し本当に使えるような
形にしていかなければいけないのじやないかというとこ
ろから，今までの林野における空中写真の指導仕事の
進め方について最近検討してゑたわけですが，蓑だ椛想
としてははっきりきまっておりませんが，近頃非常に沢
山の群小会社がでてきてわれもわれもということでいわ

ゆる利純追求のみの一旗ぐみが出てきた。これを適正に
営林局署，あるいは都道府県の林業において利用するに
はなにか組織を作らなければならない，これが石谷さん

の考えた測量指導部です。日林協でやって行こうとでっ
ちあげたわけですが，その当時に今ここにおられる橋谷
さん，堀江さんが中心になって仕事を始め，これから伸
びる段階で座折した，その後の指導部の行き方がかんま
ん化したと私は承てるのです。それと最近技術革新とい
うことであらめる経営管理技術が普及して新しい機械を
入れて有効に活用して経営の成果を上げてくという動向
に対する技術協会のあり方はどうなんだという批判が私
の胸の中に出てきている。日林協本来の使命と測量指導
部という事業部門をとり入れた日林協の運用のあり方が
これでいいか，将来空中写真を拡大していくには，やは

り一つの事業的センスの上に立って事業の経営合理化，
技術の普及は普及としてやらなければ伸びないのじやな
いか，という気がするのですが，いずれにしても日林協

一
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第5回世界林業会議に出席して

荻原貞夫

の中では一番美しく清潔な感じを受けたといいたい。ア

メリカが世界の林業会議の開催地としてこの西北隅のシ

ヤトル市を選んだ理由としては，同国の北西部地域に国

有林をはじめ優良な針葉樹林が多く，従って古くからこ

の市を中心に木材業が発達している点であろう。もう一

つの理由として，当地の8月の終りから9月へかけての

平均気温が17℃という万人向きである点も，出席する

前から想像されていた。しかし実際に出席して見て，会

場としてのワシン1,ン大学の美しさも主要な条件の一つ

ではなかったかと，誰しも感じたことと思う。この大学

は以前は現在下町の中心地になっている場所にあって，

今ではそこに当市随一のオリンピックホテルをはじめ，

種灸の事業を経営している関係で莫大な予算を持ってい
るのだそうである。

学内の中心にある学生集会所(StudentUnionBuil-

ding)を会議の本部QXubと呼んだ）とし，役員室，

事務室，案内脈郵便局，銀行出張所などを置き，地階
の学生自給式食堂はそのまま会員の利用に役立たせた。

この二階の講堂と他の二つの建物の講堂を総会および部
会の議場にあててあった。これら会場設備について私た

ち日本人が奇異に感じたのは，会場や本部設置の建物の
前面に立看板や貼ポスターなどが一向に見られないこと

であった。ところが，大部分の参加者が宿泊している学
生寄宿舎のロビーには掲示がある。また最初にHubに

行って登録をして会費25ドルを支払うと，会員章と一
諸に本大会のマーク入りの書類入を呉れ，この中には会
場の図面や会磯に関するプログラム，会場案内，その他
一般的通知書類に加えて，シヤトル市およびその近郊の

案内図書まで入っているので不自由ほない。総会の議場
となった大学MeanyHallの入口にも掲示板は見られ
ず，内部に参加国の国旗が飾られていただけで至極あっ
さりしたものであった。

各会議場の入口のデスクにはその日の講演内容のプリ
ントが並べられてあり，自由に入手できる。また当日以

外のものについては，申込用紙に希望するプリントの番
号と国語を記入の上，署名として本部の印刷物係に提出

すれば即座に渡してくれる。プリントデスクの付近にイ

ヤーホーンの掛棚があり，各人自由に使用できるように

なっている。それらは公認3カ国語すなわち英，仏，西

のどれでも聴取し得る小型ラジオであり，扉の外でも役
立つ。

会議の性格

去る8月29日から9月10日までの13日間，第5

回世界林業会議がアメリカ合衆国ワシントン州シアトル

市で開かれた。この会議は戦後は国際連合FAO林業部

を背景として開催国の政府が公的の主催者となる林業林

産界の最も大きい規模を持つ会議である。したがって林

業行政官，技術者，学者，研究者はもちろん，山林所有

者，木材業者その他林業林産に関係のあるすべての人が

メンバーとして参加し得るほか，それらの家族も準メン

バーとなることができる。この会議の前身としての第1

回は1926年にローマ，第2回は1936年にブダペスト，

この間に第2次世界大戦が介入して，第3回が1949年

にヘルシンキ，第4回が1954年にデーラダンの各地で

開催され，今年第5回を迎えたのである。

主催国アメリカはこの会議が西半球における最初のも

のという意味からも非常に力を入れ，早くからその単備

にとりかかった。まず国務長官ハーター氏は政府関係

者，林業教育関係者，林業団体，組合，民間業者など広
い分野にわたって44名の組繊委員を任命し，委員長に

はU.S.A・山林局リチャード．E･マッカードル氏を指

命した。同委員会はさらに各種の実行委員会を設けて，

合計約270名の人煮が準備実行にあたったのである。こ

の間,FAOが全世界的組繊を通じて，この活励を援助
したことはいうまでもない。

この会議はハーター氏あるいはマッカードル氏の声明

にもあるように政治的色彩を持たぬ純科学技術的性絡の

ものである。その目的は，広範な国際的規模における情

報交換と意見開陳の機会を持つことによって，広義の林

業の科学面と実行面を進歩させる点にある。なお，国際

的基礎における林業指導者と技術者の接触の機会を与

え，全地球上陸地の約1/3を占める世界森林資源の，合

理的開発と利用面における国際的協力の促進培養に貢献
する。

この会議への参加国は71カ国，会員数は1,600余名

で，そのうち外国人は約740名であった。

会場

会場はワシントン大学の機内で，シヤトル市のワシン

トン湖のユニオン入江に面した風光明眉な岡の上にあ

る。この大学の建物は比較的に新しいが，校庭の芝生，

花壇，樹木とともに実に美しい。私が今まで訪れた大学
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戸

荻 原：第5回世界林業会議に出席して

股も多くの会員は大学の学生寄宿舎に泊る。12階建の

四角形モダン様式のピルが2棟並んで，大学の至近のと

ころにある。ほとんど2人室であるが私どもには1人に

1室を与えて呉れた。自動式エレベータ，各階ごとにシ

ャワー浴室，数階ごとに小さいロビーがあるが，1階と

地階の大ロビーは豪華である。食堂は自給式で朝食だけ

が賄われた。この会場に近い宿舎から，毎日美しい校庭

を通って会議室に通うのはなかなか楽しいものであった

会議

会談のIﾖ程は次のようである。

月日午前午後

（8．28登録同左）

〃29登録開会式，第1事務総会

〃30第1－般会議第2一般会議

〃31第3一般会議専門部会

9．1専門部会見学

〃2～5専門部会（ただし9月4日午前中は自由

時間）

〃6見学見学

〃7専門部会同左

〃8自由時間第2総会

〃9専門部会同左

〃10閉会総会

開会式はMeanyHallで簡単なステージシヨーから
始まった。地球を背景として針葉樹が立ち，その周囲に

鹿(Wildlife)滝(Water)斧(Timber)ハイカー

(Recreation)羊(Grazing)という多目的利用の対象

を配し，上半外側にFIFTHWORLDFORESTRY
CONRESS,下側にUSA･1960と入れた本大会のシン

ボルの大型セットが正面に飾られてある。この前で森林

の多目的利用にちなんだシ霊一が行なわれた。これは素
人らしい数人の子供と大人に犬と羊を交えた「世界の森

林に敬示し」という無言劇で，その素ﾎﾄさがかえって印

象的であった｡その後で山林局長の開会宣言,大学総長，

市長，州知事，などの歓迎挨拶，農務長官,FAO事務
局総長の演説があった。これに続く第1回事務総会では

役員選出が行なわれ，会長には主催国山林局長が選ば

れ，さらに会畏代理にはソヴィエット，と第3回と第4
回のときの主催国フィンランドとインドの代表ら3名が

選出された。これはどちらかといえば儀札的な役といえ

る。副会長には主要国5カ国の代表が選ばれたが，日本

の林野庁の山崎長官も，もちろんその中に加えられた。

この他10部門におよぶ専門部会の議長，副議長および

報告係などがそれぞれ異る国之に割当てられた。

翌30日からいよいよ本会議が始まった。この日の一

般会議は午前午後を通じて，森林の「多目的利用」を主

題とするものであった。31日午前中の一般会議で緯「世

界林業の進歩」という主題の下に,FAO林業部門6地

域の各事務局からの報告ならびにソビエット代表のソビ

エットおよび東欧地域に関する報告が行なわれた。同日

午後から10部門すなわち造林と経営・遺伝と品種改良
・森林保護・林業経済と政策・林業教育・林産物・森林

牧野流域・森林休義と野生鳥獣・伐木と作業・熱帯林な

どの専門技術会議が3カ所の会場に分れて開始された。

これらの識演に対しては会議前にあらかじめ各国に論文

要旨の提出を依順してあった。それには一般と特殊の2

種がある。前者は会議の組織委員会の要請により，それ

が定めた課題に対する公式発表をして討議の基礎とする

もので，本文4,000語以内で600語の要約を付ける。後

者は会員が自由な課題（本会議に関係ある）について発

表し得為もので，語数は前者の半分であり，会議におけ

る発表は時間に余裕のある場合に行ない得ることになっ

ている。今回のわが国に要請して来た一般論文ほ次の7

種であって，その内容は次のようである。

1．森林病害の国際的蔓延

2．山林火災璽延についての研究

3．日本における小私有林経営上の問題点

4．艇民および小森林所有者に対する教育

5．小試験片による材質判定の方法

6．なだれ，洪水，浸蝕防止に関する日本の森林対策

7.1ﾖ本の自然保謹と自然公園

私は試承に一般論文総数165の国別の提出論文数を計

算して見たが，その結果次のような順になっている。

U･S･A49,ドイツ12,カナダ11,イギリス・ス

エーデン各9，オーストラリヤ6，フランス5，ソ

ヴィエット・フィンランド・インド各4，オースト

リア5，その他2以下

わが国の論文著者の出席は少なかったが，山崎長官の

英断で，出席者の中から代講者を選び全部の発表を行な
った。こうしたことは少なくとも林業方面の国際会議に

．おいては従来見られなかった活躍ぶりであった。

ここで，ついでに日本からの出席者について一言すれ

ば，総数では前代未聞であったといってよい。山崎長官

を始め，紙パルプ連合会の水野副会長，東大林学科の

嶺，加藤両教授に私，農大吉川講師など，それにアメリ

カに遊学中の北大の武藤助教授，林業試験場の横田技

官，油木，林，大橋（アヲスカパルプ）の3農学士な

ど，さらに世界林業視察途上の林業懇談会員15名とい

う陣容であった。ちな承に前記の代講については，アメ

リカ遊学中の青年層の活躍こそなかなかの見ものであつ
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荻原：第5回世界林業会議に出席して

たことを忘れてはならない。

その他

会議中の短い見学のほかに，会期前後に5日ないし12

日程度の7地方に分れた視察旅行があった。日本の参加

者の大部分ば西海岸地域すなわち戸スァンジェルスから
サンフランシスコを経て剴一レゴン州を縦断してシヤトル

に至るコースに加わった。私は不参加であったが，加藤

教授の話によれば，「朝早くから夕方遅くまでスケジュ

ールが盛沢山のバス旅行で勢力消粍」とのことであっ

た。私も11年前第3回会議の折に涼しい北の国フィン

ランドでの旅行の苦しい経験を思い出す。これは外国人

との体力の問題か，あるいは語学のハンデキヤップによ

る頭の疲労も加わるためか，その辺の事情はよくわから

ない。しかし将来，もし日本でこのような催しをする場

合には，できるだけゆっくりしたスケジュールを作るべ
きだと思う。

国際会議につきものの招待饗応はほとんど毎晩のよう

にあった。USA会員，林業関係団体連合，ワシントン

大学総長などの主催するパーテーなどで，そのいずれも

がカクテル式であり，ただシャトル市が中心となって主

催した最大の公式ディナーだけがテーブル式であった
が，それも席の指定はなかった。

会期のなかば頃の午後に植樹式が行なわれた。大学寄

宿舎の面する街路の芝生にすべての参加国がそれぞれ自

国を代表する樹木を植え，これを本会議を記念する国際

友情樹帯(IniernationalFriendshipGrove)として永

遠に保存しようというのである。軍楽隊の後に各国代表
が左側に国旗を掲げる少年，右側にシャベルを持つ少女

を従えて行進して来る光景は開会式のステージシヨーと

は対象的になかなか派手であった。山崎長官はアカマツ

を植えたが，その位置が式台近くの良い場所であった。
あとがき

13日間の会議は予定通り無事終了した。私はもつと会

議の内容を科学的に詳しく述べなければならなかったの

かも知れない。しかし，飛行機の荷物制限のたあ，会議

で集めた書類を全部船便で発送したのがいまだだに到着
していない。また後日林野庁その他で会議に関する重要

記事の詳細をぼん訳発表することと思う。目下，林業技
術編集子から請われるままに簡単なメモと記憶だけから
この雑文をなしたことをお許し願いたい。

稿を終るに当り，本会議に出席して痛感したことは要
請論文数の点ではもちろん，その他種々 の面でわが国の
林業技術が想像以上に高く評価されていることであっ

た。このことは従来の外国林業知識の輸入偏重から，外
への輸出を必要する時代が来たことを物語るものと思

う。（昭和35年10月19日）
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働らく手を美しく護る

麓難篝’
形も良く丈夫で

価格も安い

興林靴
あるき良く疲れない

構造

1．堅牢なボックス

ｈ
ｌ

、
揮
凋
蝦
邸

翻
～

めOさ民く波れない ：雷苗畑，造林，製炭，伐木，
｜実47290§造材,運材,土木など既に構造

｜誇羅号薫灘鵜手常な〃1．堅牢なボックス

2．底は皮床に上質ゴム底縫蔚け

3．ゴム底は耐油,耐酸性で耐久力大＃構造甲部は上質のトリコット綿を使用し,掌部と
4．特殊構造で岩石地でも滑らない 各指は牛革（クローム藻，牛床革）で作られた作
種類と価格 業用手袋です。総革軍手は甲部も牛床革製です。

I特長，．綿軍手の,3倍以上の耐久力があり童す。
NO.1短靴¥2,1001.~~~2:綿軍手の4.5倍の耐久力があります。
No.2編上靴¥2,300 3．屈伸容易で作業に至便です。

4．塵挨が侵入しないから手が汚れません。

No.3半長靴¥2,900送料実費申受1規格大,中,小の3種(総革軍手は大の象）
No.4長編上靴¥2,900(縞上ﾒペﾂﾂ)!価格嘉島幸}｣双190B(送料実費）
No.5脚絆付編上靴¥2,900(縮上パﾝド付う|(5双以上の御注文には送料をサービスします）

説明書差上げます。

外林産業株式会社発売

東京都千代田区六番町七森林記念館内振替東京17757番
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いたしますと，

（1）生存競争に弱いこと

アカマツはクリ，マキ，ナラ等の喬木性のものと混植

するとアカマツが負けて立械病に侵されやすい。

侶）上根の多↓､こと

アカマツの栄養根は主に地表にありますから，雑草根

が生ずるとスギの上根が発達しない。

（3）樹根の相対現象が著しいこと

アカマツは樹と根が相対的に馨しく現われています。

幹が長くのびる樹は直根が深く伸び，枝が長くのびる樹

は側根が長くのび，小枝の分岐が多い枝根が多く，蕊が

密についている樹は鏡根が多くできています。

（4）蔭が不足すること

アカマツは陽樹で蔭の少ない樹であります。山地では

50％を越える班はありません。それでは根もとが乾き

すぎて，マツは成長せず次第にはげ山となり山はますま

す荒廃します。

だからマツ林には必ず雑木がふえますが，これをきっ

てしまうため，笹や茅が生じ地表を侵すのでマツも成長

が鈍りマツタケもふえません。故に雑木も童た必要であ

る事がわかります。

アカマツの付近には漉木（ツツジ，ネジキ，ヒサカ

キ，アセピ，リョウブ，ソヨゴ）等の雑木がはえて地表

に蔭をそえるから良いのであります。スギ，ヒノキに

は，自体で80％以_上の陰を作るのでその必要がないの

です。

しかし，マツタケ林はスギや雑木等が茂りすぎて，林

の中が薄暗くなるようでは悪く，マツタケ林には垢よそ

65％～75％の総合被陰度（マツと雑木による蔭の度合）

が良いのであります。

雑木の必要量は基礎条件により決め，山地の向き，土

質，斜面の勾配等の諸因子により雑木の必要量は遮って

きます。

目的の山地が南向きで，土は砂質，斜面の勾配は30度

以上の林は雑木の陰は最高造の50％が必要であります

が，北向きの山地で，植質土，斜面の勾配30度以下の

林は鐙低の30%が良いのです。いろいろな条件のもと

で調べた適当な被陰度を簡単に示すと次のようになりま

す。

被陰度表

マツタケの

増産について

’
金行幾太郎

このたび，協会よりマツタケの増産について，起稿御

希望でありましたので，マツタケについては50年ほど

研究を続けてまいりましたので，その得た結果を御伝え

いたします。

‐マツタケはわが国におけるきのこ類の王者でありまし

て，風味もよろしく利益と趣味の両面からゑて，これが

増産をはかることは緊急事業の一つであります。

マツタケの増産は菌糸の繁殖にあり

一般にマツタケの増産といえば，単にマツタケを多く

はやす事の象考えますが，マツタケの本体は菌糸で，年

中繁殖しつつ昼夜の平均温度が22度になった時に花が

咲く，それがマツタケでありますから菌糸の繁殖をはか

らねばなりません。

マツタケ菌の特性

（1）清浄なる土質を好象，有概質や，汚水の流れ込む

所には生じない。

（2）他の害物に侵され易い

雑菌または拮抗菌，あるいは雑草根等に侵されるとマ

ツタケ菌は繁殖しない。

（3）マツタケ菌は輪状に伸びひろがる

繭糸は円形に伸び砿がり，底にも深く仲びる。輪状に

伸びた中には拮抗菌に侵されるからマツタケは生じな

いo

以上のような事を考えると，マツタケ菌の繁殖迄は適

地が必要であることがわかり童す。

菌糸の繁殖は適地の利用にあり

適地はスギ，ヒノキ等の育たない瀞地のアカマツ林

で，母岩ば花崗岩，砂岩等で石英を含むものが良い。こ

のような適地は地方により沢山あるけれどもこれを利用

されていない。

適地の利用朧アカマツの特性をいかすにあります。

アカーマツには特性があります。しかしそれを十分活用

されていないため，アカマツも成長が鈍り，マツタケも

嫁えないのであります。アカマツの特性について説明を
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金行：マツタケの増産について

雑木がたかく茂りすぎの林

改良した林

マツタケ増産の根本条件は被陰度の調節にあり

マツタケがはえるのも，はえないのもゑな陰によりま

す。上にアカマツの陰があり，下に雑木の陰があるとき

は重複するから地面に映る陰を総合被陰度といいます。

基礎条件は山なで異るので（その山にそうように）被陰

度表を見て改良して行かなければなりません。

被陰度を調節すれば，マツタケ菌は繁殖します。今ま

では陰の条件が良くなかったので菌糸網を作らなかった

のが改良造林によって，被陰度を調節すればマツタケ菌

は繁殖し，菌糸綱を作ってマツ鋲ケが沢山はえるように

なります。

しかしマツの樹令が30年以下の山は人工播種によっ

て菌糸繁殖を促進しなければなりません。

人工播種

因なくして万物生ぜず，というように，マツタケにも

種子があります，すなわち胞子であります。胞子は開い

たマツタケの裏にあるヒダの間に実り室す。肉眼でばた

だ白い粉のように見えますが，顕微鏡で観察するとよく

わかります。

胞子の採集は，清水の中にヒダをかき落して，手でよ

くもみ砕き，それを布ごしして胞子液を作り童す。水の

量はマツタケ4009に対し，清水1～1.5升が適当でし

ょう。

胞子液は24時間かかると発芽します-から，それより

前に適地に播き終らなければなりません。播き方は櫛型

の播種用器を用い，歯形の穴をあけ，それに胞子液を注

入すれ城，すぐ．惨透しますから，穴は演さないで落葉を

2～3寸凝っておき重す。2～3年の後マツ歩ケがは

えますが，初年にば開かせないで「つぼみ」で採取しま

す。開かせて採ると翌年はふえないからです。

以上のようにして，マツタケの増産をはかりますが，

一度改良造林を施業しても，5～7年経過すると雑木は

高くのびて茂りすぎとなり，被陰度が多くなりますか

ら，次のように作業を行なって下さい。

マツは立木数が多いと枝張りが良くないので徐盈に間

伐を行ない，残る木の枝張りを促します。この作業は2

月末までに行ない，雑木の間伐，剪定，摘芯等は3月末

までに行ないます。

落葉をかき起して，害菌，害虫，山鼠等の害を防ぐの

は4月中に，雑草や葡木の刈倒し，雑木の徒長枝剪定は

8月中に実施します。以上を怠らず繰返し毎年実施すれ

ばマツタケの減産とはなりません。

林を観察する3原則

1陰，2根．3菌糸

これが林を見る3原則であります。

陰とは，一度林に入れば陰を見て，この林はマツタ

ケがはえるか，はえないかが喧感される。雑木が商いと

マツダケははえないばかりでなく，マツの幹が太らず葉

は茂りすぎて被陰度が多くなります。このような山は総

合被陰度80%以上で林の中は赫階く見えます。

陰が一番大切でありますcまた，雑木が刈り取られて

雑木のない林は雑草がほえているか，あるいは禿山に近

い山でありますが，このような林に朧「ヤシヤブシ」を

植え蔭を造ってやります。

ことに落葉を採集しないことが大切であります。蒋葉

ほ地衣といって，山肌を保謎するものですc

根次にこの林妹根がどうであるかを染ます。マツ朧

樹を見て樹根の相対現象でわかり蛍す。蓑た，他の大シ

ダや小笹がふえているようでは，松の根が浮かないので

菌糸網が出来ないというようなｦ'1fがわかるのでありま
－

3o

菌糸菌糸は地表にある落葉をめくって承て，下にあ

る菌糸が純白であればマツタケ菌でありますが，少し黒

味を帯びていれば「マツパサシ」あるいは拮抗菌が生じ

ています。このような所は，落莱のかき起し作業をして

菌の死滅をはかれば効果的であります。

－34－
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金行：マツタケの増産につい て

マツタケ増殖法要領
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の
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溌奪謬縄蕊鱒
すべての煮裁頁も生じない

庇陰木の不足する
所には「ヤシヤブ
シ」を補植して被
陰度を調節する

5075

％度

525

期年 |：
良

造

｜
’

40170

％度

お
年
以
上

６

期

林

’

適地を選んでマツタケ
の人工播種を行ないマ
ツタケ菌の発生と菌根
の繁殖を計る

林相に注意し，雑木の
間伐・断伸，枝の剪定
等を行ない被陰度を一
定に保つ

1

饗織讓霊
これがマツタケ菌
の扶養土である

既成林管理法によ
り季節的の手入れ
を行なう

｡

地上に堆積した落葉をかき起し雑
菌と山鼠の害を防除すると同時に
アカマツ讃根の族生を促す

マツタケ菌の繁殖により健全なる
アカマツを育成する

I

釦
％ 2

2
、

I’
－

高くのびた雑木の
付近はマツは育た
ない

1期

’
｜
釦
％

お
％｜

b

O

’

地面が乾燥して土
中の水分が不足す
る

生きた下枝を切り落すから樹冠の細い
劣勢木となる，栄蕊と水分が不足して
極度に成長が遅鈍する

立木数が多ければ樹冠は小さく幹は細
い，立木数が少ないと幹がIMIる

雑木を全部伐採するため雑
草が生じるからマツの小根
は表土中に殆んどなくなる

雑木の株から芽が芒々と生
じ上根が沢l｣_1生じて表土中
を占領する

雑木の芽と雑草と同時に刈
りとるからますます地表の
条件が悪くなりマツタケ菌
ほ生じない

雑木が1丈以上も伸びて林
の中は薄暗く見える，下枝
はなくなり，上部が茂るか
らマツの幹は貧弱である

妬
度
一
釦
度

ア
カ
2期

一

｜
銅
％

マツは芯止虫に侵
されて幹が曲り伸
長が遅鈍する

=マ

3期

シ
在
来
の
造
林

雑草の上

鶴麓
35
根に

o
マツ

度
なる

弱
％
一
釦
度

4期|艤溌職漣懲木，あるいは節’

罷溺織雛識灘醗灘蕊
れて細長い劣勢木となる従って根張り
も悪いからマツタケ菌も生じない

1丈以上も伸
薄暗く見える
なり，上部が
の幹は貧弱で

9090

％度

造林のほどこしよ
うもない林である5期

蕊乳農蕊：
僅少であるマツ鋲
ケも生じない

雑木を全部伐採するとマツ
は雪倒れとなり再び雑草が
生じる

‘期|晋蕊鵠嘉経笠懸蕊驚す

－35－



る国民生活の安定と所得の増大という目標に一致してい

ることは申すまでもない。

これ等の合理化の方策の概要についてながめて見ると

次の通りである。

1．国民経済的合理化方策について

(a)この合理化のねらいは，国民経済の振興と経済

の安定的バランスを確保しうる経済椛造の確立である。

生産と消費のバランス

生産と雇用のバランス

生産と金融のバランス

産業部門間のバランス

このバランスを確保しうる産業椴造の確立を図ること

がポイントになる。これにより闘民総所得の増大が図ら

れ各階層別の所得の均術が維持されるような方籏が樹立

されなければならない。

(b)童たこの合瑠上方策は，合理的経済条件の確立

を必要とする。

すなわ､ら，通信輸送のような経済活動を行なう前提と

なるこれらの施設の合理化が必要である。これは産業文

化の振興をはかる動脈として，燈も重要な施設であるに

もかかわらず，国内の現状は地域的に満足出来ない。こ

れが大きな合型上の支障となっている。国有林内部にお

いてもしかり。

今日の日本経済の非能率がいかにこの部面に起因して

いるかを，再認識すべきである。

国有林経営計画で縦走される林道綱（林道合理化計

画）は余りに経営内部に重点が臘かれすぎはしないか？

少なくとも幹線林道または関連林道は国の樹立するこの

合幽上方策の理念に従って計画され実行せられるべきで

あると考える。

(c)さらにこれを進めるには製品の標率化，生産の

規格化が必要である。

日本に端いては，製品または作業の標瀧化，規格化が

おくれているのではないか？我を国有林経営内部につ

いて見てもこれを痛切に感巷られる･

たとえば経営規程で新しく打ち出された経営仕組の単

位である『施業図』は森林施業の標準化をねらって打ち

出された新しい時代感覚を施業仕組の体系にとり入れた

ものであるが，その具体的な内容が明確にされておらな

い。どの経営計画を見てもその意味をはっきりつかんだ

_I二でその施業団の施業方法を説明づけたものは少ない。

従来のありきたりの表現では副錬実行に当って色盈の問

題が出て来ているようである。

また事業を実行する部門で標準化，規格化，の姿を見

ると，製品事業における造材仕様書や各作業標準などが

作られているが，どれを見ても，これは具体性を欠き，

これらはこの仕様書をもとにしてそれぞれ実情にあった
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国 有林経営合理化は

果して進められているか

（その理念と方策の問題点について）

堀正之

国有林の経営合理上計画が昭和32年漿定され，経営

規定の改正によって一応軌道に乗せたことは，世界経済

の潮流に則応して近代的企業体勢をとるために，その体

質改善を強力におし進めるための前提として打ち出され

ている産業合理化の一藻としておしすすめる意閣でなさ

れていることば今更申す迄もない。

この日本産業の各部で進められている合理化の現況を

握把した上に立って，原始産業と称せられる林業の経営

合理化がどのような姿でおし進められているか？その

主軸をなす国有林の経営合理化の進め方が果して他産業

の要求する速度に歩調がとれているかどうか？すでに

経営計画による聯業の実行が行なわれて3年目になるの

で，この段階で我,､rは広い視野から自己批判し，国有林

経営内部の問題点を抽出し，分析し，その改善案を体系

づけさらに効果的な合理化方縦の推進を図る必蕗がある

と私は考える。この意味から，はなはだ取纏めば阻雑で

あるが，これを機会に有志の方為がこの紙上を通じてさ

らに改善すべき問題点とその対策を論ずる機会が与えら

れればと思い厚顔無知をかえり見ず，縦をとった次第で

ある。

§産業合理化の国内の動向

岡内産業合理化は貿易の自由化促進によりさらに強め

られているようであるが，これにより対外貿易の振興を

図り，国家的にほ国民所得の蛸大を刷ることが国民生活

安定の手段であることは申すまでもない．日本における

産業合理化の型態を見ると，

1．国民経済的合珊上

2．企業相亙間の合理化

3．個別経営内部の合幽上

の三つの型に分類され，それぞれの分野で，合理化方策

が定められ実施されているが，その目標は経済振興によ

_二一

●

■

＝

筆者・前橋営林局作業課長
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堀：国有林経営合理化は果して進められているか

基準を作るのであるという標本的のものを示したもので

あり，これをさらiこ実行指導に当り具体的なよりどころ

のもととなる内容に作成する必要がある。簡単にいえば

これらは事業を実行する作業者に示す規緒として具体的

に使用できるものを作る必要がある。例えば伐木造材作

業基準については，伐木造材手が造材仕様書にもとづい

て素材生産の作業を行なう場合に，昔の歩兵操典にあっ

たごとく，例えば『立ち射のかまえ』の動作を分析し，

その動作の手順を作業安全を含めて明確にその埜単を示

しているようなものが作られれば，その作業の功程管理

→労務管理→安全管理が一本の規格（韮準）によって目

的が果されるようなものを作る必要があると考える。い

かなる部門でもこの標準化，規格化を進めるには，「作

業動作」のWI:究が前提になることが痛感される。また造

材仕様醤に例をとってもお客さんのほしがっているもの

をたくさん作る。単一の規格で鐙産すること。市場で要

求されているものを早く把握して，それを多く出してや

る。これがこの仕様鶴を決める前提になるのではなかろ

うか。ずなわちマーケッティングの活溌なる活励による

蒐集された動いている資料をもとにした造材仕様響を作

成するというアイディアはいかがなものだろうか。

(d)またこの合理化方策を進あるには，資材製品の

流通組織の確立が必要である。

国有林材は産業活動の原材料として重要な資材である

が，これが適時に，適正に，供給される指命がある。資

材の供給を法的規則による前にまず販売指導によってそ

の供給圏を確立するために国宥林は大きな役割を果し得

ないだろうか？少なくとも林政の重要施簸として，この

問題は解明されなければならないと考える。少なくとも

森林という特殊の資産の取扱いが国民経済的見地から認

められている以上，土地から生産される産物（立木でも

素材でも）が，国民生活の必需品である前提に立って，

その経済行為は市場統制・価格統制が国民経済安定施策

として必要な時にはそれが出来るようにする事が，産業

合理化における林業部門の，とるべき行き方ではなかろ

うか？。

3．個別経営内部の合理化

普通経営合理化といえばこの部門のことがいわれてい

る。この方策を説明する前に，まず『経営』とは何んぞ

や，を分析して象よう。

一般に経営とは

篭霊と}の総合し…であるといわれている。
従って経営合幽上は「生産手段」と「労働力」とそれ

の組合せの「結合」という三つの要素について行なわれ

なければならない。

○生産手段の合理化のポイント

これは機械化が主軸をなすもので近代的生産嫌式は，

この磯械設備と補修をいかに合理的にやるかを，合理化

の問題として，究明されるべきである。これをぬきにし

て合理化の問題はあり得ない。生産件の向上を考えても

むだである。国有林の機綱上が促進されるに従いそれ等

の機械のアフターサビスセンターの必要性が特に現時点

で要求されている。

また生産行程の磯械化（流れ作業化）が合理化を進め

る上に重要である。一般の工場では原材料→加工行穏を

へて→製品→搬出→倉庫入→販売の流れ作業系列をとる

が，我々の分野では原材料→製品→搬出→倉庫入→販売

の作業系列をとるので，その流れ作業化の重点が製,儲の

運搬作業（集材行程・運搬行程）に集約される。ここに

作業仕組の改善と標準化とが問題としてうきあがって来

る。作業体型の規格化，標準化について立地級，地形を

因子に含めて検討すべきはなかろうか。

○労働力の合理化のポイント

これば同一労働時間内に働く内容を効率化し，作業を

スピード化する事が重点となる。時に我含の分野におい

ては，この前提となる作業動作の研究がさらに進められ

なければならない。いたずらに磯械を難入してもその機

械の性能を有効に発揮し，労働がらくに，効率的作業を

行なえる作業動作の標準化について,険討が加えられるべ

きである。このためには，作業の計画化・組職化及び能

率賃金制度の確立についてもさらに検討が加えられるべ

きである。

○結合の要素における合理化のポイント

これはとりもなおさず経営管理の合理化である。経営

管理合理化の要素としては

○方針の決定とその指揮

○組織および統制

より組承立てられるが，この経営管理をおし進めて行く

うえに一番大切なことは

1．まずその方針を明確化する事である

国有林においてはその経営目的・経営方針を十分認紬

した上に立って直営生産事業方針を（林野庁・各営林局

で）定め，さらに直接活動の場である個炎の製品郡莱林

生産基盤を明確にし，その事業林の経営方針を確定する

必要がある。これが出来てはじめて経営の科学的管理が

おこなわれることになる。

2．次に生産規模の適正化をする事である

これは．生産技術的条件

・製品の販売条件

一
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・原材料の贈入条件

・金融（資金）上の条件

・経営管理上の条件

等があげられるが，これ等はそれぞれの部門の適正な規

模が検討せられ，これ等が市場との条件に関係づけられ

た総合的かつ具体的な決定がなされなければならない。

この市場の条件があたえられているならば（国有林の

場合は公企業としての市場に対する観念が一般企業と異

なる条件が付加される｡）その限度内において製品の販

売・原材料の附入_上の条件から見れば，生産規模は大き

い程よいと見られている。しかし，この反面経営管理

上の条件である経営組繊が合理化されていればいるほど

叉その適正規模が大きい方が経営｣二有利である。この経

営組織の確立と，これを指揮する経営能力の程度によっ

て適正規模が定まって来ることになる。

経営組繊の合劉上は，機能と職務権限とを明確にし，

機能によって専門化，分業化を出来るだけ行ない，叉職

務権限を出来るだけ委餓し，これらが分化されたものが

合理的に調盤され総合される事が必要である。このため

には業務分析（職務分析）が必要であり，この業務分析

の上に立って組識が合理的に編成され，業務が計画化さ

れ，標準化されていく事になる。

計画化と標準化は，科学的管理の本質的要素である

事を我為は明記する必要がある。

計画化され，標準化された作業においては，必ずその

実績をチェックし，そのコンl､ロールして行く統制業務

が一番大切になってくる。さらにその経営合理上によっ

て生象だされた製品ほ，販売の合理化によって最終的に

は，その事業の合理化の目的が達成されることになる。

経営はすべて生産と販売と直結した姿で合理化され

なければたらない。

我々直営生産事業にたずさわる者として，今後の直営

生産事業の合瑠上をおし進めるには，この経営管理とい

う広い新しい視野からそれぞれの問題を科学的に究明し

なければならないと私は考えている。

新しい科学技術が日進月歩でうしおのように日本にお

しよせている。我公はその潮流にのりおくれることな

く，常に触角をこの面に向けて，国有林内部の経営合理

化を推進せしめ，国民のフダクにそうように努力しよう

ではないか。（35．10．4寄稿）
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林業技術普及における

濃密普及制度の再検討

小部晃

はしがき

私達が，濃密普及という言葉を耳にしたのは，3年前

の若葉の頃であったが，この頃私達は全く暗中模索の状

態にあった。

というのは，6～7年前から設胤されてきた普及モデ

ル村，普及推進地区，これら国の指示とは別に，農業改

良普及のそれをならって県自体で設臘した普及重点地区

など，一連の普及活動のほとんどが，所期の目的にそう

ような順調な発展をとげえていなかった。むしろ私達の

希望があえなく崩れ去ろうとしていたからである。

濃密普及以前

ここで，今少し詳しく，これら一連の普及活動の経過

を概説して馨ると，そのいずれもが発足当初は，なかな

かの好評を得た。また相当の効果も期待できた。

モデル村内に設けられた青年学級に，新しく林業講座

が編成され，その後この中の数名の青少年が中核となっ

て，林業4Hクラブを結成し，村有林をかりてクラブ

林を造って，いろいろの研究にいそしみ，また風倒木の

共同測積，共同出荷をしたりした。

なお，昭和32年度の新農村建設事業では，県内の林

業関係総事業種目のうち，33％がこの地域で実施さ

れた。全国青少年実繊発表大会には，林野面積1,500余

町歩にも満たないこの地域から3名の発表者を送りだし

た。

またこれは，単に普及率業だけの成果ではないかも知

れないが，昭和32，33両年度の造林実鎖では，この地

域の林種転換率は県内妓高を示し，新しく樹苗組合が結

成されたりもした。

ところが，当初においては，このように花をしい成果

をあげた一連の普及活動も，時間が経過するにつれて，

逐次普及活動の主体側も客体側も沈滞の一路をたどり，

改良指導員が現地にのぞんでも森林所有者が相手になっ

てくれない，従って指導にも行き渋るといった悪循環の

傾向が露呈してきていた。

いいかえると，森林所有者に林業経営の重要性を認識

させるのには役立ったが，現実的な技術水準の向上には

筆者・佐黄県造林専門技術員

－38－

へ

③

■

一_



＝‐

a

④

一

小部：林業技術普及における瀧密普及制度の再検討
－一一

大して寄与していない普及のように感じられた。

そこで私達は，132名の普及対象者について，普及事

業に引続き参劃する希望があるか実際普及事項を現地に

応用したことがあるかなどについてアンケートを取って

みたが，その結果は，前者では85露という高率を示し

たが後者では僅か20％足らずで，この現実がますます

私達を不安に追立てた。

濃密普及計画の陣痛

濃密普及という言紫を知ったのは丁度この頃のことで

ある。

もちろん，林野庁からは，計画樹立についての手続や

様式などの指示があった。しかし私達は，私達のこれま

で行なってきた一連の普及活動の適否を再検討してみる

必要があると思った。

そして検討の結果，森林所宥者を一堂にあつめ，春に

なれば植林，夏になれば下刈りといったような講話をす

る形式的な普及で，単なる普及のドウドウめく・りで真の

普及ではない。私達の今まで行なってきた普及は，サヨ

ナラ普及に過ぎない。地についた普及の推進のために

は，現況調査分析の段階で百尺竿頭一歩を進めて，個別

的な経営現況を十分検討し，森林所有者個々が，真に必

要と思うもの，しかもその中で，経営面からゑても実行

可能な改善点を見出し，それらを積承あげた，森林所有

者と結びついた普及を推進しないと，再び前者の轍をふ

むのではないかといった結論に達した。

濃密普及計画の樹立の方針．

そこで，濃密普及計画の樹立にあたっては地域的な現

況分折ももちろんであるが，とくに個別的な経営条件を

十分考臘することにした。

しかし，いざ着手の段階になると，継営条件というこ

とで壁につきあたった。

経営条件のうちで，自然条件は，多く固定的で，ある

程度まで技術的に改善策を想定することができるが，い

わゆる狭義の経営条件というものは，林業のように生態

循環過程が長く，しかもその経営が，家族労作的，迂回

的間断的に行なわれている小農民林業の場合将来の予想

を立てることは至難の業である。

したがって，第一段階としては，自然条件のいかんが

林業発展の成否を左右することが多い，あたかも地元の

人達の努力によって実現されたかのようにいわれる有名

林業地でさえも，自然条件に適合した経営方式があぷだ
された結果であるといった考え方にたって，一応狭義の

経営条件は考慮しないで，まず純技術的に問題点を把握

し，その後で経営問題を併せ考えることに概念を規定し

濃密普及計画の樹立に着手した。

濃密普及計画の立案

そこで，私達が最初に着手したのは，まず十分な地況

調査であった。このためすべての濃密普及地区について

土壌調査を実施した。

そして1/2,500の地ぽう図を利用した土壌図を蕊と

し，林地利用区分図を作り，これと併行して，現在の林

分配臆状況その他を同一縮尺の地図に描画し，この二つ

を重ね合わせて，林地利用上の問題を明らかにする一方

それぞれの林分の現況を承て，純技術的見地からその他

の経営上の問題点を各林分毎に調恋した。

そして，ここではじめて，私達の判断に対する各森林

所有者の経営条件なり，意見なりを加味し，実行の可能

範囲を求め，普及計画を樹立する方式をとった。

ところが，すでにこの段階で，私達はその計画が，必

ずしも漉犠普及の本旨にそい難いものになるのではない

かといった危擢を感じた。

私達ほ，濃密普及地区の選定にあたって，原則とし

て，比較的林業改良この問題点の多い111村部落を対象と

した。その結果1地区の平均対象戸数は45戸，林野面

積は102町となり，1戸平均所有規模は2町2反余とな

った。

しかし，平均は2町2反であったが，この中の35％が

5反未満，55％が1町未満の所有者であった。

またこれを，さらにつきすすんで調査してゑると，林

野利用状況は至って細分化されていた。例えばスギ林を

対象としてぷた場合，その総面職は280町に及んだが，

団地数は2,147の多きにのぼり，平均1反2畝に過ぎな

かった。そしてこれまた，前者と同様大半が5畝以下の

団地にすぎなかった。

ところで，このような経営基盤の中で，経営というこ

とを念頭において普及対象を選定したとき，どのような

結果になったか。

それは結果的に拳て，全く錯誤の連続であったといっ

ても過言ではなかった。

以下主なる普及テーマについて，実例をあげて説明し

てみると，

1）青苗

育苗聯業が，それ自体で経済効果をあげることを目的

とするものであれば論外であるが，自家用苗生産的のも

のであって，造林に直結する場合，対象となる造林地が

ない限り育苗事業のみを行なってもナンセンスである。

ところが，造林対象地となると，林種転換地でない限

り，必ず主伐がこれに先行する。

しかし，前述の予備調査の結果，濃密普及計画期間内

における主伐対象地ば，全地域面職1,600余町歩のう

－39－．
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ち，6町8反歩，727名の所有者のうち，対象者は36名

にすぎず，正に暁天の星のような存在であった。またこ

のような零細所有の場合，自家義苗を行なうとしても数

鐘ほ200～300本程度』しかも30～40年に1回その必要

性が生じてくるのみで，ほとんど技術の習熟のいとまが

なく，果して自家養苗が得策か，購入苗利用が得嬢か，

経営的にみて，自信をもって推奨することはできなかっ

たロ

2）撫育

撫育事業のうち，下刈り，つぁ切り等は，普通,値栽後

6～7ケ年継続されるもので，鐙的には多数の人達が関

泉するが，間伐について承ると，その対象となる林分は

20～30年生の林分で，例えば前記280町のスギ林を対

象とした場合，伐期を40年と想定すると，一応計算上

臆280町×舟70町が対象となる｡しかし,これ震た団
地面積がこのように狭少では，林縁木等を残すとする

と，技術的にゑてその対象が減り，さらにその後の搬出

販売等を考えると，その可能性の範囲は大巾に削減され

る結果となった。

またこのような事態に対し，共同出荷販売といった方

式も考えて象たものの，30町歩に1箇所の劉合で極く

零細な団地が点在する状態では，これらを大同団結して

共販することも事実上すこぶる困難であった。

3）林種転換

土壌調査の結果，純技術的には，将来林種娠換を適当

と認められるものが，対象地域の約25％をしめている

ことが判明し，その成否いかんは，実に林業発展のキー

ポイントであると思推された。

しかし，これらの対象地の多くには，現在広葉樹やマ

ツ等が成育しつつあって，いざ林種転換を行なうとする

と，現生林の林令の点から，現実的には，この面積の

15分の1く．らいに減少してしまう結果となった。

4）薪炭林の施業改善

薪炭林の施業改善の手段については，いろいろの方法

があろうが，九州地方のように，常緑広葉樹茜主体とす

る場合，純技術的立場から承ると択伐作業は比較的容易

で，しかもその効果も多いように思われる。択伐作業で

好結果を得た事例は県内にも数例ある。

しかし，これはほとんど自己山林から原木を採取して

の薪炭生産者であり，また団地とて相当まとまったもの

を持った森林所有者である。

これは，さきに普及施設の設腫にあたって遭遇した，

にがい経験であるが，1町2反5畝の団地を漉密普及地

区内に見出すのにすこぶる難渋をきわめた。しかも，や

つとの思いで見出すことができたと思うと，主として次

のような理由で森林所有者の物淡い反撃にあった。

というのは，2反5畝位の山を択伐したところで,大

した材積にはならない，もちろん択伐すれば成長蹴も塒

し，炭質改善にも役立ち，数年慨きに伐採が可能かも知

れない，しかし，僅かばかりの原木のために築窯してい

たのでは到底採算がとれないではないかということであ

あ。

択伐作業にしても，森林所有者の身になって考える

と，必ずしも100％いただけるものとは限らなかった。

以上はもちろん，2～3のテーマについてであるがi

こうして選択してゆくうちに，現実的には，普及対象は

一部の人達に限定されてしまった。

しかし，この総でば，折角設臆した濃密普及地区のレ

ーゾンデーI､ルの大半が失われる。そこでなるべく多く

の人達の協力を得るよう説得し，ともかくも普及計画の

立案を終った。

このような努力と，大きな期待をかけられて発足した

濃密普及計画の運営経過はどうであったか。

もちろん，林業技術普及の効果は，そう早急に具現さ

れるものではなかろ.うが，結果的に象て，必ずしも濃密

普及の本旨にそうような発展経過はほとんどたどり得な

かったように思われる。

これば，普及計画の樹立も含めた，私達の普及方法の

拙劣さや，普及組織の欠陥等影響する因子は多食あるで

あろう。

しかし，私はこのように所有規模が零細である場合濃

密普及が果して可能であるか，適当であるかという基本

問題を再検討してふる必要があるのではないかと思う。

温故知新

それでは，機密普及一地域を対象とした普及一に代る

ものとしてどんな方法があるか。

ここで，正式の普及制度以前の普及－どちらかといえ

ばながい年月の間に自然に生れでた技術普及一の中核が

何であったかを考えてふよう。

普及以前の普及の主流は篤林家達であり，公有林であ

ったように思われる。

しかし，戦中戦後の社会経済の不安，農地の解放，市

町村財政の困窮，町村合併などによって，これらの普及

中核体としての価値ば,一時著るしく低減してしまった。

ところが，艇地解放により，財源の大部分をなくして

しまったこれらの人達も,山林の承は,その解放の枠から

除外され，また町村合併等により，かえって山林の解放

等をうけ，これが妓近における材価の高騰と相まって，

山村における山林の財源的ウエイトは急速に増大した。
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:：木材識別 ドカー

わが国の森林の樹種は，針葉樹約40種，広葉樹約800砿といわれ，そのうち木材として一

般に利用されているものだけでもそれぞれおよそ30種と200種位はあるし，輸入外材の樹種

も少なくない。このように繩類の多い木材ほその性質がいずれも異った特徴を持っているため

に木材を利用する場合はその特性を十分に活用しなければならないことはいうまでもない。

今日のように木材利用技術の進歩によってどんな樹種でも利用されるようになってくると，

一般に使われている材種は蝋を多くなって来た。それだけに木材を正しく識別するということ

は，ただ専門家だけでなく一般の人にも重要課題となって来たが，今までにその平易な適当な

方法がなかったと称しても過言ではない。

本カードはその要望にこたえて，林業試験場木材部組識研究室長小林技官および同研究室須

藤技官によって作成されたものである。その方式はイギリスのクラーク博士の考案したもので

あるが，その考え方を我が国の樹砿に対して適用し全くの独創的なアイディアに立って，どん

な木材の特徴からでも誠別できるようにまとめたもので，従来素人には至難とされていたこの

木材を誰れにたいしてでも可能にしたものと確信し,その功繊たるや大なるものと信じている。

木材の研究者はもちろん，工場や会社の技術者さらに木材識別に関心のある人食は本カード

を座右に必ず備えて，活州されることを希望します。日本林業技術協会

■

園
■

一
《

－－＝_ゞ識鍾禽"縛徴:“鮒寧…鱗勇識蕊灘"・しか"報塗羅I型:蓮塞幾。：
詞一F乞唖い，毎彌q一戸令忽&賂咽配別伽幽"』，野t蜜‘、や一戸,蜜･戸'一qyOo

．“．､.:､心:，

る§こ;したがって心材識土徹柵踵をおびで《寒溌諺漣皇蕊瀞城醗附近渥

鳥…：“談紅色乃篭娠禍色⑳鋸催状鋤激悲聡顎湧蝋蕊蕊辮擬惣蝿:“Lぱ
酵由n吋四■■Q虫■"ﾛ■今回厚田､-
ず::｡g･■~r弓序言d秀寅■冬●◆｡ヮ

漁蕊
･配＋

r』

j

、

㎡

丁､‘L、，i‐

●血●

厩
⑭
②
⑧
●
毎
秒
③
鋤
●
●
鱒
⑤
。
●
⑤
●

’



ｰ

‐

、

■

ﾆョ



小部：林業技術普及における濃密普及制度の再検討

り，結成当時の会員は13名に過ぎなかったが，結成後

1ケ年半に満たない今日，すでに会員は27名にふくれ

_上り，なお益左発展の傾向にある。

もちろんこの集団には，まだ形式ばつた規約はない。

強いていえば連絡識として若干の会費を徴収することと

林業新知識の購読程度である。講習会や先進地視察の際

は，腰弁持参，経饗はその場で各人負担といった気軽る

さである。また会員でなくても希望者があれば自由に参

加してもよい。ところが現在のところ1回参加した人達

は，その次から豚とんど自主的になるのが通例である。

しかもこの会の，見逃すことのできない長所は，これ

らの人達は，前述のように自分達の習得したこと，ある

いは見聞したことをドシドシ自己山林で応用している。

そしてこれが直ちにその周辺の人達に対する展示的施設

としての性格をもつようになりつつある。

またこれらの人達は，その地域でば，もちろん役職そ

の他を除いた面で，相当の指導力を持つ人達であり，そ

の人達を中心としてさらに下部の普及活動，例えば部落

懇談会とか，現地講習会等を積極的に開催してくれる人

達でもある。

やがては，これらの熊林家達のあげてくれた，人工衛

星的新技術が，一般森林所有者の間に直接普及されるば

かりでなく，さらにすすんで，さらに岨しやくされて自

家薬篭中の技術としても導入されてゆくのではないかと

思われる。

しかし，以､上はあくまも私個人の考えであり，県の普

及組繊としての発言でも，考えでもない。またこういっ

た型の普及が果して技術的にあるいはまた行政的に正し

いかどうかについては今後十分の研究検討が絶対に必要

であろうと思う。（35．8．22寄稿）

そして，一応経済の安定したこれらの人達は，現在再

び林業新技術の導入にすこぶる積極豹となってきた。

しかも，比較的広い森林をもつ，これらの人達は，普

及的に承て，変化に富んだ，多くの問題点を持っている

場合が多い。

結局普及対象として，比較的容易に獲得できて，新技

術の応用の可能性が多く，しかも線香花火的でない普及

の期待できる人達である。

また，一面波及効果の多い普及対象ではないかと思わ

れる。というのは，股近艇山村･では，いろいろの形で先

進地視察などといった行事が磯んに行なわれている。し

かし残念ながら，これらの多く朧，名目こそ先進地視察

であるが，その実は大部分が慰安的意味を含んでいるも

のであり，どうしてもできるだけ長い期間をかけ，ジツ

クリと視察研究できるもの，しかも，近隣の篤林家等の

知人が実行したものでないと，一般森林所有者の新技術

導入や経営改善のための対象と朧容易になり得ないよう

である。

点普及の一例

しかし，ここで地域を対象とした普及がよいとか，鱒

林家等を中心とした点普及がよいとかいった結論をだす

ことは時期尚早である。最後に県内における点普及の一

例を概説して参考に供することにしよう。

この地域は，林野面積約12,000町歩で，三つの濃密

普及地区を抱括しているが，これと併行して，27名の鱒

林家逮の集団がある。もちろんそのいずれをも同一の地

区主任改良指導員が主体となって指導にあたっている。

しかし，濃密普及計画の方は，実のところ他地域と比

較してそれほど剋目すべき進展を示していないのに，一

方鮪林家達の集団では，たびたび先進地視察をしたり，

識習会を開催したりして，その活励はすこぶる活発であ
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高 橋松尾著石崎厚美著

カラマツ林業総説スギ採穂園の仕立かた
スギ，ヒノキ，マツにつぐ造林樹種であり，拡大造採穂園の意義と目的から説き起し，スギサシ木造林
林実施にあたってクローズアップされて来たカラマの母体である採穂園の施業を写真，図など多数を用
ツに関して，分布，材質，用途，造林，保護にわたいて詳述する。
って詳述された好著。内容採穂園の起りと意義と目的
内容の一部造林木の枝の形と枝の一般的性質
….植物分類的性質サシ穂の形とその内容条件
材質および木材工芸的性質 採穂台木の樹形

台木の台切と枝の剪定
生産と用途

平刈式仕立かた
立地的性質，母樹，種子 低刈式仕立かた
育林，林分収謹，被害とその保護法…．高刈式仕立かた
A5判381頁上製本仕立本数，施肥，保謹と管理
定価450円送料実喪A5判111頁定価170円送料実費

発行日本林業技術協会農曹‘垪竪区縦罷
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I 技術的問題点
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Iはじめに（総論）

1．吉野林業の技術的特徴の概念

一般的に吉野林業の技術的特徴はといえば，まず皆伐

造林であること密植をすること，そして早くから枝打ち

や間伐を丹念にするきわめて集約的な林業であり，かつ

長伐期施業がとられていることである。それら特徴の一

つ一つだけでは他の地方にもこれに類するものがあるが

吉野地方は以上の特徴が密接不離の関係をもっている。

そして以上の技術的特徴に関連して，地栫や下刈がて

いねいなこと,適地の選定や混植の技術が優れているこ

と，間伐材の利用技術が集約であることなどの特徴もあ

げられるであろう。かくして延々数万haに及ぶ吉野林

業地帯は訪れる人をして驚嘆させる価値がある。

写真1．吉野林業地（東吉野村高見方面）

このような吉野林業がどうして発展したかについて

は，社会経済的，自然的，技術的各方面の要素が相重な

っているのであるが，ここではもっぱら技術的面を中心

にして吉野林業を眺め，かつ今日の時代において2，3

の検討を試象ることにしようと思う。

本稲をまとめるに当って奈良県林務部の倉本義，松本

善浦技師の指導を仰いだ点が多い。記して謝意を表する

次第である。

諺者・京都大学教授

〆

写真2．スギの老令;体（高見村京大内阪本奨学会山林）

2．吉野林業発展の技術的基礎と問題点

吉野林業発展の技術的塞礎は鱒丸材の生産にある。樽

丸は年輪幅がせまくて揃っていること，赤味の心材部を

もつこと，樽丸材収量の歩止りのよい径級にまでおくこ

とが，密植，強度の枝打ち，弱度の間伐・長伐期という

施業をとることになったのである。もっとも長伐期施業

の要因として吉野林業が立木1代の借地林業が多かった

こともあげねばならないが…．。

さて樽丸生産は今日ではきわめて微をたるもので歴史

的なものとなっているが，樽丸生産がうんだ技術は今も
なお残っている。

次に吉野林業は吉野川の流送という条件で発展に優位

性を与えたともいえるし，流送をしたために払われた先

人の努力と技術とは歴史的に貴重なものである。が流送

は今日ほとんど行なわれない。しかるに筏流し当時の技
術が測樹方面に残っている。

これの点妹林業全体が転換期に立っている今日でも反

省の余地はないであろうか？

次に400年に余る歴史をもつ吉野林業地帯では，地力

減退の辮実が深刻な憂慮の淵となっている*・

以.上のことは吉野林業人はもとより，日本の林業林学
に関係のあるものが真剣に考えて解決紫を見出さねばな

らないことである◎

吉野郡川上村当局はこれらの問題について検討する試

験地の設定に対して協力を求められているときぎ，筆者

はかつて試験項目などに関して承案を県の関係者にまで

提出したことがあるが，かかる試験研究は組繊の充実し

た総合的・長期的な計画のもとにはじめられねばならな

いことであると思う。

なお付言しておきたいのは，吉野郡の北山地方の林業

であるが，これば吉野川流域とちがって往時交通不便で

あっために，川上方面のように林業は盛んでなく，かつ

＊吉野林業は皆伐作業であるが，全体的に見れば面談皆伐に

なっている。これは吉野林業麺の大きな特徴であり，地力
減退を保謹しているものと思われる。

－42－
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柴 田』吉野林業の技術的問題点

川上林業とちがったナスビスグリ（択伐作業）の方法が

とられていたことで特異性を示していたが，いまやこの

地方も大面積を占めていた広葉樹林がスギ，ヒノキ林に

変り，施業法も川上方面のそれに通ずるものとなってい

るのでここでは既往の吉野北山林業の技術に関しては触

れないことにする。

さて筆者は思うに，時代はうつり変っても，吉野林業

のうんだ林業技術には，他の地方でも学び，とり入れる

べきものが多いとともに，吉野林業人は古い伝統ある技

術を反省し，改善すべきものは改善し，かつ時代の流れ

にそうた新らしい技術を完成するよう努めるべきだと思

う。

ただし私がここにのべることは私の見'剛の範囲である

から誤りがあれば御叱正をお願いしたい。

Ⅱ品種の観念と育苗技術

1．吉野地方スギの品種

吉野地方では従来吉野スギをイタスギ（捕杉）とヤワ

スギ（柔杉）に分け，前者ば吉野スギの普通形であると

し，後者は吉野地方の天然生型（稀である）として二大

別し，その中間型を認め，（この中間型が多い)，中間型

をヤワラスギと呼んでいるとのことである。

吉野スギがオモテスギの代表的のものであると，自他

ともに認められているようであるが，筆者はこの見方に

は，大きな疑問をもつものである。かつて昭和17年頃，

佐藤弥太郎先生の御指導で，筆者と三好武氏とで川上方

面各地の針葉をとって回ったことがあるc吉野スギの地

方に存在する針葉の形態にはいろいろのものがあるが，

間伐されずに老令まで残されているものは写真3に示す

写真3．吉野地方老令スギに多い針葉型

ようなものが多い。三好氏は，この形態のものが幼時よ

りよく伸び，高令まで継続するとしている。永代木とし

て,高令まで残されるものがこの針葉形であるとすると，

優良吉野スギの本体はこれかな，ということになる。針

葉の形態は幼令時にもいろいろのものがある。幼令時オ
モテスギ型のものが老令になるに従って変るとして，吉

畷スギではどれからどう変るか，あるいは変らないか？

はっきりしたことを私どもは知りたいと思っている。

吉野林業概要:には吉野地方におけるスギの主な品種

として吉畷スギ，エダナガ，シヤノヤマスギ，クマノト

スギ，ヤプクグリ等があるという意見があるとしてい

る。

いずれでもよいが，吉野地方でほんとうに優れた品種

を各方面から検討して選抜されることを望むものであ

る。精英樹一覧表1集**にはまだのっていなかったから

淋しく思われたが，実際にはすでに選ばれて増殖・検討

されているようであるが，先進林業地の名においてそれ

が早く明かにされるよう期待する。

以上のことば吉野林業人の品種に対する考え方の現わ

れを示すものとして記した次沖である。

2．育苗技術

吉野川上流方面では適当な苗圃地が得られないため，

自村の造林用苗木は，自村で養成されずに大多数が三重

県または，他村から移入されている。昭和30年の例を

見ると計:*＊造林本数約322万本のう､ら35％は三重県に

仰ぎ，46％は他村から移入している。

それば地形的，灘境的に止むを得ないとしても，品種

系統の確保，品質の管理の点で大きな不安があぉ。なん

らかの方法で，これらの点を満足しうるようにすること

が出来るとしても，村内における育苗技術の向上，発展

に一段の指導が必要である。

さだめし，それはなされていることと思われるが，吉

野地方においては挿木苗養成が進んでいないことを指撤

する人があることは，吉野林業人の耳を傾けねばならな

いことと思う。

吉野象ギは挿木が困難なこと***拳，密植と間伐により

選抜が十分に行なわれていることなどで，現状に甘んじ

ておるのは転換期に立つ林業としていつまでも許されな

いことであろうと思う。

Ⅲ植付の技術

1．地栫

吉野地方では〃地明け'’と称している。地栫の際の刈

取りは丹念に，切株朧地表に接して，やや太いものは切

断される。2代山の時には高い伐根が残っているがそ

＊北村叉佐衛門：吉野林業概要（昭和29年10月改訂版）
*＊日本林業技術懐会精英樹一覧表第1集（昭和32年6月
現在）

**＊丸直：吉野林業について．(昭和31年3月）
****現在困難ではあ尋が不可能ではない。現在経済的に不利
であるとしても将来とも挿木が不利だとはいえない。上
北山で成功した例があり，各地で進められているので，
祇極的な試験と指導が必硬である。
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れをこさして巻落しが楽に出来るように刈取りの時に次

灸と楠木を渡しておくことなども訓練されている。枝条

を巻き落した跡は実に気持ちがよいほどきれいである。

このことは，巻き落したものを焼きすてることとともに

地力減退の因をなすとして異論をもつ方があるかも知れ

ない。筆者もその一人であった。刈払った雑木ほ数回雨

雪にさらしてから降雨の際または積雪の時を期して焼き

払われる。吉野林業全書を見ると，この焼き払いは，樅

付苗木の生育を妨げるとしていましめているが，焼畑ほ

どに強く禁止していない。実際に雑木類の焼き払いは，

山主の立場も山守の立場でも，植付本数のことや林地の

利用率のことや，その後の下刈の容易なことからも地力

のことよりも別の利点を高く評価してやっているのであ

る。地元のものが焼畑をすることは昔は山主もこれを認

めていたときく。終戦直後頃まで所灸で焼畑を見たが現

在ではほとんど行なわれていない。

2．適地の判定と混植

舎野地方では山の頂上まで完全に植えられているのに
不成織造林地が比較的少ない。これは吉野地方がもとも

と土地的，気候的条件に恵まれていたこともあるが，ま

た一面造林を担当するものが，適地の判定に訓練されて

いるためである。吉野林業全護によると地形的にはスギ

ヒノキとも陰地（西北向）がよいが，ヒノキは陽地（東

南向）にも生育妨げなしとし，土質的には〔スギ，ヒノ

キとともに黒土の小石交りにして水気のより易く，また

去り易き地を妓上とすれども，ヒノキは小石交りの赤土

の乾燥する地にも妨げなし〕と指導してある。

奈良県では，まだ土壌調査事業は進められていないよ

うだが，昔から土地の人燕は感による土質の判定に憤ら

されている。また次にのべる混植を実行して来ているこ

とは，吉野林業の技術的優秀性の一つとしてあげねばな

らないことである。

混植の推奨は，スギ，ヒノキの樹性と，苗木代のこと

や間伐材の利用のことなど経済性をも含めて，整然とし

た理由がのべられている。なかんずくヒノキ地にスギを

混植する理由の中に〔スギ葉は腐朽してI畔}となるので

ヒノキの生育を速かならしめる〕と教えてあることで

ある。

また吉野林業全密には混植に関し次のように書いてあ

る。

鰻上舞の地スギ90％，ヒノキ10％

上等地スギ70%,ヒノキ30%

中等地スギ50％，ヒノキ50％

下等地スギ30％，ヒノキ70％

股下等地スギ10％，ヒノキ90％

－

帆
ｒ
２
．
Ｊ
含
ド
、
を
鉱
や
章
苓
０
苧
銀
巾
ｉ
弾
。
共
凱
燃
砒
Ｊ
捨
卸
も

爵
・
浪
苛
卦
侭
鴬
凸
や
杓
Ⅲ
糸
苗
小
〃
ず
小
葡
。
恭
繭
ぜ
奈
葡
求
繭
ぜ
本

即
３

内
．
郷
．
内

ｊ
始
り
ｆ
＃
弧
里
方
僻
↑
ず
胎
丸
今

憎
げ
か
倫
世
分
階
典
分
鮒
ゲ
階
晶
今

｡

●
●
グ
●
申
ｅ
凸
●
●
●
噴
ロ
●
●
句
●
‐
。
●
ロ
●
●
●
●

寺

色
。
●
０
，
Ｆ
①
〃
△
●
●
灸
。
‐
↑
。
‐
●
距
包
●
・
●
●
●
●
。
◆
岬
ら
、
●
●
●
。
■
Ｑ

”
●
ｐ
■

０
●
◆
‐
・
＠
一
Ｊ
・
↑
●
ゞ
●
●
Ｃ
●
苗
。
，
。
。
今
ロ
●
。
●
・
●
●
句
創
曲
り
。
ざ
●
◇
●
‘
●
曇
む
。

も
レ
ル
ロ
々
・
踊
凸
？
●
↓
‐
■
●
マ
恥
●
ず
．
色
⑰
●
〃
●
●
『
●
旬
●
負
酔
毛
、
．
八
・
●
〃
●
ｃ
ｃ
●

露
窃
Ｗ
・
争
品
。
●
。
●
ず
？
．
■
毎
ぴ
ぷ
Ｑ
●
●
●
句
●
㈲
●
宙
。
。
◆
●
Ｃ
Ｇ

親
Ｊ
一
歩
●
〃
も
●
。
。
．
。
●
》
●
・
●
の
わ
ぷ
御
、
睡
溢
押
屯
●
な
．
●
Ｏ
む
め
殉
●
Ｑ
ｏ
・
●
●
ご
●

ロ
』
●
。
、
⑪
●
Ｊ
ゞ
口
ｅ
●
【
、
⑨
①
心
①
⑥
●
Ｆ
辱
●
‐
Ｇ
今
の
ｇ
ｅ
《
で
●
●
●
●

●
》
●
ｑ
う
。
■
畢
●
勿
晶
●
■
γ
ｅ
●
◆
口
、
９
，
●
●
●
。
ｐ
●
、
●
●

Ｂ

凸
ａ
ｑ
Ｉ

ｎ
Ｌ
ｅ
。
●
●
●
ぐ
ｅ
か
。
ｐ
官
●
。
。
角
け
峰
ご
財
●
●
が
●
・
●
。

●
●
’
匹
●
●
●
●
④
●
⑨
写
●
●
●
で
●
め
げ
自
口
●
０
分
●
●
合

ｅ
４

ｅ
９
●
曲
４
●
●
●
色
ｏ
ｏ
Ｇ
●
⑥
●
⑨
●
●
色
●
●
。
●
か
色
、
●
■

●
】
．
●
●
●
◆
ｙ
●
，
巳
２
●
Ｊ
律
⑨
心
峪
。
●
‐
Ｇ
●
？
◆
●
い
●
争
巧
。
●
●

へ

第1図スギ，ヒノキ混植の基準（吉野林業全書より）

砂

凸

一

b

－~_~----

第2図スギ，ヒノキ混植の状態

これらの技術的指導が，吉野林業の発展に大きな因を

なしておるものと思われるが，最近の新らしい造林地で

は，この教えから，やや遠ざかっているものが多いよう

に思う。その原因が適地判定の技術の進歩にあるか，他
の経済的な理由によるものか？

吉野林業地帯の大きな苦悩の一つとして，地力減退が

あげられる今日，混植はスギ，ヒノキの象の間でなく，
他の混交樹種にまで考えおよばるべきものと思われる。
3．植付方法特に一鍬植について
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柴 田？吉野林業の技術的問題点

いわゆる一鍬植腫，吉野地方造林技術の一特色である

とされている。鍬で地被物をとりさってから，一鍬だけ

強く地中に打ち込承，手前の方へ鍬先きな引きよせて，

隙間をあけ，そこへ苗の根部をさし入れてから，鍬を抜

き去り，そのまま踏象固めておく方法であると，多くの

需物や吉野林業の案内書に書いてある。

この方法は斜植などとともに，土壌条件によっては，

合理的な方法であると考えられる点があると思った。

ところで実際行なわれている方法を筆者が見た範囲内で

は，これを全面的に推奨すべきか否や疑問である。もう

10年ほど前のことであるが，筆者は川上村上多古付近

で，男女，老壮交えた数人の人達が植付けているのを，

川をはさんだ対岸から暫らく観察した。植え方は随分ま

ちまちである。それは地形や樹木の根の状態によること

もあり，植える人の性格や体力にもよることと思うが，

その時感じたことは，若い男の人は一鍬または二鍬大き

く鍬先きを打ち込んで苗の根を入れ，鍬を抜いてから，

鍬の裏で2回位根元をたたいておくものが多い。老人や

婦人は，植付けるのも，植付けてからたたくのも，鍬を

使う回数が多く計10鍬以上使う人もある。苗の根元を

鍬でたたくだけの人と根元に上って足でふむ人とある。

精粗いろいろである。

昨年（34年）春，筆者朧東吉野村で植付け密度試験を

指揮してやったが，一鍬または二鍬だけで，苗を挿入す

る場合には，幹軸基部の根は地中深く挿入され，細根部

の先端は地表近くに浮き上った形で，中にはその一部が

地表に露出したままで根元を2～3回たたいておくもの

がある。細根がやせた真土の地下深く挿入されることは

不利があるとしても，このように基部と先端と逆になっ

ているような植付方法には賛成しかねる。これが1鍬植

ならば1鍬植に賛成しかねる。少なくとも1日の植付本

数の多いことを望んでこのような方法をとることは賛成

しかねると思っている。

1鍬植がどういう理由で吉野地方に採用されるに至っ

たか？一鍬植の利点がどこにあるかを吟味することな

しに，また土壌の深浅，植栽地点の他の樹根の状態．苗

木の形態などに注意を払うことなしに，一鍬植が一様に

行なわれるとしたら問題である。山主や山守りがその点

を理解しているとしても械付実行者がそのつもりになら

ねばだめである。私ば吉野地方の造林地では，植栽当年

または翌年の生育が劣るものがあるように感じていた。

その一つの原因が植付方法にあるのではないかと昨年実

際に植付けを監督してふて思ったのである。

渡辺教授の所論*はわれわれが傾聴すべきことと思う。

東吉野小川の林業家桶谷辰次良氏はかつて筆者に〔植

付穴ほ経按の許す限り大きくして，深く耕起し，雑草樫

を除去してから丁寧に植える方がよい〕と云われたこと

を記憶しているが，森庄三郎氏の箸瞥の植付方法に次の

ように譜いてあることと共に私の心をうつものである。

〔植穴はなるべく豊かに堀_り（尖鍬を用う)，宜底に礫

あればこれを取除くべし。かくして予め浸しおきたる苗
一一一一一

木の根部に付着する水アカをよく洗い落し小根を切り捨

て，これを穴中に直立せしめ，上士を_よ堂握を埋竺2－鋤

にて打固め，堀り出した土を残さず寄せかけ，なおその

近傍の土を切り込承苗木に触れるものなきよ う丁寧に植

付くくし云を〕すなわち古くから植付は丁寧にするよう

指導されているのである。余談になるが島根県川本市の

篤林家那須野秀雄氏が実行しているという方法は男が植

穴を堀り，女(2人が組となって)は塵取ようの十能，小

鍬，苗袋を持ち，まづ小鰍で男の堀つた植穴に，付近の

肥士をとって入れ，かつ植穴を十分に修理して礫や根を

出して肥土を平にし，その上に苗をおき，苗の根を十分

に拡げておいてからさらに十能に集めておいた肥土をか

ぶせ，根の間に細士がよくはいるようにしてから踏み固

めるようにし，植えた苗は1本も枯らさないようつとめ

るのだということである。その苗を植える気持ちには頭

が下る気がする。

ただし，ここで筆者は苗木を枯らさないためには，長

時間街木を持ち運び，昼中の強い光線で，苗を乾燥させ

ないように留意することが肝要であって，植付の功程を

あげて予定本数を植えたら，その日の作業は終了したこ

とにして早くても1日分の賃金を支給する，ということ

にした方がよいという説にも，一応の理由があるように

も思う。だからといって，どこにも粗雑な一鍬を礼讃し

ていることは吉野林業育林技術の誇りとすべきではない

と思う。

1日のノルマ**を下げても場所や苗木に応じた植付方

法をとるようにしたい。長い習慣であるから丁寧に植え

るようにいいつけても知らず知らずのうちにまたもとに

もどるようである。植付方法の精・粗がどうなるかの試

験林，展示林を設けておく必要を感じた次第である。

吉野地方では植付用苗木が一般に小さいことも植栽密

度や植付方法に端を発していることであろう。立地環境

＊渡辺賛仰：造林技術の再検討（林業技術205号1959年3

月号）

植付を丁鍾にすることは活着率を高め，その後の生育が

良好で，下刈を早く完了させることになる。

潤：森庄三郎：吉野林業全書

東吉野村方面では1B400本植が漂漁である。造林地に

近く，土質のよいところでは最高600本，平均1日500

本であるという。
1本当りの植震は2円（35年度）であるという。
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柴田：吉野林業の技術的問題点

のちがう他の地方でこれらのことを考えずに模倣するこ需要が急減する傾向を感じた終戦後間もない頃，北村林

とは早計である。業の辻仁一郎氏や中野林業部の中野潤が，京大林学の研

4．植栽本数のこと究生としておられた頃，筆者らとともに植栽本数につい

吉野林業の特色の一つとして，植栽本数の多いことはて論じあったことがある。

徳川時代よりの古い伝統をもって，いまもなお，続けら密植は長幹・無節・完満材の生産技術であるとして

れている。ha当り少なくとも8000本，小川地方ではも，幼時の成長を著しく犠牲にすること9Gまた実際に吉

15,000本に及ぶ場合があるという。野地方の林分の立木密度は間伐により比較的に急減され

吉野地方の密植は樽丸生産に端を発している。樽丸のていること（第2表）などから，従来のような密植を続

第1表主要林業地の植付本数とその後の本数経過(ha当り）

植栽後の経過年数と立木本数
地方別植付本数
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けることが，果して木材増産手段として，また経済的に

有利なりや否やに疑問を生じたからである。いろいろ検

討したが，結局,15,000本というような例は特殊な場

合としても，とに角ある程度の密植が疎植よりも有利で

ある。ただ小径間伐材の利用に不利な奥地ではもつと疎

植にすべきだということになったように記臆している。

樽丸材の需要が減ったが，吉野材の声価は今も一段と

高い。そこに密植と次節にのべる強度の枝打・弱度の間

伐という，吉野式育林技術が温存されていくのであろ

う。ただし，いまとられている方法が最高の密度である

か，また将来の木材需要の変嘱に対してこれでよいかに

ついては検討の必要臆あると思う。

Ⅳ補育の技術

吉野地方では下刈，麓切りヒモ打ちなどの作業を〔山

林の修型と呼んでい為。

1．下刈と蔓切り

吉野地方では植付後数年間（約3カ年）は毎年2回づ

つ梅雨の頃と，夏土用後に下刈を行なう。爾後4年間は

夏土用中に1回下刈をする。植付後8～9年目に蔓切り

をする。これらのことば平凡なことのようであるが，多

くは熱心な山守によって，やか誉しく指揮せられ，手鎌

で株低く刈られること，特に苗木の根元は細い堕草まで

キレイに刈取るよう訓練されて来ていることは，他地方

の学ぶべきことのように思う。山や苗木に対すぁ愛情の

こもった老山守には頭が下るものである。

2．ヒモ打ち（枝打）

吉野地方では普通，植付後10年目頃にスギ，ヒノキ

共に下枝を切り落す。その標蠣的な枝打ちの程度ば次の

ようである。

生育の劣る小さいもの生育がよく，大きいもの

10年目頃0.6～1m1.5～2m

14～5年目頃1.5～2m2.5～3m

ところが最近では5～6年目にヒモ打ちをやっている

ものがある。（写真4参照）
国

8

《
〃

写真4．ヒモ打（第1回枝打）の状況

そしてその程度が，きびしすぎるように思われるもの

がある。本年東吉野村で調査した例によると，第1回の

ヒモ打ちの程度は次のようであった。

スギヒノキ

樹高の範囲3～4.3m3～4.3m

枝打ちの範閉筒さ1～1.71nl～1.8m

同樹高に対する枝打の高さ％

38％34％

枝打部梢端部の直径3,4～5.2cm3.6～4.6cm

強度の枝打ちと弱度の間伐は吉野林業の技術的特徴だ

と述べたが，最近では特にそれが励行されている傾向が

ある。もとはスギの枝打ちは行なわないでも，間伐木が
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柴田：吉野林業の技術的間題点

価をしていることは絶対に許されないぼど，質において

も量においてもまた実用性においても将来性があるとい

えるものである。

いま樽丸生産から発した吉野地方の普通の仕立て方を

用材林仕立てと呼ぶことにし，膳丸太生産を主目標とす

るものを京木仕立て（密植林）とすれば後者の方が当初

から密植であり，間伐も徐盈であって常に立木密度が高

いといってよい。

ここに用材林仕立と密植林仕立てには技術的に見て大

きなちがいがあるのである。密植林仕立では30年まで

の間伐材を洗丸太，たるき，床柱などに仕上げることと

し，その後は用材林に準ずるもののようである。いま奈

良県第16森林区駐在の松木善清技師が調査されたもの

を摘録すれば次のようである。

詳細は林業技術212号松本氏のスギの密植を参照され

たい。

この密植林仕立ては東吉野村鷲家口を中心にして行な

われており，利用期に達している林分の面積はまだそう

広くない。幼令林が広いので将来が期待される。

Vむすび

1．地力減退対策

吉野林業発展上最も憂慮されているものは地力減退の

問題である*。これは吉野に限らず尾鷲をはじめ，先進

林業地共通の問題である。

筆者は昭和のはじめ頃に佐藤弥太郎先生の指導の下に

吉野地方の2代山，3代山の土壌状態を比較した。また

不成績造林地については川上村入波付近の土壌を調査

し，皆伐前後の土壌の変化については，川上村上多古，

入波，黒滝，上北山の小橡付近で調査した。岡崎教授を

中心とする照査法適用試験で東吉野村高見の山林にも試

験地を設けた。これらの試験結果はスギの研究，演習林

蕊報，林学会誌などに報告したところであるので，ここ

にはかつあいするが，ただ地力減退対策として抜本的な

方法を求めることにあせり，吉野林業の技術的特徴であ

る密植，皆伐作業を変革せんとするものがあれば，それ

には反対するものである。もちろん植栽本数，撫育方法

や伐期の問題など，検討すべき点が多いが，それはあく

まで現在の吉野林業の技術的・経済的特徴を向上させよ

うとするところに中心がおかれたものでなければならな

いと思う。

この解決策を中心として林地施肥の技術的研究も重要

な役割を演ずるものと思う。現在小川地区では昭和30年

以降約6011aの林地肥培が試糸られているが硫喪がいま

倒れる時柚枝はおちるものとされていたが（写真5）

写真5．吉野スギ林

（東吉野高見村京大阪本奨学会山林）

最近ではスギにも生枝を打つことが行なわれている。次

にのべる京木仕立て林業でば枝打ち侭不可欠な重要な作

業であるとしても，ヒモ打時代の極端な枝打ちは不利で

ある。特に立地条件を考えないで溶悪地蓑で，一様な強

度の枝打ちをしている例に対しては，山主も枝打人も注

意せねばならない。

舗者ばヒモ打ちの程度に関する試験の重要性を訴えた

いものである。

3．間伐

吉卿における間伐技術は独特のものと思われるが*，

樽丸生産技術の遺物であるとも思われる。新らしく発展

しつつある京木仕立てのための間伐技術と比較し，かつ

従来の間伐方法を時代の流れに関連して検討しなければ

ならないと思われるが，どうやら与えられた紙数に近づ

いたので，かつあいして，京木仕立て林業について簡単

に述べることにする。（筆者は東吉野・高見で，新らし

い榊想のもとに間伐試験を試暴た。目下5年目の成果を

とりまとめ中である。）

4．京木仕立林業の概要について

吉野林業地の中でも川上郷と小川郷方面では多少ちが

ったものがある。すなわち，明治の末期にばじめられ，

大正10年頃に，その基礎が確立されたという磨丸太生

産を目標とする方式である。京都の北山林業にならった

ものとして京木仕立林業と呼んでいるが，古い樽丸生産

林業から芽生えた新らしいものであって将来の発展が，

吉野に限られずに反響を呼び鯖こすものと思われる。

ここでは人工シュポの作成，施肥によるその促成など

が考えられている。

京都の北山暦丸太に対して，ニタ山丸太などと過少評

へ

丘
ｒ

の

一一‐

＊吉賀正照：吉野林業の問題点山林900号（1059）

四手井綱英；吉野林業を造林的に見て山林900号(1959)

＊中富氏によれば吉野式の間伐は寺崎博士のA穂とB菰の中

間型のものであるという。林業新知識No.47.(1957)

－47－



ノ

柴 田：吉野林業の技術的間題点

用材林仕立京木仕立(密植林） 考備

値付本数

除伐木数

1例である。祐損木は補植する9000本

5年に300本

12,000本

5年に600本

8年に900本

計1,500本

5，8，12，16，20

26年の6回

12年に5%

3癖までに9回

度’ |密繍林で憾校打蝿始が早く画識珍い。枝打勾 12,18,26年の3回

間 伐 12年（第1回)20%

30年までに6回

(巌高23.7％）

6,714本

12年目が有効間伐年度である。

間伐の総本数

立木本数の変化
5年

12年

30年

80年生の時の蓄積

7,628本

8,700本

8,599本

1,885本

306m:'

本
木
本
３

ｍ
叩
ね
恥

４
今
５
８
３

，
，
，
２

１
０
２

１
１ |衆"…議…“

間伐木との合計において密植林が経済的に優る
ことになる。

へ

なお，多く用いられていることは検討を要する。高見村

の辻善右衛門氏が尿素や蛇紋過燐酸配合肥料を試承られ

ていることや，桶谷辰次良氏が施肥に先立ち〔カブ返し〕

の作業をとられていることもその成果が期待される。

地力減退対簸については民官あげて総合的な研究組識

がつくられ，基礎的な研究が一日も早く着手されるよう

祈るものである。

2．林業技術の向上に関しての私見

一地方の林業技術の発展にはⅢ|主の意欲と山に働く人

灸の共同的な協力がなければならない。伝統ある吉野林

業地帯では永年かかつてもり_上げた技術に対して自信を

もち，かつさらにその向上に努められていることと思う

が，ややもすると自分の枠内に慣れ，また他の地方や時

代の流れを顧みないで過信していないとも限らない。

この点は先進林業地がともに反省を要することと恩
やq

，o

汰に吉野地方では山林労働組合の力が大きい。労働組

合は労務や労銀の確保に努力せられるのは当然であると

して，一方各自の林業技術の進歩，練磨によって組合員

の福祉を増大するよう努めらるべきと思う。この点でか

つて高見村（現東吉野村）山林労働組合でば組合員の林

学ならびに林業技術向_このために夜間を利用して研修会

を開かれたことがあったのは喜ばしいことと思った。

次に吉野林業地において技術的面に鑑いて比較的おく

れがちに感ぜられたのは，伐木，造材，運材に対する機

械力導入のことである。いまでは，かなり関心が払われ

ているが，かつては働く者の生活をおびやかすように考

えられたようである。林道や架線への反対はその1例で

ある。機械力を駆使する林業技術の導入によって危険を

さけ，能率をあげ，林業をいっそう集約的ならしめ，働

く場面を拡大し，賃金の向上をはかるべきと思う。それ

には山主側の十分な理解と働く人灸の協力とが必要で

ある。

かくて吉野林業地の技術者が広く他の地方の林業の指

導者として進出されるようになることを望むものであ

る。

己

f

新 発売

レンズ式立体鏡

〔瀞普及型〕
ー

魁

可

、

』略．r ，

特価￥480

⑦実費

倍率2倍

ビニールケース(17cm×8cm)入

発売元

日本林業技術協会測量指導部
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紙・パルプ勧告機関

11月9日付のFAO発表によると，鰻逓東京で初めて

紙・パルプの勧告機関の会合が行なわれたとのことであ
〆

るが，同発表要旨は次のようなものである。

世界の紙・パルプの専門家達がFAO事務局長B・R

SEN氏に招かれて，この会合に出席した。この人達はF

AOの紙・パルプ勧告委員会-FAOの紙パルプ計画

の推進について，事務局長のSEN氏を補佐する公式協

議会の要請によってできたものである－の委員になる

予定であるが，この機関は将来，特に先進国において生

ずるであろう紙・パルプの膨大な需要に対処する重責を

になっているわけである。

この機関の議長にはカナダ新聞協会会長R､M.FomeoR

氏が満場一致で選出されたが，このグループのメンバー

は日本の松永幹氏，フランスのJ.P.LEVY氏，アメ

リカのR.O'CoNNoR氏，その他オーストラリア，イン

ド，メキシコ，フィンランド，スエーデン，イギリス，

ドイツ，チリ，ブラジル等の専門家によって織成されて

いる。

次の会合は明年1月ローマで開催される予定である。

埴
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令

の

撮近の話題

林業基本対策実施委員会の設置

先に公表された艇林漁業基本問題調査会の答申を検討

し，実施に移すために必要な企画立案に関する事務の連

絡調整をするため，標題のような委員会が林野庁におか

れることになった。

この委員会は，林野庁の部長ならびに課長，および林

野庁長官が委嘱する他局又は付属機関の職員によって構

成され，委員長には林政部長，副委員長には指導部長お

よび業務部長が当る｡また同委員会には次のような部会

が置かれる。(1)綜合部会(2)経営部会(3)協同組織部会

(4)林野利用部会(5)技術部会(6)国有林部会以上。

－

むだ室

８

９
。

「
人
類
ば
科
学
の
力
に
よ
っ
て
次
第
に
自
然
を
征
服
し
つ
つ
あ
る
」
と
は
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ

る
し
、
人
類
の
自
画
自
讃
す
る
言
葉
と
し
て
も
っ
と
も
サ
ッ
ソ
ウ
と
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同

時
に
こ
の
言
葉
ほ
ど
人
類
の
思
い
あ
が
り
を
単
的
に
表
現
し
た
言
葉
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
近
代
産
業
の

原
動
力
で
あ
る
電
気
に
し
ろ
、
原
子
力
に
し
ろ
、
自
然
現
象
の
結
果
か
ら
生
ず
る
ニ
ネ
ル
ギ
ー
を
う
ま

く
利
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
第
一
、
人
類
の
生
活
の
根
源
で
あ
る
食
料
は
他
の
生
物
の
生
産
に
依

存
す
る
と
い
う
生
態
学
的
方
式
か
ら
一
歩
も
脱
却
で
き
な
い
で
い
る
で
は
な
い
か
。

今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
く
、
林
業
は
土
地
の
生
産
力
と
林
木
の
生
長
能
力
と
に
依
存
す
る
産
業
で
、

そ
れ
ら
を
最
も
よ
く
発
揮
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
林
業
技
術
の
最
初
に
し
て
最
後
の
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
最
近
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
言
辞
に
、
「
経
済
的
企
業
と
し
て
の
近
代
的
林
業
の
成
立
に
は
、
自

然
の
制
約
か
ら
脱
却
し
た
技
術
が
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
な
ど
と
い
う
の
が
あ
る
。
自
然
の
制
約
か

ら
完
全
に
脱
却
し
た
も
の
は
、
す
で
に
し
て
林
業
で
も
底
け
れ
ば
、
土
地
生
産
業
で
も
な
い
。
言
葉
自

体
は
あ
る
い
は
一
種
の
修
飾
と
見
て
も
よ
い
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
自
然
は
征
服
す
べ
き
も
の
で
あ
る

と
い
う
思
想
が
見
受
け
ら
れ
る
。
自
然
は
た
た
か
い
の
相
手
で
は
な
く
、
む
し
ろ
手
を
に
ぎ
っ
て
そ
の

恩
恵
に
浴
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

国
民
経
済
の
進
展
に
も
と
ず
く
木
材
の
需
要
が
、
そ
の
生
産
量
を
は
る
か
に
上
ま
わ
る
。
そ
の
ギ
ャ

ッ
プ
を
う
め
る
の
に
は
、
生
産
力
の
増
強
が
急
務
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
人
工
造
林
面
積
の
拡
大
と
成
長

の
促
進
に
よ
る
伐
期
の
短
縮
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
こ
こ
ま
で
は
よ
ろ
し
い
。
し
か
し
、
も
し

そ
の
具
体
的
計
画
の
立
案
に
際
し
て
、
要
求
量
を
計
算
の
上
で
充
足
す
る
こ
と
に
の
象
忠
実
で
、
自
然

条
件
に
対
す
る
認
識
を
欠
く
な
ら
ば
‘
自
然
ほ
こ
の
計
画
の
推
行
に
背
を
向
け
る
結
果
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
そ
う
な
っ
た
あ
か
つ
き
に
、
そ
の
責
任
の
す
べ
て
を
林
業
技
術
に
対
す
る
不
満
と
い
う
形
に
お
き

か
え
て
、
あ
げ
く
の
は
て
ほ
、
研
究
機
関
の
尻
を
は
た
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
、

そ
れ
が
早
急
に
達
成
さ
れ
な
い
と
見
る
と
た
ち
ま
ち
無
能
よ
ば
わ
り
す
る
。
研
究
者
だ
っ
て
産
業
研
究

に
従
事
し
て
飯
を
く
っ
て
い
る
以
上
、
な
に
も
大
学
の
理
学
部
の
よ
う
な
自
由
な
立
場
で
研
究
に
当
ろ

う
な
ど
と
は
考
え
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
か
り
に
上
述
の
よ
う
な
結
果
か
ら
生
じ
た
誤
算
の
辻
つ
ま

を
合
わ
す
た
め
に
の
象
努
力
を
は
ら
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
た
ら
、
若
様
の
い
た
ず
ら
の
お
仕
置
を

か
わ
り
に
受
け
て
い
る
お
小
姓
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

く
ど
い
よ
う
だ
が
、
要
は
林
業
は
土
地
の
上
に
生
物
を
そ
だ
て
る
仕
事
で
あ
り
、
技
術
と
は
そ
の
自

然
の
も
つ
力
を
よ
り
完
全
に
ひ
き
だ
す
手
段
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
ば
ま
ず
自
然
そ
の
も
の

を
知
る
こ
と
が
第
一
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
技
術
の
進
展
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
事

業
上
の
改
革
は
す
で
に
確
立
さ
れ
た
新
技
術
を
く
象
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

て
、
ど
ん
な
に
そ
れ
が
望
ま
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
ま
だ
推
定
的
段
階
に
あ
る
技
術
、
あ
る
い
は
実
験

段
階
に
あ
る
技
術
等
を
駆
使
し
て
、
こ
れ
こ
そ
前
向
き
の
近
代
的
計
画
で
あ
る
と
い
っ
て
み
た
と
こ
ろ

で
、
そ
れ
は
画
に
か
い
た
餅
で
し
か
な
く
腹
の
た
し
に
ほ
な
ら
な
い
。
こ
ん
な
き
ま
り
き
っ
た
こ
と
を

な
ぜ
書
く
気
に
な
っ
た
か
よ
ろ
し
く
御
賢
察
を
。
（
Ｚ
）

へ
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日本林業技術協会南関東支部連合会規約

第1章総則

第1条本連合会は社団法人日本林業技術協会南関東支
部連合会と称しその事務所を東京都品川区上大崎5の
639の1東京営林局内に置く。

第2条本連合会は社団法人日本林業技術協会東京営林
局支部，東京都支部，茨城県支部，千葉県支部，埼玉
県支部，神奈川県支部，山梨県支部，静岡県支部，東

京大学支部，東京農工大学支部，東京教育大学支部，
日本大学支部，東京農業大学支部及び静岡大学支部に
属する会員をもって組織する。

第2章目的及び事業

第3条本連合会は社団法人日本林業技術協会（以下単
に本部協会と称する）の目的達成のために各支部相互
の連繋を密にし併せて会員の技術向上を図るをもって

目的とする。’

第4条本連合会は前条の目的を達成するために次の事
業を行なう。

1．各支部相互間の連絡協調に関する事業
2．会員の技術向上に必要な事業
3．その他本連合会の目的を達成するために必要な事
業

第3章役員
第5条本連合会に次の役員を置く
会長1名
副会長2名
委員若干名
うち1名を監査委員とする。

第6条役員の選出は次のとおりとする。
1．会長及び副会長ば委員会において選出する。
2．委員は各支部1名とし各支部長をもってこれに当
る。

3．監査委員は委員の中から互選する。

4．幹事は会員の中から会長これを委嘱する。支部の
役員は本連合会の役員を兼ねることは妨げない。

第7条役員の職務は次のとおりとする。
1．会長は本連合会を代表し本連合会の業務を統轄す
る。

2．委員会は本連合会の運営及び業務の執行に当る。
3．監査委員は業務を監査する。
4．幹事は本連合会の事務を担当する。
第8条役員の任期は満2年とする但重任を妨げない。
役員は任期満了後においても後任が就任するまでは
その職務を行なうものとする。
補欠選挙により就任した役員は前任者の任期を継承
する。

第9条本連合会は本協会の要講により地方理事2名を
推せんするものとし，委員の中より連合会長これを指
名する。

第10条本連合会に顧問を置くことが出来る。
顧問は委員会の決議によって連合会長がこれを委嘱
する。

第4章会議

第11条連合会の会議は総会及び委員会の2とする。
第12条総会は連合会長これを招集し規約の変更予算決
算の承認その他重要聯項を議決する。

第5章会計

第13条本連合会④経菱は寄附金，各支部からの拠出金
及び其他の収入をもって当て.る。
各支部の拠出金は本部よりの交付金の30%とする。

附則

本規約は昭和35年7月20日より実施する。

日本林業技術協会東北支部連合会規約
第1章総則

第1条この団体は，社団法人日本林業技術協会東北支
部連合会（以下「連合会」という｡）と称し，その事
務所を青森県林務課におく。
第2条連合会は，社団法人日本林業技術協会支部分会
整備要綱の定めるところにより青森県内，岩手県内，
および宮城県内の各支部に属する会員をもって組織す
る。

第2章目的及び事業

第3条連合会は，社団法人日本林業技術協会(以下｢本
部」という｡）の目的達成のためにこの連合会地域内
の各支部との連絡を密にし，あわせて会員の技術向上
を図ることを目的とする。

第4条連合会は前条の目的を達成するために次の事業
を行なう。

1．本部事業の実施に対する協力
2．各支部相互間の連絡および会員の技術向上に必要
な事業

3．その他連合会の目的を達成するために必要な事業
第3章役員

第5条連合会に次の役員をおく。
会長委員6名
監査委員1名幹事6名

第6条会長は委員のうちから互選する。
ただし必要がある場合は委員会の決議により会員外
から選任することができる。
2．委員は各支部長をもってこれにあてる。
3．監査委員は委員のうちから互選する。
4．幹事は各支部長の推薦した者をもってこれにあて
る。

第7条会長は連合会を代表し業務を統轄する。
2．委員は連合会の運営および業務の執行にあたる。
3．監査委員は業務を監査する。
4．幹事は事務を担当する。
第8条会長および監査委員の任期は，2年とし再任を
妨げない。ただし，補欠の会長および監査委員の任期
は前任者の残任期間とする。
2．前項の役員は，任期満了後において後任者が就任
するまではなおその職務を行なうものとする。
第9条本部から地方理事の推薦について要請があった
場合は，会長が会員のうちから指命する。
第10条連合会に顧問をおくことができる。
2．顧問は委員会の決議によって会長が委嘱する。
第4章会議

第11条連合会の会議は総会および委員会とずる・
第12条総会は必要に応じて会長が招集し次の事項を議
決する。
1．会務の報告
2．規約の制定および変更
3．事業計画，収支予算および決算
4．その他必要な事項
第13条委員会は必要に応じて会長が招集する。
第14条総会および委員会の議長は会長があたる。
第15条議事は出席者の過半数をもって決し，可否同数
の場合は議長の決するところによる。
第5章会計

第16条連合会の経畿は各支部からの拠出金および寄附
金ならびにその他の収入をもってこれにあてる。
第17条連合会の会計年度は，毎年4月1日に始まり翌
年3月31日に終る。

附則
1．この規約は制定日から有効とする。
2．この規約によるものの外は委員会において協議決
定するものとする。
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役員

連合会長百瀬凱二（岐阜県林務部長）

委員中野精（愛知県林務部長）
〃 松尾勉（名古屋営林局経営部長）
〃 後藤（富山県林務部長）
〃 河田五郎（名古屋大学）
〃 浅井兼山（名古屋営林局利用課長）
〃

会計監査有田学（岐阜大学）
幹事大林利・雄（名古屋営林局利用課長）
〃 江崎敏治（〃利用課）
〃 鈴木武（〃造林課）

〃五十川浩稔（〃 治山調

地方理事松尾勉（名古屋営林局経営部長）
〃 中野精（愛知県林務部長）

見学旅行伊勢神宮林（14日）

◇第5回関西支部連合会・四国支部連合会合同総会

10月23日大阪府立清水谷高等学校において，日本林

学会関西支部総会と共催で行なわれた。議事は特別講演

日本林学会関西支部総会についで，経過報告，役員改選

（役員名は次号に掲戦）を行ない，引続いて日本林学会

長島田錦蔵氏と，松川理事長の来賓祝辞があり松川理事

長から40周年記念についての依頼があり，積極的な協

擬が決議された。

特別講演大阪府知事左藤義詮

産業経済新聞経済部次長岸田健之

現地視察奈良・六甲（24日）

支部動静
一望一一一一一一＝一一一一一一二口一一一一一一

◇南関東支部連合会設立委員会（総会を兼ねる）

7月20日午後4時から東京営林局会議室で開催され

役員の選出，規約の制定を行なった。

役員会長小林艦一（東京営林局支部長）

副会長矢沢頼忠（山梨県支部長）

〃未定（東京大学支部長）

委員その他各支部長

監査委員荒木正重（静岡県支部長）

連合会規約は別紙(50頁）の通りである。

◇第6回九ﾘII1支部連合会総会

11月6日長崎大学学芸学部において，日本林学会九州

支部総会と共催で行なわれた。会議は本部から松川理事

長，林職員出席の上34年度経過報告，収支決算報告，

35年度予算の原案可決，役員の改選の後，日本林学会九

州支部総会に移り，引続いて松川理事長の祝辞および40
周年記念事業についての依頼があったが中部支部連合会

同様積極的に協賛方決議された。

特別講演

「江戸時代における長崎の密貿易」長崎県立教育研究

所長森永種夫

「西表島の総合開発について」九州大学教授井上由

扶役員
願問佐藤敬二（九州大学教授）

会長吉村清英（熊本営林局長）

副会長中馬尚（宮崎県林務部長）

同山添精三（鹿児島大学教授）
委員吉村清英（熊本営林局支部長）

監査委員堀田正次（福岡県支部長）

委員藤田宗美（佐賀県支部長）
委員木村晴吉（長崎県支部長）

常任委員高田秀男（熊本県支部長）

委員宮川象三（大分県支部長）

委員中馬尚（宮崎県支部長）

常任委員荒武敏憲（鹿児島県支部長）
委員稲吉克明（九州大学支部長）

、委員青木信三（宮崎大学支部長）
委員山添精三（鹿児島大学支部長）

常任委員小滝英夫（熊本営林局経営部長）

委員藤井毅一（同事業部長）

委員難波博（同造林課長）
監査委員片岡正二郎（同監査課長）
常任委員片山佐叉(林業試験場九州支場長）
委員菊池啓（九州林木育種場長）

◇第3回中部支部連合会総会

11月13日名古屋営林局において，日本林学会中部支

部大会と共催で行なわれた。会議は本部から松川理率長
出席の上34年度経過報告，収支決算報告，35年度予算

の原案可決，役員改選地方理事推薦の後，日本林学会中
部支部大会に移り，引続いて松川理事長の祝辞および40
周年記念事業についての依頼があったが中部支部連合会
としても積極的に協賛方決議された。

特別講演

「貿易為替の自由化と日本経済」名古屋大学教授酒
井正兵衛

一

宣
ｄ
ｏ
■
ぜ 会 務報告

◇私たちの森林編集会議

10月4日午前10時から本会で行なわれた。

出席者坂本，宮本，上村，雨倉の各氏と本会から松
原，中村

◇第7回林業技術編集委員会

10月5日午後3時から本会で開催
出席者辻，倉沢，猪瀬，繁沢，松原の各委員と本会
から松原，中村，八木沢

◇第3回常務理事会

10月12日正午から本会で行なわれた。

出席者大久保，大隅，杉下，横瀬，福田，南，池田
遠藤の各理事と本会から松川，松原

◇松原専務理事渡米

10月24日午前10時30分本会専務理事松原茂は農

林水産生産性向上会議主催による林業空中写真利用状況
視察団の団長として羽田から訪米の途についた。

■
し
４
８
４

今

昭和35年11月10日発行

林業技術第225号
編集発行人・松原茂

印刷所合同印刷株式会社

発行所 社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町七番地
電請(331)4214,4215
（振替東京60“8番）
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小沢今朝芳姶古屋営妹局藍害官)A5判470頁弱

国有林経営計画実務提要価550”
－計画と実行及び照査一（送料共）

国有林経営合理化の企画員で長期計画の策定に理誇的榎拠を与える
とともに経営計画の新仕組を担任した著者による本書は．
（ユ）営林局署の計画関係者及び担当区主任．事業主任の作業に
最適な実務書であり，

（2）公務員試験の好参考書であるばかりでなく、
（3）県庁関係者の国有林・民有林の施業鯛整をその作業を通じ
て正しく推進するたあの轡でもある。

【本書の特色］
（1）全般的に実際を旨とし．実例を入れることに努めているb
（2）専門的な部分軽営計画縄成，事業実行）と一般的な部分
（一般的知餓向上）との組合に特に意が用いられている。
（3）主要内容とその対象を示せば次の瀬り。

第両綴難選零麓群哀蕊驚鑿饗驫篭璽
職員を対象にして述べられているが，学校教員‘学生及び県
庁職員にも好参考である。
第二編：（1）経営計画編成の実務では営林局署，符に計画課員
及び局署の企画関係者を対象として述べてあるが，また県庁
の森林計画関係者も必読すべき内容でもある。
（2）事業計画編成の実務と

秋山智英著国有林経営史論価530円
【倉田吉雄博士】施業案の沿革の追求なくしては国有林経
営史の分折がなしえないほど．施業案は国有林経営史上重要な
位置をしめてきた。施業案を中心とした国有林の経営方針の変

遷過程について分析を加えることは，今後の国有林経営上の問
題を解決するための愛重な黄料とな為ものと考えられる。この
ような国有制経営史に関する著作はいままで殆んどない。著者
の著述にあたって示した真謹な態度と熱楕は．その内容ととも
に大いに評価したい。

林業生震力論黒田通夫価230送16

分収林業論林業政策研究会編著価270送24

近代的森林調査法の実務片岡秀夫価420送48

測樹学新論抄燕蕊訳編価250送'‘
木材貿易論林業政策研究会編著価250送24

アメリ力の森林金融石谷貞雄訳価250送24

蓄積経理の会計理論岡和夫刑290送24

メートル法立木材積表僅謹鼠鶴駕
東日本篇（普及判)P185価140送24

西日本篇（上製)P270価200送24

へ

第三編：（1）醗業の予定及び実行の進め方では営林局署員，特
に営林署，担当区，事業所主任等の事業実行員を対象とし
（2）事業の照査の進め方でば営林局署員，特に局署の経営関
係者を対象として述べてあるが，県庁の関係者も国有林との
施業調鑿卜邸備，必読すべきであろう。
その他附録として経営計画関係の通達類及び参考蚕料等が集録
されている。

’１
１

国有林特別会計制度の変這槙重博価“0送40

国有林の蓄積経理槙重博価220送24

企業会計及び経営分析梅田三樹男価180送16 』

。
日本林業調査会蕊懸慨穂東京都渋谷区

代食木2の21
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営 林署。担当区職員用

内容：森林調査簿，年次計画，各種事業予定簿の抜華を記入し，ポケット用として現場に携行する

のに軽便。（ビニール装カバー）：ノート2冊，挿入れ用，日林協マーク入り，名

刺・メモ・鉛筆入れ付き。

大きさ;A6判（縦15cm×横10cm)

価格：1）別冊工¥60.00(送料8.00)

｜脇蝋織認纐鱗，2）別冊Ⅱ¥60.00(")

3）ビニール装カバー￥130.00（〃）Ｉ
I
(注）別冊1．，とカパーで1組になるのですが，それぞれ別灸にも販売いたします。
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小出博・倉田益二郎共著

⑨山地農業と治山
中島茂・森八郎共著

⑩しろありの知識
健林省林業試験場繊維板研究室編

（月刊）12月号12月1日発売(B5)

林業・木材関連産業のことなら何でもわかる

1部100円・前払半年570円・1年1,080円（〒共）
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⑪繊 維 板

～好評発売中

①辞典

②安倍慎著

③池田真次郎箸

④山崎慶一著

⑤吉田好彰監修

⑥佐藤武夫箸

⑦宮原省久著

⑧山崎慶一箸

~一_ヘーヘヘタ～ー‐､

林業新語500

百万人の木材化学

森林と野鳥の生態

世界林業経済地理

木場の歴史

森林と水の理論

日本の製材工場
転換期に立つ日本林業

各冊B6

ビニール･

美装頓

350円〒共

東京都千代田区大手町2の4新大手町ピル

振替東京180464電話東京（211）2671～4森林資源総合対策協議会I

／
’ 少串4＝追一・一一--4甲一 L曲 I且一

－ 亟盈－

東京隆工大教授・艇博

中島道郎

林試樹木研究室長・理博

林 彌栄

他

9

B小型380頁

函入上.製本

価680円
送料5o円

く12月中旬発売＞

日本でゑられるすべての樹種を網羅し，その特徴，用途，分布などを解説し，

一眼で樹の種類を見分けられるよう解説している。林業技術者，大学林学科学

生，木材関係者にとって至便の宝典である。内容は,I・裸子植物（ソテツ類

イチョウ類・松柏類)1．被子植物（双子葉類一古生花被類・後生花被類，単
子葉類）にわたり，くわしく系統立てて解説している。＜内容見本進呈＞

野村進行著
￥650〒50

野村進行著
¥800〒50

日高醇・平井篤造他
￥800〒50

戸苅・山田・林編
¥550～¥750

三留三千男箸
¥800〒50

藤
￥
藤
￥
藤
￥
梨
￥

伊
斎
加
木

林業経済計画総論

林業経済計画各論

植物ウイルス病

作物生理講座全5巻

農業実験計画法

雄著
〒50

蔵著
〒50

目著
〒50

吉箸
〒50

樹病学概論

森林昆虫学

森林土木

噌競堂測樹学

瀦宴零蕊駕屑

550

孝
480

・夏
550.

謙
580

胃 胃圃
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ヴ
あらゆる水寄災材と．上場作業に鯖異的な鋤を

してくれるスマックウインチは,マッカラー

99型チエンソーと同一エンヂソを使用します

ので，安心して確実な作業が，続けられます。

如何なる奥111でも二名で迅速容易に鍛入，移

動出来ます。

’
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マッカラー社・日本総代理店

A蕊新宮商行
本社小樽市稲穂町政上丁目十一番地

電（2）5111番（代表）
支店東京都中央区日本櫛通一丁目六番地(北海ビル）

電(281）2136番（代表）

且巳 寧 一

’
】■UⅡ■ 『P

●
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カタログ進呈

馬一一．．染
弓酉

KM式ポケットトランシツト

ボトラルR鞄｡・・●●

O優秀な設計による高精度，超小型

O林野庁御指定並に御買上げの栄

O括目すべき幾多の特長

1．望遠鏡は内焦式で極めて明るく，スタジヤ加常

数は0，｛読数は100で倒像(P,)及び正像(P2)

2．十字線及スタヂヤ線は焦点鏡に彫刻

3．水平及高低目盛の読取は10’と5′

4．微動装置は完備

5．閣顕への取付は容易，整準は簡単且正確

6．三脚はジユラパイプ製，標尺はポールへ取付け

7．本器1kg,三脚1.4kg,全装4kg

（
興
林
こ
だ
ま
改
題
第
一
三
二
号
）
定
価
六
十
円

：

明光産業株式会社
東京都文京区小石川町1の1林友会館

電話小石川（921）8315～16

（型録進呈）

ケースは硬質塩化ピ砲弾型

価格P133,000R(本器及三脚一式）

P237,000円（微動整準台付）

エンジン 総蔽量 巻込量 引張力
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